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田川地区斎場組合規約 

（昭和４９年４月２３日許可） 

改正 昭和５３年４月２７日 許可 

平成５年１月２５日 許可 

平成９年１２月８日 届出 

平成１１年２月２４日 届出 

平成１８年２月２４日 許可 

平成１９年１月２２日 許可 

 

（組合の名称） 

第１条 この組合は、田川地区斎場組合（以下「組合」という。）という。 

 （組合を組織する地方公共団体） 

第２条 組合は、田川市、香春町、添田町、川崎町、糸田町、大任町、福智町及び赤村（以下「関係市

町村」という。）をもって組織する。 

（平成１８年３月６日一部改正） 

 （組合の共同処理する事務） 

第３条 組合は、火葬のための斎場施設の設置、管理及び運営に関する事務を共同処理する。 

 （組合の事務所の位置） 

第４条 組合の事務所は、福岡県田川市大字伊加利２１９１番地の１４の田川地区斎場組合斎場内に置く。 

    （昭和５３年４月２７日一部改正)（平成１１年２月２４日一部改正） 

 （組合の議会の組織及び議会の議員選挙の方法） 

第５条 組合の議会の議員（以下「議員」という。）の定数は１９人として、その選出区分は、次の

各号に掲げるとおりとする。    

（１）  田川市  ５人 

（２）  香春町  ２人 

（３）  添田町  ２人 

（４）  川崎町  ２人 

（５）  糸田町  ２人 

（６）  大任町  ２人 

（７）  福智町  ２人 

（８）  赤 村  ２人 

（平成１８年３月６日一部改正） 

第６条 前条の議員は、次の各号に掲げる者をもってこれにあてる。 

（１） 関係市町村の長 

（２） 関係市町村の議会において、関係市町村の議会の議員のうちから互選された者 

２ 前項第２号の規程により、互選された議員に欠員を生じたときは、そのつど補欠による互選を行うも
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のとする。 

３ 第８条第３項及び第４項の規定により、議員のうちから互選若しくは選任された管理者及び副管理者

は、議員の職を失うものとし、当該職を失った管理者及び副管理者の属する関係市町村については、次

の各号に掲げる区分により当該各号に定める者を議員とする。 

（１） 管理者の所属する関係市町村 

       当該市町村の議会のうちから互選された者 

（２） 関係市町村の長である議員のうちから選任された副管理者の属する関係市町村 

当該市町村の副市町村長 

（平成１９年１月２２日一部改正） 

（議員の任期） 

第７条 議員の任期は、関係市町村の長、副市町村長又は議会の議員としての任期による。 

（組合の執行機関の組織及び選任方法） 

第８条 組合に管理者１人、副管理者２人を置く。 

２ 組合に会計管理者１人を置く。 

３ 管理者は、組合の議会において関係市町村の長である議員のうちから互選する。 

４ 副管理者のうち、１人は関係市町村の長である議員のうちから組合の議会の同意を得て管理者が選任

し、１人は管理者の属する関係市町村の副市町村長をもってこれにあてる。 

５ 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。 

６ 管理者及び副管理者の任期は、その者の属する関係市町村の長又は副市町村長としての任期による。 

（平成１９年１月２２日一部改正） 

 （組合の職員） 

第９条 組合に必要な職員を置き、管理者が任免する。 

（平成１９年１月２２日一部改正） 

２ 前項の職員の定数は、条例で定める。 

 （監査委員） 

第１０条 組合に監査委員２人を置く。 

２ 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ１人

を選任する。 

３ 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあって４年とし、議員のうちから選任

された者にあっては議員の任期による。  （平成５年１月２５日一部改正） 

（組合の経費の支弁の方法） 

第１１条 組合の経費は、関係市町村の負担金及び組合財産その他から生ずる収入をもってこれにあてる。 

２ 前項に定める関係市町村の負担金の割合は、次の表に定めるものとする。 

区    分  負 担 割 合 

 施設の建設に要する経費  当該市町村の人口割による。 

 施設の管理運営に要する経費  前年中の該当市町村の遺体火葬数の割合による。 
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（昭和５３年４月２７日一部改正）（平成９年１２月８日一部改正） 

３ 前項に規定する人口割の人口は、前年の９月３０日現在の住民基本台帳に登録されたものによる。 

（平成１８年３月６日一部改正） 

附 則 

１ この規約は、許可の日から施行する。 

２ 規約第３条に定める斎場施設の管理及び運営に関する事務については、施設が設置されるまでの間、

同条の規程にかかわらず関係市町村において処理するものとする。 

    附 則（昭和５３年４月２７日 許可） 

 この規約は、許可の日（昭和５３年４月２７日）から施行する。 

    附 則（平成５年１月２５日 許可） 

 この規約は、許可の日（平成５年１月２５日）から施行する。 

    附 則（平成９年１２月８日 届出） 

 この規約は、公付の日から施行し平成９年６月１日から適用する。ただし、平成９年度で償還が完了す

る建設当初の施設の建設に要する経費については、従前の負担割合（均等割 30％・人口割 70％）とする。 

    附 則（平成１１年２月２４日 届出） 

 この規約は、公布の日から施行する。 

    附 則（平成１８年３月６日 許可） 

 （施行期間） 

１ この規約は、平成１８年３月６日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規約の施行の日から平成１８年３月３１日までの期間に係る経費（当該期間に新に生じた事由に

基づく経費を除く。）で廃置分合前の金田町、赤池町及び方城町が支弁したものは、福智町が支弁した

ものとみなす。 

３ 平成１８年度における変更後の第１１条第２項の適用については、「前年中の当該市町村の遺体火葬

件数の割合による。」とあるのは、「前年中の当該市町村の遺体火葬件数（福智町にあっては、廃置合分

前の金田町、赤池町及び方城町の遺体火葬件を合計した件数）の割合による。」とする。 

４ 平成１８年度における変更後の第１１条第３項の適用については、「前年の９月３０日現在の住民基

本台帳に登録されたものによる。」とあるのは、「前年の１０月３１日現在の住民基本台帳に登録された

もの（福智町にあっては、廃置合分前の金田町、赤池町及び方城町の人口を合計した人口）による。」

とする。 

５ 平成１９年度における変更後の第１１条第２項の適用については、「前年中の当該市町村の遺体火葬

件数の割合による。」とあるのは、「前年中の当該市町村の遺体火葬件数（福智町にあっては、廃置合分

前の金田町、赤池町及び方城町の遺体火葬件数並びに福智町の遺体火葬件数を合計した件数）の割合に

よる。」とする。 

   附 則(平成１９年１月２２日 許可) 

この規約は、平成１９年４月１日から施行する。 
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田川地区斎場組合の休日を定める条例 

平成５年２月２６日 

    条 例 第 １ 号 

 （組合の休日） 

第１条 次の各号に掲げる日は、組合の休日とし、組合の機関に執務は、原則として行わないものとする。 

（１） 日曜日及び土曜日 

（２） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法津第１７８号）に規定する休日 

（３） １２月２９日から翌年の１月３日までの日（前号に掲げる日を除く） 

２ 前項の規定は、組合の休日に組合の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。 

 

   附 則 

 この条例は、平成５年３月１日から施行する。 
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田川地区斎場組合公告式条例 

 

昭和５３年２月２８日 

 条 例 第 ２ 号 

（目 的） 

第１条 地方自治体（昭和２２年法律第６７号）第１６条第４項の規程に基づく公告式は、この条例の

定めるところによる。 

（条例の公布） 

第２条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が

署名しなければならない。 

２ 条例の公布は、田川地区斎場組合事務所の掲示場に掲示してこれを行う。 

（規則の公布） 

第３条 前条の規定は、規則の公布に準用する。 

（規則の公布） 

第４条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及

び管理者名を記入して、管理者印をおさなければならない。 

２ 第２条第２項の規定は、前項の規定に準用する。 

 （その他の規則及び規程の公表） 

第５条 第２条の規定は、組合の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、第２条中

「管理者」とあるのは「当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。 

２ 組合の機関の定める規則で公表を要するものについては第４条の規定を準用する。 

第６条 規則又は組合の機関の定める規則、又は規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって、特に施

行期日を定めることができる。 

 

規 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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田川地区斎場組合議会定例会の回数を定める条例 

 

昭和５３年２月２８日 

条 例 第 １ 号 

  

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１０２条第２項の規定に基づく、田川地区斎場組合議会定例

会の回数は、年２回とする。 

 附 則 

この条例は公布の日から施行する。 
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田川地区斎場組合監査委員条例 

 

昭和５３年１２月１日 

条 例 第 ８ 号 

平成７年２月条例第１号（第１次改正） 

 

（目 的） 

第 1 条 この条例は地方自治体（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）及びこれに基づく政令

に規定するもの並びに田川地区斎場組合規約（昭和４９年許可）に規定するものを除き、監査委員に

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（現金出納の検査） 

第２条 法第２３５条の２第１項の規定の準用により、組合の現金の出納監査は、年２回期日を定めて

これを行う。 

（工事、物品等の検査又は検収） 

第３条 次の事項については、管理者はあらかじめその日時、場所その他必要な事項を監査委員に通知

しなければならない。 

（１） 契約金額５００万円以上の工事又は製造の請負若しくは修繕で部分払いの出来高検査及び竣工

検査を行うとき。 

（２） 一契約１００万円以上の物品の検収を行うとき。 

（準 用） 

第４条 この条例に規定するものを除くほか、監査（検査及び審査を含む）の方法その他の監査委員に

関して必要な事項は、田川市監査委員条例（昭和２６年条例第１号）及び田川市監査委員監査規程（昭

和２２年公布）の規定を準用する。 

 

 

     附  則 

    この条例は、公布の日から施行する。 

     附  則 

    この条例は、平成７年４月１日から施行する。 
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田川地区斎場組合斎場条例 

 

昭和５３年２月２８日 

条 例 第 ３ 号  

 

 昭和５５年２月条例第１号（第１次改正） 昭和５７年３月条例第１号（第２次改

正） 

平成元年７月条例第１号（第３次改正） 平成３年７月条例第１号（第４次改正） 

平成９年４月条例第１号（第５次改正） 平成１２年２月条例第１号（第６次改正） 

           平成１２年７月条例第１号（第７次改正） 平成１４年８月条例第１号（第８次改正） 

       平成１８年２月条例第１号（第９次改正） 

（設 置） 

第１条 田川地区斎場組合斎場（以下「斎場」という。）を田川市大字伊加利２１９１番地の１４に設置

する。 

第２条 斎場を使用しようとする者は、田川地区斎場組合管理者（以下「管理者」という。）の許可を

受けなければならない。 

（定休日及び受付時間） 

第３条 斎場は、１月１日及び８月１５日を定休日とする。 

２ 斎場の受付時間は、前項の定休日を除き、１０時から１７時までとする。 

３ 前２項の規定にかかわらず、管理者が必要と認める場合においては、この限りではない。 

（使用料） 

第４条 斎場を使用しようとする者は、別表に定める区分による使用料を前納しなければならない。 

２ 別表に定める使用料の区分については、次の各号により適用する。 

（１）死亡者又は火葬許可申請者（死亡者の配偶者及び二親等以内の親族に限る。）が、田川市、香春町、

添田町、川崎町、糸田町、大任町、福智町及び赤村（以下「関係市町村」という。）の区域内に住所

を有する場合                 関係市町村の住民 

（２）前号に揚げる場合以外の場合        関係市町村以外の住民 

     （平成１４年８月１日一部改正） （平成１８年２月２１日一部改正） 

３ 管理者は、特に必要があると認めたときは、前項の使用料を減免することができる。 

４ 斎場の待合棟に設置する店舗を使用する者は、月額２５，０００円の店舗使用料を納めなければな

らない。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この使用料を減免することができる。 

   （平成１２年２月一部改正） 

（手 数 料） 

第５条 手数料を徴収する事務の種類及び額は次のとおりとする。 

（１）火葬事実を証する証明     １枚につき２５０円 

（２）その他の証明         １枚につき２５０円 
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（平成１２年７月１７日一部改正） 

 （手数料の徴収） 

第６条 手数料は、事務執行の請求を受けたとき徴収する。 

２ 同一事項の証明を２通以上請求するものは、１通ごとに前条の手数料を徴収する。 

（手数料の還付及び免除） 

第７条 手数料を納付したのち請求事項の変更又は取り消しを行っても、既に納入した手数料は還付し

ない。 

２ 次の各号の一つに該当するときは、手数料を徴収しない。 

（１） 国又は地方公共団体の機関が請求したとき。 

（２） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の適用を受けている者が請求したとき。 

（平成１２年７月１７日一部改正） 

（委 任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

附 則 

    この条例は、管理者が規則で定める日から施行する。 

     附 則（昭和５５年２月２０日条例第１号） 

    この条例は、昭和５５年４月１日から施行する。 

     附 則（昭和５７年３月３日条例第１号） 

    この条例は、昭和５７年４月１日から施行する。 

     附 則（平成元年７月２６日条例第１号） 

    この条例は、平成元年９月１日から施行する。 

     附 則（平成３年７月２２日条例第１号） 

    この条例は、平成３年１０月１日から施行する。 

     附 則（平成９年２月２７日条例第１号） 

    こ条例は、平成９年４月１日から施行する。 

     附 則（平成１２年２月２３日条例第１号） 

    この条例は、平成１２年４月１日から施行する。 

     附 則（平成１２年７月１７日条例第１号） 

    この条例は公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

別 表             斎 場 使 用 料 

 

区  分 
使 用 料 の 区 分 

単位 関係市町村の住民 関係市町村以外の住民 

遺体の火葬 １３歳以上 １体 ２０，０００円 ６４，０００円 

１３歳未満 １体 １０，０００円 ３２，０００円 

死 産 児 １体 ４，０００円 １２，８００円 

汚物等の焼却 胎   盤 １㎏ １，５００円 ５，４００円 

切断された四肢 １肢 １，５００円 ５，４００円 

再 火 葬 １㎏ １，５００円 ５，４００円 

待合室使用料 １室 ５，０００円 

遺体安置室 ２４時間以内１棺につき ３，０００円 

（平成元年７月２６日一部改正） （平成３年７月２２日一部改正） （平成９年２月２７日一部改正） 

（平成１２年２月２３日一部改正）（平成１８年２月２１日一部改正） 

備  考 

１ 遺体安置室の使用については、２４時間を超えるときは、１２時間を経過するごとに１，０００円を加える。この

場合、１２時間未満は１２時間とみなす。 

２ 待合室使用料は死産児の火葬の場合は適用しない。 

３ 待合室１室の利用時間は、２時間までとする。 

（平成１８年２月２１日一部改正） 
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田川地区斎場組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例 

 

昭和５３年２月２８日 

条 例 第 ５ 号  

改正  昭和５６年２月条例第１号（第１次改正） 

昭和５９年８月条例第４号（第２次改正） 

平成４年２月条例第１号（第３次改正） 

平成２０年２月条例第２号(第４次改正) 

 （目 的） 

第１条 この条例は、特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。 

 （定 義） 

第２条 この条例において「特別職の職員」とは、管理者、副管理者、議会の議員、監査委員及び嘱託

員をいう。 

(平成２０年２月２６日一部改正) 

 （報 酬） 

第３条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。 

 （報酬の支給の方法） 

第４条 報酬が年額で定められている者については、毎年度３月に支給する。 

ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを繰り上げて支給することができる。 

２ 報酬が日額で定められている者については、勤務のつどに支給する。 

３ 年度の中途において、その職についた者又は職を離れた者に対する報酬は、日額計算により支給す

る。 

（費用の弁償） 

第５条 特別職の職員の費用弁償は、次に各号に定めるとおりとする。 

（１） 公務のために旅行したときは、この旅行について旅費を支給する。 

（２）  旅費の支給方法等については、田川市職員旅費支給条例「昭和２６年条例５号（以下「市条

例」という。）」の規定の例による。 

ただし、市条例別表１については「市長」の欄を適用し、日額旅費はこれを支給しない。 

（３）  前号ただし書の規定のかかわらず、嘱託員については市条例別表第１の「１級以下の職のあ

る者」の欄を適用し、日額旅費はこれを支給する。 

（４）  議会または委員会その他特定の公務に出席したときは出席日数に応じ、実費相当分として１

日につき１，８００円を支給する。 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則（昭和５６年２月２８日条例第１号） 

 この条例は、昭和５６年４月１日から施行する。 
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  附 則（昭和５９年８月２５日条例第４号） 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の田川地区斎場組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に

関する条例は、昭和５９年４月１日から適用する。 

  附 則（平成４年２月２５日条例第１号） 

この条例は、平成４年４月１日から施行する。 

  附 則(平成２０年２月２６日条例第２号) 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

 

（別 表） 

   職    名  報 酬 の 額 

三 

役 

管    理    者 年額  ５５，０００円 

副  管  理  者 年額  ４１，０００円 

議 

会 

 議         長     年額  ３９，０００円 

副    議    長     年額  ３６，０００円 

議         員     年額  ３３，０００円 

監

査

委

員 

知識経験を有する者のうちから選任された者 

 

 

   日額   ８，５００円 

議会の議員のうちから選任された

者 

 

    日額   ６，１００円 

嘱    託    員     予算に定められた範囲内 

(平成２０年２月２６日一部改正) 
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田川地区斎場組合事務局設置条例 

 

昭和５４年２月２０日 

条 例 第 １ 号  

（設 置） 

第１条 田川地区斎場組合（以下「組合」という。）に関する一切の事務を処理するため組合に事務局を

設置する。 

 （組 織） 

第２条 事務局に事務局長等、必要な職員を置く。 

 （規則への委任） 

第３条 この条例の施行について必要な事項は管理者が定める。 

 

 

  附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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田川地区斎場組合職員定数条例 

 

昭和５３年２月２８日 

条 例 第 ４ 号 

                        改正 平成２０年２月条例第２号(第４次改正) 

                             平成２８年８月条例第 1 号(第 5 次改正) 

                             令和元年１１月条例第２号(第６次改正) 

 

（職員の定義) 

第１条 この条例において職員とは、田川地区斎場組合の事務局に常時勤務する一般職の職員（地方公

務員法(昭和２５年法律第２６１号)第２２条の３第４項の規定により、常時勤務を要する職に欠員を生

じた場合において臨時の職に関するときに臨時的に任用される職員を除く。）をいう。 

（職員の定数） 

第２条 職員の定数は、２人とする。 

   (平成２０年２月２６日一部改正) （平成２８年８月３日一部改正） 

 (職員定数の特例) 

第３条 休職者、地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２５２条の１７の規定により派遣する職員及び

地方公務員の育児休業等に関する法律(平成３年法律第１１０号)第２条第１項の規定により育児休業

をする職員は、定数外とする。 

２ 前項の規定による定数外の職員が復職した場合において、定数に欠員がないときは、その欠員が生

ずるまでの間、これを定数外とする。 

  

 

 

 

 

 附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

  附 則(平成２０年２月２６日条例第３号) 

この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

  附 則（平成２８年８月３日条例１号） 

 この条例は、平成２８年９月１日から施行する。 
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田川地区斎場組合職員の職務に専念する義務の特例に関する条例  

 

平成１３年８月１日 

条 例 第 ５ 号 

 

（目 的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３５条の規定に基づき、職務に専

念する義務の特例に関し規定することを目的とする。 

（職務に専念する義務の免除） 

第２条 職員は、次の各号の一つに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた

者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。 

(1) 研修を受ける場合 

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合 

(3) 前２号に規定する場合を除くほか田川地区斎場組合管理者が定める場合 

 

 

   附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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田川地区斎場組合職員の服務の宣誓に関する条例 

 

平成１３年８月１日 

条 例 第 ６ 号 

 （目 的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第３１条の規定に基づき、職員の服

務の宣誓に関し規定することを目的とする。 

 （職員の服務の宣誓） 

第２条 新たに職員となった者は任命権者の定める上級公務員の面前において別記様式による宣誓書に

署名してからでなければ、職務を行ってはならない。 

 （委 任） 

第３条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定める

ことができる。 

 

    附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

宣     誓 

 

 

 私は茲に主権が国民に存することを認める日本国憲法に服従し、かつこれを擁護することを厳かに宣言します。私

は市民全体の奉仕者として公務を民主的にかつ能率的に運営する責務を深く自覚し、住民の意志によって制定された

条例を尊重し誠実かつ公正に職務を執行することを固く誓います。 

 

年  月  日    

 

田川地区斎場組合管理者   殿 

 

  印  
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田川地区斎場組合職員の給与に関する条例 

平成１３年８月１日 

条 例 第 １ 号 

改正  平成１６年６月条例第１号（第１次改正）  平成１７年１１月条例第１号（第２次改正） 

平成１８年３月条例第２号（第３次改正）  成１９年１２月条例第２号（第４次改正） 

                                           平成 21 年 5月条例第 1号（第 5 次改正） 

                                  平成 21年 11月条例第 2号（第 6次改正） 

                                  平成 22年 12月条例第 1号（第７次改正） 

                                  平成 24年 3 月条例第 1号（第８次改正） 

                                  平成 25年 3 月条例第 1号（第９次改正） 

                                  平成 26年 12月条例第 1号（第 10次改正） 

                                                                 

田川地区斎場組合職員の給与に関する条例（昭和５３年条例第６号）の全部を改正する 

 （目 的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２４条第５項

の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。 

 （適用範囲） 

第２条 この条例において「職員」とは、田川地区斎場組合職員定数条例（昭和５５年条例第４号）に

規定する職員並びに法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める職員（以下｢定年前再任

用短時間勤務職員｣という。）をいう。 

 （給与の種類） 

第３条 職員の給与の種類は、給料及び手当とする。 

２ 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。 

３ 手当は、給料の特別調整額、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤

務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいう。 

（平成１８年３月３１日一部改正） 

 （給与の支払） 

第４条 職員の給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接支払わなければ

ならない。 

２ 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。 

 （給料） 

第５条 給料は、給料表（別表第１）に定めるところによる。 

２ 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類する

ものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、規則で定める。 

第６条 任命権者は、その所属の職員が、その毎月の給料の支給を受けるようこの条例を適用しなけれ

ばならない。 
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 （級の格付、初任給及び昇給等の基準） 

第７条 任命権者は、その所属の職員の職を規則の定めるところにより、第５条第１項に規定する給料

表の級のいずれかに格付しなければならない。 

２ 新たに給料表の適用を受ける職員となったものの号給は、規則で定める初任給基準に従い決定する

ものとする。 

３ 職員の昇給は、規則で定める日に、同日１年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。 

（平成１８年３月３１日一部改正） 

４ 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する

期間の全部を良好な成績で勤務した職員の号給数を４号給（給与表の職務の級が７級以上であるもの

にあっては、３号給）とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。 

（平成１８年３月３１日一部改正） 

５ ５５歳を超える職員の第３項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績

が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規

則で定める基準に従い決定するものとする。 

（平成１８年３月３１日一部改正） 

６ 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。 

（平成１８年３月３１日一部改正） 

７ 前３項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。 

（平成１８年３月３１日一部改正） 

８ 第４項から第６項までに規定する昇給の期間は、１月１日、４月１日、７月１日、１０月１日とす

る。ただし、職員に著しい功績等があった場合は、この限りでない。 

（再任用職員の給料月額） 

第７条の２ 法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規

程により採用された職員（以下｢再任用職員｣という。）の給料月額は、その者に適用される給料表の再

任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。 

２ 再任用短時間勤務職員の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、田

川地区斎場組合の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１３年条例第２号。以下｢勤務時間条例｣とい

う。）第３条第３項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第１項に規定する勤務時間で除し

て得た数（以下｢算出率｣という。）を乗じて得た額とする。 

 （給料の支給） 

第８条 給料の計算期間（以下「給与期間」という。）は、月の１日から末日までとし支給日を毎月２１

日（日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、２１日前において２１日に最も近い日曜日、土曜日又

は休日でない日）とする。ただし、特に必要があるときは、変更することができる。 

第９条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、隆給等により給料額に異動を生

じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。 

２ 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。 



22 

 

３ 職員が死亡したときは、その日まで給料を支給する。 

４ 第１項又は第２項の規定により給料を支給する場合であって給与期間初日から支給するとき以外の

とき又はその期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数を基

礎として日割によって計算する。 

（給与の減額） 

第１０条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第１０条に規定する国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）（勤務時間条例第１１

条第１項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員

にあたっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。）又は勤務時間条例第

１０条に規定する年末年始の休日（勤務時間条例第１１条第１項の規定により代休日を指定されて、

当該休日に割り振られた勤務期間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下 

「年末年始の休日」という。）である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の

特に承認があった場合を除き、その勤務しない１時間につき、第２５条に規定する勤務１時間当たり

の給与額を減額して給与を支給する。 

 （給与からの控除） 

第１１条 職員に給与を支給する際、給与から控除することができるものは、法律で定めるものを除き、

次の各号に掲げるとおりとする。 

（１） 田川地区斎場組合職員厚生会の規約により会費、入会金及び積立金その他当該事業に係る納入

金 

（２） 福岡県市町村職員共済組合の貯金及び貸付償還金 

（３） 九州労働金庫の預金及び貸付償還金 

（４） 財産形成貯蓄金 

（５） 個人型確定拠出年金掛金 

（給料の特別調整額） 

第１２条 管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定める職員に対して給料の特別調整額を支給

する。 

２ 前項の給料の特別調整額の月額は、当該職員の受ける給料月額の１００分の２３を越えない範囲内

において規則で定める。 

３ 給料の特別調整額の支給方法については、給料支給方法の例による。 

４ 第１項の規定により給料の特別調整額を支給する職員については、第１８条及び第１９条の規定は

適用しない。 

（扶養手当） 

第１３条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。 

２ 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けて

いるものを扶養親族とする。 

（１） 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。） 
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（２） 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子 

（３） 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある孫 

（４） 満６０歳以上の父母及び祖父母 

（５） 満２２歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある弟妹 

（６） 重度心身障害者 

３ 扶養手当の月額は、前項第１号及び第３号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族について

は１人につき６，５００円、同項第２号に該当する扶養親族（以下「扶養親族たる子」という。）につ

いては一人につき１０，０００円とする。 

（平成１７年１１月３０日一部改正）（平成１９年１２月１０日一部改正）（平成２８年１２月１日一部改正）） 

４ 扶養親族たる子のうちに満１５歳に達する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する日以後の最

初の３月３１日までの間（以下「特定期間」という。）にある子がいる場合における扶養手当の月額は、

前項の規定にかかわらず、５，０００円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を

同項の規定による額に加算した額とする。 

第１４条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が

生じた場合においては、その職員直ちにその旨を任命権者に届けなければならない。 

（１）新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合 

（２）扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合（扶養親族たる子又は前条第２項第３号若しくは第５号

に該当する扶養親族が、満２２歳に達した日以後の最初の３月３１日の経過により、扶養親族たる要件を欠

くに至った場合を除く。） 

２ 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった

日、職員に扶養親族で前項第１号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月

（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、扶養手当を受けている職員が離職

し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている

職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るもののすべてが扶養親族たる要件を欠くに至った場

合においてはその事実が生じた日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前

月）をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに

係る事実の生じた日から１５日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌

月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。 

３ 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じたた場合においては、その事実が生じた日の

属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）からその支給額を改定する。前項た

だし書の規定は、第１号または第３号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定に

ついて準用する。 

（１）扶養手当を受けている職員に更に第１項第１号に掲げる事実が生じた場合。 

（２）扶養手当を受けている職員の扶養親族で第１項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族

たる要件を欠くに至った場合。 

（３）職員の扶養親族たる子で第１項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかっ
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た者が特定期間にある子となった場合 

  （地域手当） 

第１５条 地域手当は、規則で定める地域に在勤する職員に対して、給料、扶養手当及び給料の特別調

整手当額の月額の合計額に１００分の２０を超えない範囲内において規則で定める割合を乗じて得た

額を支給する。   

  （住居手当） 

第１６条 自ら居住するため住宅（貸間を含む。）を借り受け、月額１６，０００円を超える家賃（使用

料を含む。以下同じ。）を支払っている職員（規則で定める職員を除く。）には、次の各号に掲げる職員の

区分に応じて、当該各号に掲げる額（その額に１００円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）に

相当する月額の住居手当を支給する。 

（１）月額２７，０００円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から１６，０００円を控除した

額 

（２）月額２７，０００円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から２７，０００円を控除し 

た額の２分の１（その控除した額の２分の１が１７，０００円を超えるときは、１７，０００円）を１１，００

０円に加算した額 

２ 前２項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

 （通勤手当） 

第１７条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。 

（１） 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は料

金（以下「運賃等」という。）を負担することを常例とする職員（第３号に掲げる職員を除く。） 

（２） 通勤のため自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの（以下「自動車等」という。）を使用

することを常例とする職員（次号に掲げる職員を除く。） 

（３） 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例

とする職員 

２ 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 

（１） 前項第１号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところより算出したその者の支

給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額（以下「運賃等相当額」という。）ただし、運賃等

相当額を支給単位期間の月数で除して得た額（以下「１箇月当たりの運賃相当額」という。）が５５，

０００円を超えるときは、支給単位期間につき、５５，０００円に支給単位期間の月数を乗じて得た

額（その者が２以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、１

箇月当たりの運賃等相当額の合計額が５５，０００円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給

単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５５，０００円に当該支給単位期間の月数を乗じて得

た額） 

（２） 前項第２号に掲げる職員 規則で定める額（再任用短時間勤務職員のうち、支給単位 

期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める
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割合を乗じて得た額を減じた額） 

（３） 前項第３号に掲げる職員 運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が５５，０００円を超え

るときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５５，０００

円に当該支給単位期間の月額を乗じて得た額 

３ 通勤手当は、支給単位期間（規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間）に係る最初の

月の規則で定める日に支給する。 

４ 通勤手当を支給される職員が、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に支給

単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。 

５ この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間として６箇月を超えない範

囲内で１箇月を単位として規則で定める期間（自動車等に係る通勤手当にあっては、１箇月）という。 

６ 前２項に規則するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給につい

て必要な事項は、規則で定める。 

 （時間外勤務手当） 

第１８条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務

した全時間に対して、勤務１時間につき、第２５条に規定する勤務１時間当たりの給与額に正規の勤

務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２５から１００分の１５０

までの範囲内で規則で定める場合（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合には、その

割合に１００分の２５を加算した割合）を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。 

（１） 正規の勤務時間が割り振られた日（第１９条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務

手当が支給されることとなる日を除く。）における勤務 

（２） 前号に掲げる勤務時間の勤務 

２ 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務

のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計額が田川地区斎場組合職

員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成１３年８月規則第４号)第３条に規定する勤務時間数

に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした

次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ１００分の１２５から１００分の１５０までの範囲内で規則

で定めた割合」とあるのは「１００分の１００」とする。 

 （休日勤務手当） 

第１９条 祝日法による休日等（勤務時間条例第４条第１項又は第５条の規定に基づき毎日曜日を週休

日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第１０条に規定する祝日法よるに休日

が勤務時間条例第５条及び第６条の規定に基づく週休日に当たるときは、その翌日（その日が休日に当

たるときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日）をいう。）及び年末年始の休日等において、

正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対し

て、勤務１時間につき、第２５条に規定する勤務１時間当たりの給与額に１００分の１２５から１０

０分の１５０までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これ

らの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。 
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（管理職員特別勤務手当） 

第２０条 管理又は監督の地位にある職員のうち、田川地区斎場組合職員の給与に関する条例施行規則

（平成３年規則第５号）第５条第１項の表に定める職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の

必要により勤務時間条例第４条第１項、第５条及び第６条の規定に基づく週休日又は祝日法による休

日等若しくは年末年始の休日等に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。 

２ 管理職員特別勤務手当の額は、前項の規定による勤務１回につき、１０，０００円を超えない範囲

内において規則で定める。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則に定める

勤務のあっては、それぞれの額に１００分の１５０を乗じて得た額とする。 

（期末手当） 

第２１条 期末手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条から第２２条までにおいてこれらの日を

「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に管理者が定

める日（次条及び第２３条においてこれらの日を「支給日」という。）に支給する。これらの基準日前

１か月以内に退職し又は死亡した職員についても、同様とする。 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に、６月に支給する場合には１００分の１２２．５を乗じて得た

額に、基準日以前６箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

⑴ ６箇月        １００分の１００ 

⑵ ５箇月以上６箇月未満 １００分の８０ 

⑶ ３箇月以上５箇月未満 １００分の６０ 

⑷ ３箇月未満      １００分の３０ 

３ 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００分の１２２．

５」とあるのは「１００分の６８．７５」とする。 

４ 第２項の期末手当基礎額は、それじれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又

は死亡した日現在）において職員が受けるべき給料（育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率

で除して得た額）及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。 

（平成１８年３月３１日一部改正） 

５ 給料表で、その職務の級が３級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定

する合計額に、給料の月額（育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額）及びこ

れに対する地域手当の月額の合計額に職制上の階段、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分

に応じて１００分の１５を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第２項

の期末手当基礎額とすることができる。 

（平成１８年３月一部改正） 

６ 第２項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。 

第２２条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第１項の規定に関わらず、当該各号の基準日に

係る期末手当（第４号に揚げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当）は、支給しない。 

⑴ 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第２９条第１項の規定による懲戒免
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職の処分を受けた職員 

⑵ 基準日から当該基準日に対する支給日の前日までの間に法第２８条第４項の規定により失職した

職員（法第１６条第１号に該当して失職した職員を除く。） 

⑶ 基準日前１カ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に禁固以上の刑

に処せられたもの 

第２３条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに

離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることが

できる。 

⑴ 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し

て、その者が起訴（当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法（昭和

２３年法律第１３１号）第６編に規定する略式手続によるものを除く。第３項において同じ。）をされ、その判

決が確定していない場合 

⑵ 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し

て、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき

その者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公

務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を

生ずると認めるとき。 

２ 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分（以下「一時差止処分」という。）を受けた

者は、行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第１４条又は第４５条に規定する期間が経過し

た後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、そ

の取消しを申し立てることができる。 

３ 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに

当該一時差止を取り消さなければならない。ただし、第３号に当該する場合において、一時差止処分

を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを

取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。 

⑴ 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上

の刑に処せられなかった場合⑴ 

⑵ 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき

公訴を提起しない処分があった場合 

⑶ 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることな

く当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から決算して１年を経過した場合 

４ 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の

支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。 

５ 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止

処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。 

６ 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める 
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（勤勉手当） 

第２４条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条においてこれらの日を「基準日」という。）

にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前

６箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に管理者が定める日

に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、

管理者が支給する勤勉手当の額の総額は、その者に属する前項の職員の勤勉手当基礎額に当該職員が

それぞれの基準日現在（退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又

は死亡した日現在。次項においても同じ。）において受けるべき扶養手当の月額に１００分の１００を乗じ

て得た額の総額。 

⑴ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職

員がそれぞれの基準日現在（退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項にお

いて同じ。）において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した

額に１００分の１０２．５を乗じて得た額の総額。 

⑵ 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基

礎額に、６月に支給する場合には１００分の４８．７５を乗じて得た額の総額。 

（平成１７年１１月３０日一部改正）（平成１８年３月３１日一部改正）（平成１９年１２月１０日一部改正）（平成２６年１２月

１日一部改正）(平成 2８年３月２日一部改正) （平成２８年１２月１日一部改正）（令和５年３月２８日一部改正）（令和５年１２

月１日一部改正） 

３ 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料（育児短時間勤務職

員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額）及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。 

（平成１８年３月３１日一部改正）（平成２８年１２月１日一部改正） 

４ 第２１条第４項の規定は、第２項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第

４項中「前項」とあるのは「第２４条第３項」と読み替えるものとする。 

５ 前２条の規定は、第１項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第２ 

２条中「前条第１項」とあるのは「第２４条第１項」と、同条第１号中「基準日から」とあるのは「基

準日（第２４条の第１項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。）から」と「支

給日」とあるのは「支給日（同項に規定する別に管理者が定める日をいう。以下この条及び次条にお

いて同じ。）」と読み替えるものとする。 

 （勤務１時間当たりの給与額の算出） 

第２５条 勤務１時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に１２

を乗じ、その額を１週間当たりの通勤時間に５２を乗じたものから毎年４月１日から翌年の３月３１

日までの間における勤務時間条例第１０条に規定する祝日法による休日（土曜日に当たる日を除く。）

及び年末年始の休日（日曜日又は土曜日に当たる日を除く。）の日数の合計に７時間４５分（再任用短

時間勤務職員にあっては、７時間４５分に算出率を乗じて得た時間）を乗じて得たものを減じたもの

で除して得た額とする。 
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（平成１８年３月３１日一部改正） 

 （休職者の給与） 

第２６条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤（地方公務員災害補償法（昭和４２

年法律第１２１号）第２条第２項及び同条第３項に規定する通勤をいう。）により負傷し、若しくは疾

病にかかり、法第２８条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職中、こ

れに給与の全額を支給する。 

２ 職員が結核性疾患にかかり、法第２８条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、

その休職期間が満２年に達するまでは、これに、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当

のそれぞれ１００分の８０を支給することができる。 

（平成１８年３月３１日一部改正） 

３ 職員が前２項以外の心身の故障により法第２８条第２項第１号に掲げる事由に該当して休職にされ

たときは、その休職の期間が１年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び

期末手当のそれぞれ１００分の８０を支給することができる。 

（平成１８年３月３１日一部改正） 

４ 職員が法第２８条第２号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中、これに給

料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ１００分の６０以内を支給することができる。 

（平成１８年３月３１日一部改正） 

５ 法第２８条第２項の規定により休職にされた職員には、前各項に定める給与を除くほか、他のいか

なる給与も支給しない。 

６ 職員が田川地区斎場組合職員の分限に関する手続き及び効果に関する条例（昭和２６年条例第６６

号）第３条に規定により休職にされたときは、その休職の期間中、いかなる給与も支給しない。 

７ 第２項又は第３項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で第２１条第１項に規定する基準日

前１か月以内に退職し又は死亡したときは、同項の規定により別に管理者が定める日に、当該各項の

例による額の期末手当を支給することができる。 

８ 前項に規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第２２条２及び第２３条の規定を準

用する。この場合において、第２２条中「前項第１項」とあるのは、「第２６条第７項」と読み替える

ものとする。 

(再任用職員についての適用除外) 

第２７条 第１３条、第１４条、第１５条、第１６条の規定は、再任用職員には適用しない。 

 (給与等の調整) 

第２８条 任命権者は、任用の事情等を考慮して規則で定める職員の給与に関する事項について、この条

例の規定によることが困難であると認める場合には、予算の範囲内において、管理者と協議して定め

ることができる。 

第２条 田川地区斎場組合職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第２１条第２項中「１００分の１２５」を「１００分の１２７．５」に改める。 

  第２５条中「乗じたもの」の次に「から毎年４月１日から翌年の３月３１日までの間
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における勤務時間条例第１０条に規定する祝日法による休日（土曜日に当たる日を除

く。）及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に７時間

４５分（再任用短時間勤務職員にあっては、７時間４５分に算出率を乗じて得た時間）

を乗じて得たものを減じたもの」を加える。 

（田川地区斎場組合会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例の一部

改正） 

第３条 田川地区斎場組合会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例（令

和元年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

附則に次の１項を加える。 

（令和２年１２月に支給する期末手当に関する特例） 

３ 令和２年１２月に支給する期末手当について第１３条第２項の規定に基づき給与条

例第１７条第２項に規定する方法により算定する場合については、同項中「１００分

の１２５」とあるのは、「１００分の１３０」とする。 

（規則への委任） 

第２９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則  （平成１３年１２月２５日条例第７号） 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の田川地区斎場組合職員に関する条例（以下「改正後の条例」という。）の規

定は、平成１３年４月１日から適用する。 

（期末手当に関する特例） 

３ 平成１３年度限り、改正後の条例第２１条第２項の適用については、同項中「１００分の５５」と

あるのは、「１００分の５０」と、「１００分の１５５」とあるのは「１００分の１６０」とする。 

４ 前項の規定により平成１３年３月に支給されることとなる期末手当の額が第１号に掲げる額から第

２号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、

前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額とする。 

⑴ 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の条例第２１条第２項の規定により平成

１４年３月に支給されることとなる期末手当の額 

⑵ 平成１３年１２月に支給された期末手当の額に１６０分の５を乗じて得た額 

５ 平成１３年１２月２日以降に新たに改正後の条例規定の適用を受けることとなった職員については、

第３項及び第４項の規定は適用しない。 

（給与の内払） 

６ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の田川地区斎場組合職員の給与に関する条

例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 
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（委任） 

７ 附則第３項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。 

    附 則 

１ この条例は、平成１５年１月１日から施行する。ただし、第２条及び附則第２項から第４項までの

規定は、平成１５年４月１日から施行する。 

（平成１５年６月に支給する期末手当に関する経過措置） 

２ 平成１５年６月に支給する期末手当に関する第２条の規定による改正後の田川地区斎場組合職員の

給与額に関する条例第２１条第２項の規定の適用については、同項各号例記以外の部分中「６箇月以

内」とあるのは「３箇月以内」と、同項第１号中「６箇月」とあるのは「３箇月」と、同項第２号中

「５箇月以上６箇月未満」とあるのは「２箇月１５日以上３箇月未満」と、同項第３号中「３箇月以

上５箇月未満」とあるのは「１箇月１５日未満」とする。 

（田川地区斎場組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正等） 

３ 田川地区斎場組合職員の育児休業等に関する条例（平成１３年条例第３号）の一部を次のように改

正する。 

第６条第１項中「３箇月以内（基準日が１２月１日であるときは、６箇月以内）」を「６箇月以内」

改める。 

４ 平成１５年６月１日に育児休業をしている職員の同日に係る期末手当に関する前項の規定による改

正後の田川地区斎場組合職員の育児休業に関する条例第６条第１項の規定の適用については、「６箇月

以内」とあるのは、「３箇月以内」とする。 

５ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。 

    附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１５年１２月１日から施行する。ただし、第３条、第６条及び第８条の規定は、

平成１６年４月１日から施行する。 

（最高給料月額を超える給料月額の切替え等） 

２ 平成１５年１２月１日（以下「施行日」という。）の前日において、職務の級における最高の給料月

額又は給料月額を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを

受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が決める。 

（平成１５年１２月に支給する期末手当に関する特例配置） 

３ 平成１５年１２月に支給する期末手当の額は、第１条の規定による改正後の田川地区斎場組合職員

の給与に関する条例第２１条第２項及び第３項から第５項まで又は第２６条第１項から第３項まで若

しくは第７項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額（以下この項におい

て「基準額」という。）から次に掲げる額の合計額（規則で定める職員にあたっては、第１号に掲げる

額。以下この頃において、「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、

調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 

（１） 平成１５年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に新たに職員となった者（同年４
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月１日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。））にあっては、新たに

職員となった日（当該日が２日以上あるときは、当該日のうち規則で定める日）において職員が受け

るべき給料、給料の特別調整額、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に１０

０分の１．０７を乗じて得た額に、同年４月から施行日の属する月の前月まで月数（同年４月１日施

行日の前日までの期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を

減じた月数）を乗じて得た額 

⑵ 平成１５年６月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に１００分の１．０７を乗じて得た額 

４ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は管理者が定める。 

附 則（平成１６年８月条例第１号） 

この条例は、平成１６年８月１日から施行する。 

    附 則（平成１７年１２月条例第１号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年１２月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、平成１８年４月１日か

ら施行する。 

 （最高給料月額を超える給料月額の切替え等） 

２ 平成１７年１２月１日（以下「施行日」という。）の前日において、職務の級における最高の給料月

額又は最高の給料月額を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額及びこ

れらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が決める。 

 （平成１７年１２月に支給する期末手当に関する特例措置） 

３ 平成１７年１２月に支給する期末手当の額は、第１条の規定による改正後の田川地区斎場組合職員の

給与に関する条例第２１条第２項及び第３項から第５項まで又は第２６条第１項から第３項まで若し

くは第７項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額（以下この項において「基

準額」という。）からつぎに掲げる額の合計額（規則で定める職員にあたっては、第１号に掲げる額。

以下この項において「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額

が基準額以上となる場合は、期末手当は、支給しない。 

（１）平成１７年４月１日（同月２日から１２月１日までの間に新たに職員となった者（同年４月１日に

在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。）にあっては、新たに職員となっ

た日（当該日が２以上あるときは、当該日のうち規則で定める日））において職員が受けるべき給料、

給料の特別調整額、扶養手当、調整手当、及び住居手当の月額の合計に１００分の０．３６を乗じて得

た額に、同年４月から施行日の属する月の前月までの月数（同年４月１日から施行日の前日までの期間

において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあ

っては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数）を乗じて得た額。 

（２）平成１７年６月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に１００分の０．３６を乗じて得た額。 

（委任） 

４ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。  

附 則(平成２０年２月条例第１号) 
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１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は平成２０年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の田川地区斎場組合職員の給与に関する条例(以下｢改正後の条例｣とい

う。)の規定は、平成１９年４月１日から適用する。ただし、改正後の給与条例第２４条第２項の規定

は、平成１９年１２月１日から適用する。 

(給与の内払) 

３ 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の田川地区斎場組合職員の給与に関する

条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 (委任) 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が定める。 

 附 則(平成２１年５月条例第１号) 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ 平成２１年６月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第２０条第２項及び２３条第２項の規定

の運用については、第２０条第２項中「１００分の１４０」とあるのは「１００分の１２５」と、第２

３条第２項中「１００分の７５」とあるのは「１００分の７０」とする。 

 附 則(平成２１年１１月条例第１号) 

（施行期日） 

第１条  この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）

から施行する。ただし、第２条の規定は、平成２２年４月１日から施行する。 

  （平成２１年１２月に支給する期末手当に関する特例措置） 

第２条 平成２１年１２月に支給する期末手当の額は、改正後の田川地区斎場組合職員の給与に関する条

例第２０条第２項及び第３項から第５項まで又は第２５条第１項から第３項まで若しくは第７項

の規定に関わらず、これらの規定により算定される期末手当の額（以下この条において｢基準額｣

という。）から次に掲げる額の合計額（以下この条において｢調整額｣という。）に相当する額を減じ

た額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 

⑴ 平成２１年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に職員以外の者又は職員であって適用

される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲

げるものである者からこれらの職員以外の職員（以下この条において｢減額改定対象職員｣という。）

となった者（同年４月１日に減額改定職員であった者で任用事情を考慮して規則で定めるものを除

く。）にあっては、その減額改定対象職員となった日（当該日が２以上あるときは、当該日のうち規

則で定める日））において減額改定対象職員が受けるべき給料、給料の特別調整額、扶養手当及び住

居手当の月額の合計額に１００分の０．２４を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月ま

での月数（同年４月１日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給さ

れなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員に

あっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数）を乗じて得た額 

 

 



34 

 

   

 

 

 

 

 

（２）平成２１年６月１日において減額改定対象職員であった者（任用の事情を考慮して規則で定める

ものを除く。）に当月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に１００分の０．２４を乗じて得

た額 

 （規則への委任） 

第３条 前２条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

  附 則(平成２３年３月条例第１号) 

附則第２項を次のように改める。 

２ 当分の間、職員（行政職給料表の適用を受ける職員（再任用職員を除く。）のうち、その職務の級が

６級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項

及び次項において「特定職員」という。）に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員

が５５歳に達した日後における最初の４月１日（特定職員以外の者が５５歳に達した日後における最初

の４月１日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日）以後、次の各号に掲げる給与

の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる 

 (1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に１００分の１．５を乗じて得た額（当該特定職員の給料月

額に１００分の９８．５を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の

給料月額に達しない場合（以下この項、附則第４項及び第５項において「最低号給に達しない場合」

という。）にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の

号給の給料月額を減じた額（以下この項及び附則第４項において「給料月額減額基礎額」という。）） 

 (2) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額（第２０条第４項

の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項に規定する１００分の１５を超え

ない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額）に、当該特定職員に支給される期末

手当に係る同条第２項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給

される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、１００分の１．５を乗じて得た額

（最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき

給料月額減額基礎額（同条第５項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項

に規定する１００分の１５を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額）に、

当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第２項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて

得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額） 

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額（第２３条第４

項において準用する第２０条第４項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当該額に同項

給料表 職務の級 号給 

行政職給料表 １級 １号給から５６号給まで 

２級 １号給から２４号給まで 

３級 １号給から８号給まで 
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に規定する１００分の１５を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則

第５項において｢勤勉手当減額対象額｣という。）に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第２

３条第２項前段に規定する割合を乗じて得た額に１００分の１．５を乗じて得た額（最低号給に達し

ない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額

（同条第３項において準用する第２３条第４項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該額に、当

該額に同項に規定する１００分の１５を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算

した額。附則第５項において｢勤勉手当減額基礎額｣という。）に、当該特定職員に支給される勤勉手

当に係る第２３条第２項前段に規定する割合を乗じて得た額） 

(4) 第２５条第１項から第５項まで又は第８項の規定により支給される給与 当該特定職員に適用さ

れる次に掲げる規定に区分に応じ、それぞれ次に定める額 

 ア 第２５条第１項 前各号に定める額 

 イ 第２５条第２項又は第３項 第１号及び第２号に定める額に１００分の８０を乗じて得た額 

 ウ 第２５条第４項 第１号及び第２号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される

給与に係る割合を乗じて得た額 

 エ 第２５条第７項 第２号に定める額に１００分の８０を乗じて得た額 

附則に次の３項を加える。 

３ 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における

同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。 

４ 附則第２項の規定により給与が減ぜられて支給される職員について第８条及び第１５条に規定する

勤務１時間当たりの給与額は、第２０条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、

給料月額に１２を乗じ、その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額に１００

分の１．５を乗じて得た額（最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に１２を乗じ、

その額を１週間当たりの勤務時間に５２を乗じたもので除して得た額）に相当する額を減じた額とする。 

５ 附則第２項の規定が適用される間、第２３条第２項に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の

規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第２項の規定により給与が減ぜられて支給される

ものの勤務手当減額対象額に１００分の０．９７５を乗じて得た額（最低号給に達しない場合にあって

は、勤勉手当減額基礎額に１００分の６５を乗じて得た額）の総額に相当する額を減じた額とする。 

    附 則(平成２３年３月条例第１号) 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日（公布の日が月の初日であるときは、その日）か

ら施行する。ただし、第３条、第７条、第１０条及び第１３条の規定は、平成２３年４月１日から施行

する。 

 （平成２２年１２月に支給する期末手当に関する特別設置） 

第２条 平成２２年１２月に支給する期末手当の額は、第１条の規程による改正後の田川市職員の給与に

関する条例（次条において｢改正後の給与条例｣という。）第２０条第２項及び第３項から第５項まで又

は第２５条第１項から第３項まで、第７項若しくは附則第２項の規定にかかわらず、これらの規定によ
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り算定される期末手当の額（以下この条において「基準額」という。）から次に掲げる額の合計額（以

下この条において「調整額」という。）に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が

基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。 

 (1) 平成２２年４月１日（同月２日から同年１２月１日までの間に職員以外の者又は職員であって適

用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に

掲げるものであるもの（改正後の給与条例附則第２項の規定が施行されていたとした場合においても

同項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員（以下この条において「減

額改定対象職員」という。）となったもの（平成２２年４月１日に減額改定対象職員であった者で任

用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。）にあっては、その減額改定対象職員となった日（当

該日が２以上あるときは、当該日のうち規則で定める日））において減額改定対象職員が受けるべき

給料、給料の特別調整額、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に１００分の０．２８を乗じて得た

額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数（同年４月１日から施行日の前日までの期間にお

いて、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期

間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める

月数を減じた月数）を乗じて得た額 

 

給料表 職務の級 号給 

行政職給料表 １級 １号給から９３号給まで 

２級 １号給から６４号給まで 

３級 １号給から４８号給まで 

４級 １号給から３２号給まで 

５級 １号給から２４号給まで 

６級 １号給から１６号給まで 

 (2) 平成２２年６月１日おいて減額改正対象職員であった者（任用の事情を考慮して規則で定める者

を除く。）に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に１００分の０．２８を乗じて得た額。 

 （平成２２年４月１日前に５５歳に達した職員に関する読替え） 

第３条 平成２２年４月１日前に５５歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第２項の規定の適

用については、同項中「当該特定職員が５５歳に達した日後における最初の４月１日」とあるのは「田

川地区斎場組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成２２年条例第１号）の施行の日」

と、「５５歳に達した日後における最初の４月１日後」とあるのは「同日後」とする。 

 （規則への委任） 

第４条 前３条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （田川地区斎場組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第５条 田川地区斎場組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１３年条例２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  附則に次の１項を加える。 
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  （田川地区斎場組合職員の給与に関する条例附則第２項の規定により給与が減ぜられて支給される職

員に関する読替え） 

 ２ 田川地区斎場組合職員の給与に関する条例附則第２項の規定により給与が減ぜられて支給される

職員に対する第１６条第３項の規定の適用については、同項中「第２５条」とあるのは、「附則第

４項」とする。 

（2）前号に掲げる職員以外の職員 100 分の 99.83 

（2）前号に掲げる職員以外の職員 100 分の 99.83 

  附 則(令和３年２月条例第１号) 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条の規定は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の田川地区斎場組合職員の給与に関する条例第２７条の規定は、令和２年

４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（給料の切替えに伴う経過措置） 

第６条 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日

において受けていた給料月額（田川地区斎場組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平

成 21 年条例第 1 号。第 1 号において「平成 21 年改正条例」という。）の施行の日において次の各号

に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その

額に 1 円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。）に達しないこととなるもの（規則で

定める職員を除く。）には、給料月額のほか、その差額に相当する額（給与条例附則第 6 項の規定によ

り給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に 100 分の 98.5 を乗じて得た額）を給料とし

て支給する。 

（1）平成 21 年改正条例附則第 2 条第 1 号に規定する減額改正対象職員 100 分の 99.59 
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別表１（第５条関係） 

行 政 職 給 料 表 

 

職員の区分 職務の

級 

１級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定年前再任

用短時間勤

務職員以外

の職員 

 

1 

2 

3 

4 

 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

 

13 

14 

15 

16 

 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

     円 

１６２，１００ 

１６３，２００ 

１６４，４００ 

１６５，５００ 

 

１６６，６００ 

１６７，７００ 

１６８，８００ 

１６９，９００ 

 

１７０，９００ 

１７２，３００ 

１７３，６００ 

１７４，９００ 

 

１７６，１００ 

１７７，６００ 

１７９，１００ 

１８０，７００ 

 

１８１，８００ 

１８３，２００ 

１８４，６００ 

１８６，０００ 

 

１８７，３００ 

１８９，６００ 

１９１，８００ 

１９４，０００ 

     円 

２０８，０００ 

２０９，７００ 

２１１，４００ 

２１２，９００ 

 

２１４，４００ 

２１６，２００ 

２１７，９００ 

２１９，６００ 

 

２２１，１００ 

２２２，６００ 

２２４，１００ 

２２５，６００ 

 

２２６，８００ 

２２８，２００ 

２２９，６００ 

２３１，０００ 

 

２３２，４００ 

２３４，０００ 

２３５，５００ 

２３６，９００ 

 

２３８，１００ 

２３９，７００ 

２４１，２００ 

２４２，６００ 

     円 

２４０，９００ 

２４２，４００ 

２４３，８００ 

２４５，２００ 

 

２４６，４００ 

２４８，０００ 

２４９，５００ 

２５０，９００ 

 

２５２，０００ 

２５３，４００ 

２５４，９００ 

２５６，２００ 

 

２５７，５００ 

２５８，７００ 

２５９，９００ 

２６１，１００ 

 

２６２，３００ 

２６３，６００ 

２６４，９００ 

２６６，２００ 

 

２６７，６００ 

２６９，１００ 

２７０，７００ 

２７２，２００ 

     円 

２７１，６００ 

２７３，２００ 

２７４，７００ 

２７６，３００ 

 

２７７，８００ 

２７９，５００ 

２８１，３００ 

２８３，１００ 

 

２８４，８００ 

２８６，７００ 

２８８，５００ 

２９０，３００ 

 

２９２，１００ 

２９３，７００ 

２９５，１００ 

２９６，５００ 

 

２９８，０００ 

３００，０００ 

３０２，０００ 

３０３，８００ 

 

３０５，５００ 

３０７，４００ 

３０９，３００ 

３１１，１００ 

    円 

２９５，４００ 

２９７，５００ 

２９９，５００ 

３０１，４００ 

 

３０３，２００ 

３０５，０００ 

３０６，６００ 

３０８，２００ 

 

３０９，８００ 

３１２，０００ 

３１４，２００ 

３１６，２００ 

 

３１８，２００ 

３２０，２００ 

３２２，１００ 

３２４，０００ 

 

３２５，９００ 

３２７，９００ 

３２９，８００ 

３３１，７００ 

 

３３３，４００ 

３３５，４００ 

３３７，４００ 

３３９，３００ 

     円 

３２３，１００ 

３２５，３００ 

３２７，５００ 

３２９，５００ 

 

３３１，５００ 

３３３，５００ 

３３５，４００ 

３３７，３００ 

 

３３９，２００ 

３４１，２００ 

３４３，２００ 

３４５，２００ 

 

３４７，０００ 

３４９，０００ 

３５０，９００ 

３５２，８００ 

 

３５４，５００ 

３５６，５００ 

３５８，３００ 

３６０，２００ 

 

３６２，１００ 

３６４，０００ 

３６５，９００ 

３６７，８００ 

     円 

３６５，５００ 

３６８，１００ 

３７０，５００ 

３７２，９００ 

 

３７４，８００ 

３７７，３００ 

３７９，６００ 

３８２，１００ 

 

３８４，５００ 

３８７，１００ 

３８９，７００ 

３９２，３００ 

 

３９４，６００ 

３９６，９００ 

３９９，１００ 

４０１，４００ 

 

４０３，２００ 

４０５，１００ 

４０７，０００ 

４０８，８００ 

 

４１０，６００ 

４１２，４００ 

４１４，２００ 

４１６，０００ 
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25 

26 

27 

28 

 

29 

30 

31 

32 

 

33 

34 

35 

36 

 

37 

38 

39 

40 

 

41 

42 

43 

44 

 

45 

46 

47 

48 

 

49 

50 

51 

52 

 

 

１９６，２００ 

１９７，９００ 

１９９，４００ 

２００，９００ 

 

２０２，４００ 

２０３，８００ 

２０５，２００ 

２０６，６００ 

 

２０８，０００ 

２０９，３００ 

２１０，６００ 

２１１，９００ 

 

２１３，２００ 

２１４，４００ 

２１５，６００ 

２１６，７００ 

 

２１７，８００ 

２１８，９００ 

２１９，９００ 

２２０，９００ 

 

２２１，８００ 

２２２，７００ 

２２３，６００ 

２２４，５００ 

 

２２５，４００ 

２２６，３００ 

２２７，２００ 

２２８，１００ 

 

 

２４３，６００ 

２４５，１００ 

２４６，４００ 

２４７，６００ 

 

２４８，７００ 

２４９，７００ 

２５０，６００ 

２５１，５００ 

 

２５２，４００ 

２５３，３００ 

２５４，１００ 

２５４，９００ 

 

２５５，６００ 

２５６，７００ 

２５７，９００ 

２５９，０００ 

 

２６０，２００ 

２６１，４００ 

２６２，５００ 

２６３，６００ 

 

２６４，７００ 

２６５，８００ 

２６６，９００ 

２６７，９００ 

 

２６８，９００ 

２６９，９００ 

２７０，９００ 

２７１，８００ 

 

 

２７３，８００ 

２７５，５００ 

２７７，１００ 

２７８，７００ 

 

２８０，３００ 

２８１，８００ 

２８３，３００ 

２８４，８００ 

 

２８５，９００ 

２８７，５００ 

２８９，０００ 

２９０，５００ 

 

２９１，９００ 

２９３，５００ 

２９５，１００ 

２９６，７００ 

 

２９８，２００ 

２９９，８００ 

３０１，３００ 

３０２，８００ 

 

３０４，４００ 

３０６，０００ 

３０７，６００ 

３０９，１００ 

 

３１０，０００ 

３１１，５００ 

３１３，０００ 

３１４，６００ 

 

 

３１２，８００ 

３１４，８００ 

３１６，８００ 

３１８，７００ 

 

３２０，４００ 

３２２，４００ 

３２４，４００ 

３２６，４００ 

 

３２７，６００ 

３２９，６００ 

３３１，５００ 

３３３，５００ 

 

３３５，４００ 

３３７，３００ 

３３９，２００ 

３４１，１００ 

 

３４２，９００ 

３４４，８００ 

３４６，６００ 

３４８，４００ 

 

３４９，９００ 

３５１，３００ 

３５２，７００ 

３５４，２００ 

 

３５５，７００ 

３５６，５００ 

３５７，５００ 

３５８，５００ 

 

 

３４０，７００ 

３４２，６００ 

３４４，５００ 

３４６，４００ 

 

３４８，０００ 

３４９，９００ 

３５１，７００ 

３５３，５００ 

 

３５５，３００ 

３５７，１００ 

３５８，８００ 

３６０，５００ 

 

３６１，９００ 

３６３，２００ 

３６４，５００ 

３６５，９００ 

 

３６７，０００ 

３６７，９００ 

３６８，９００ 

３７０，０００ 

 

３７０，８００ 

３７１，７００ 

３７２，６００ 

３７３，４００ 

 

３７４，２００ 

３７５，０００ 

３７５，８００ 

３７６，５００ 

 

 

３６９，７００ 

３７１，６００ 

３７３，５００ 

３７５，４００ 

 

３７６，９００ 

３７８，７００ 

３８０，５００ 

３８２，１００ 

 

３８３，８００ 

３８５，２００ 

３８６，６００ 

３８８，０００ 

 

３８９，４００ 

３９０，６００ 

３９１，８００ 

３９２，８００ 

 

３９３，９００ 

３９５，１００ 

３９６，２００ 

３９７，３００ 

 

３９８，０００ 

３９８，７００ 

３９９，４００ 

４００，１００ 

 

４００，７００ 

４０１，３００ 

４０１，８００ 

４０２，２００ 

 

 

４１７，６００ 

４１９，１００ 

４２０，６００ 

４２２，１００ 

 

４２３，６００ 

４２４，９００ 

４２６，２００ 

４２７，４００ 

 

４２８，６００ 

４２９，９００ 

４３１，２００ 

４３２，４００ 

 

４３３，６００ 

４３４，０００ 

４３５，２００ 

４３６，０００ 

 

４３６，６００ 

４３７，３００ 

４３８，０００ 

４３８，７００ 

 

４３９，５００ 

４４０，３００ 

４４０，７００ 

４４１，４００ 

 

４４１，９００ 

４４２，３００ 

４４２，７００ 

４４３，１００ 
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53 

54 

55 

56 

 

57 

58 

59 

60 

 

61 

62 

63 

64 

 

65 

66 

67 

68 

 

69 

70 

71 

72 

 

73 

74 

75 

76 

 

77 

78 

79 

80 

 

81 

２２８，９００ 

２２９，８００ 

２３０，７００ 

２３１，５００ 

 

２３１，８００ 

２３２，６００ 

２３３，３００ 

２３３，９００ 

 

２３４，５００ 

２３５，２００ 

２３５，８００ 

２３６，３００ 

 

２３６，８００ 

２３７，３００ 

２３７，８００ 

２３８，４００ 

 

２３８，９００ 

２３９，４００ 

２３９，９００ 

２４０，４００ 

 

２４０，９００ 

２４１，４００ 

２４１，８００ 

２４２，３００ 

 

２４２，８００ 

２４３，３００ 

２４３，８００ 

２４４，３００ 

 

２４４，７００ 

２７２，７００ 

２７３，６００ 

２７４，５００ 

２７５，４００ 

 

２７６，３００ 

２７７，２００ 

２７８，１００ 

２７９，０００ 

 

２８０，０００ 

２８１，０００ 

２８１，９００ 

２８２，８００ 

 

２８３，３００ 

２８４，０００ 

２８４，７００ 

２８５，６００ 

 

２８６，６００ 

２８７，４００ 

２８８，２００ 

２８９，０００ 

 

２８９，７００ 

２９０，２００ 

２９０，６００ 

２９１，０００ 

 

２９１，２００ 

２９１，５００ 

２９１，７００ 

２９２，０００ 

 

２９２，２００ 

３１６，２００ 

３１７，８００ 

３１９，３００ 

３２０，８００ 

 

３２２，２００ 

３２３，４００ 

３２４，５００ 

３２５，６００ 

 

３２６，３００ 

３２７，２００ 

３２８，０００ 

３２８，８００ 

 

３２９，６００ 

３３０，０００ 

３３０，６００ 

３３１，３００ 

 

３３２，１００ 

３３２，８００ 

３３３，５００ 

３３４，１００ 

 

３３４，６００ 

３３５，２００ 

３３５，７００ 

３３６，３００ 

 

３３６，６００ 

３３７，１００ 

３３７，５００ 

３３７，９００ 

 

３３８，３００ 

３５９，４００ 

３６０，５００ 

３６１，４００ 

３６２，４００ 

 

３６３，３００ 

３６４，０００ 

３６４，７００ 

３６５，３００ 

 

３６５，７００ 

３６６，３００ 

３６７，０００ 

３６７，７００ 

 

３６８，０００ 

３６８，７００ 

３６９，４００ 

３７０，０００ 

 

３７０，３００ 

３７０，９００ 

３７１，６００ 

３７２，２００ 

 

３７２，５００ 

３７３，１００ 

３７３，８００ 

３７４，４００ 

 

３７４，８００ 

３７５，３００ 

３７５，９００ 

３７６，４００ 

 

３７６，９００ 

３７７，２００ 

３７７，９００ 

３７８，６００ 

３７９，３００ 

 

３７９，８００ 

３８０，４００ 

３８１，０００ 

３８１，７００ 

 

３８２，１００ 

３８２，８００ 

３８３，４００ 

３８４，０００ 

 

３８４，４００ 

３８５，０００ 

３８５，６００ 

３８６，２００ 

 

３８６，６００ 

３８７，１００ 

３８７，６００ 

３８８，２００ 

 

３８８，５００ 

３８８，９００ 

３８９，３００ 

３８９，７００ 

 

３９０，０００ 

３９０，３００ 

３９０，６００ 

３９０，８００ 

 

３９１，０００ 

４０２，６００ 

４０２，９００ 

４０３，２００ 

４０３，５００ 

 

４０３，８００ 

４０４，１００ 

４０４，４００ 

４０４，７００ 

 

４０５，０００ 

４０５，３００ 

４０５，６００ 

４０５，９００ 

 

４０６，２００ 

４０６，５００ 

４０６，８００ 

４０７，１００ 

 

４０７，３００ 

４０７，６００ 

４０７，９００ 

４０８，１００ 

 

４０８，３００ 

４０８，６００ 

４０８，９００ 

４０９，１００ 

 

４０９，３００ 

４０９，６００ 

４０９，９００ 

４１０，１００ 

 

４１０，３００ 

４４３，５００ 

４４３，９００ 

４４４，３００ 

４４４，６００ 

 

４４４，９００ 

４４５，３００ 

４４５，６００ 

４４５，９００ 

 

４４６，２００ 
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82 

83 

84 

 

85 

86 

87 

88 

 

89 

90 

91 

92 

 

93 

94 

95 

96 

 

97 

98 

99 

100 

 

101 

102 

103 

104 

 

105 

106 

107 

108 

 

109 

110 

２４５，２００ 

２４５，６００ 

２４６，０００ 

 

２４６，４００ 

２４６，８００ 

２４７，２００ 

２４７，６００ 

 

２４８，０００ 

２４８，５００ 

２４８，８００ 

２４９，１００ 

 

２４９，４００ 

 

 

２９２，４００ 

２９２，７００ 

２９２，９００ 

 

２９３，２００ 

２９３，５００ 

２９３，８００ 

２９４，１００ 

 

２９４，４００ 

２９４，８００ 

２９５，１００ 

２９５，５００ 

 

２９５，７００ 

２９５，９００ 

２９６，２００ 

２９６，６００ 

 

２９６，８００ 

２９７，１００ 

２９７，５００ 

２９７，９００ 

 

２９８，１００ 

２９８，４００ 

２９８，８００ 

２９９，１００ 

 

２９９，３００ 

２９９，６００ 

３００，０００ 

３００，３００ 

 

３００，５００ 

３００，９００ 

３３８，８００ 

３３９，３００ 

３３９，８００ 

 

３４０，１００ 

３４０，５００ 

３４１，０００ 

３４１，４００ 

 

３４１，７００ 

３４２，１００ 

３４２，６００ 

３４３，０００ 

 

３４３，２００ 

３４３，６００ 

３４４，１００ 

３４４，５００ 

 

３４４，７００ 

３４５，１００ 

３４５，５００ 

３４５，８００ 

 

３４６，１００ 

３４６，５００ 

３４６，９００ 

３４７，３００ 

 

３４７，８００ 

３４８，２００ 

３４８，６００ 

３４９，０００ 

 

３４９，５００ 

３４９，９００ 

３７７，５００ 

３７８，０００ 

３７８，３００ 

 

３７８，７００ 

３７９，２００ 

３７９，６００ 

３８０，０００ 

 

３８０，４００ 

３８０，９００ 

３８１，３００ 

３８１，７００ 

 

３８２，０００ 

３８２，４００ 

３８２，７００ 

３８３，０００ 

 

３８３，３００ 

３８３，７００ 

３８４，０００ 

 

３９１，３００ 

３９１，６００ 

３９１，８００ 

 

３９２，０００ 

３９２，３００ 

３９２，６００ 

３９２，８００ 

 

３９３，０００ 

３９３，３００ 

３９３，６００ 

３９３，８００ 

 

３９４，０００ 

３９４，３００ 

３９４，６００ 

３９４，８００ 

 

３９５，０００ 

３９５，３００ 

３９５，６００ 

３９５，８００ 

 

３９６，０００ 

３９６，３００ 

３９６，６００ 

３９６，８００ 

 

３９７，０００ 

 

４１０，６００ 

４１０，９００ 

４１１，１００ 

 

４１１，３００ 

４１１，６００ 

４１１，９００ 

４１２，１００ 

 

４１２，３００ 
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111 

112 

 

113 

114 

115 

116 

 

117 

118 

119 

120 

 

121 

122 

123 

124 

 

125 

 

３０１，３００ 

３０１，６００ 

 

３０１，８００ 

３０２，０００ 

３０２，３００ 

３０２，７００ 

 

３０２，９００ 

３０３，１００ 

３０３，４００ 

３０３，７００ 

 

３０４，１００ 

３０４，３００ 

３０４，６００ 

３０４，９００ 

 

３０５，２００ 

 

３５０，２００ 

３５０，５００ 

 

３５１，０００ 

 

定年前再任

用短時間勤

務職員 

 基準給料月額 

     円 

１８８，７００ 

基準給料月額 

     円    

２１６，２００ 

基準給料月額 

     円     

２５６，２００ 

基準給料月額 

    円     

２７５，６００ 

基準給料月額 

    円      

２９０，７００ 

基準給料月額 

    円      

３１６，２００ 

基準給料月額 

     円       

３５８，０００ 

備考  この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。 

 

 

職 務 の 級 の 切 替 表 

棒   給   表 旧    表 新    表 

行 政 職 給 料 表 

１    級 
１    級 

２    級 

３    級 ２    級 

４    級 
３    級 

５    級 

６    級 ４    級 

７    級 ５    級 

８    級 ６    級 
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附則別表第２ 

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給 

旧号給 旧給 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 

１ 

３月未満   1 1 5 1 1 1 

３月以上６月未満   2 1 6 1 1 1 

６月以上９月未満   3 1 7 1 1 1 

９月以上１２月未満   4 1 8 1 1 1 

１２月以上   5 1 9 1 1 1 

２ 

３月未満 1 25 5 1 9 1 1 1 

３月以上６月未満 2 26 6 2 10 1 1 1 

６月以上９月未満 3 27 7 3 11 1 1 1 

９月以上１２月未満 4 28 8 4 12 1 1 1 

１２月以上 5 29 9 5 13 1 1 1 

３ 

３月未満 5 29 9 5 13 1 1 1 

３月以上６月未満 6 30 10 6 14 2 1 1 

６月以上９月未満 7 31 11 7 15 3 1 1 

９月以上１２月未満 8 32 12 8 16 4 1 1 

１２月以上 9 33 13 9 17 5 1 1 

４ 

３月未満 9 33 13 9 17 5 1 1 

３月以上６月未満 10 34 14 10 18 6 2 1 

６月以上９月未満 11 35 15 11 19 7 3 1 

９月以上１２月未満 12 36 16 12 20 8 4 1 

１２月以上 13 37 17 13 21 9 5 1 

５ 

３月未満 13 37 17 13 21 9 5 1 

３月以上６月未満 14 38 18 14 22 10 6 2 

６月以上９月未満 15 39 19 15 23 11 7 3 

９月以上１２月未満 16 40 20 16 24 12 8 4 

１２月以上 17 41 21 17 25 13 9 5 

６ 

３月未満 17 41 21 17 25 13 9 5 

３月以上６月未満 18 42 22 18 26 14 10 6 

６月以上９月未満 19 43 23 19 27 15 11 7 

９月以上１２月未満 20 44 24 20 28 16 12 8 

１２月以上 21 45 25 21 29 17 13 9 

７ 

３月未満 21 45 25 21 29 17 13 9 

３月以上６月未満 22 46 26 22 30 18 14 10 

６月以上９月未満 23 47 27 23 31 19 15 11 

９月以上１２月未満 24 48 28 24 32 20 16 12 

１２月以上 25 49 29 25 33 21 17 13 

８ 

３月未満 25 49 29 25 33 21 17 13 

３月以上６月未満 26 50 30 26 34 22 18 14 

６月以上９月未満 27 51 31 27 35 23 19 15 

９月以上１２月未満 28 52 32 28 36 24 20 16 

１２月以上 29 53 33 29 37 25 21 17 

９ 

３月未満 29 53 33 29 37 25 21 17 

３月以上６月未満 29 54 34 30 38 26 22 18 

６月以上９月未満 30 55 35 31 39 27 23 19 

９月以上１２月未満 30 56 36 32 40 28 24 20 

１２月以上 31 57 37 33 41 29 25 21 

１０ 

３月未満 31 57 37 33 41 29 25 21 

３月以上６月未満 31 58 38 34 42 30 26 22 

６月以上９月未満 32 59 39 35 43 31 27 23 

９月以上１２月未満 32 60 40 36 44 32 28 24 

１２月以上 33 61 41 37 45 33 29 25 

１１ 

３月未満 33 61 41 37 45 33 29 25 

３月以上６月未満 33 62 42 38 46 34 30 26 

６月以上９月未満 33 63 43 39 47 35 31 27 

９月以上１２月未満 34 64 44 40 48 36 32 28 

１２月以上 34 65 45 41 49 37 33 29 

１２ 

３月未満 34 65 45 41 49 37 33 29 

３月以上６月未満 34 66 46 42 50 38 34 30 

６月以上９月未満 35 67 47 43 51 39 35 31 

９月以上１２月未満 35 68 48 44 52 40 36 32 

１２月以上 35 69 49 45 53 41 37 33 

１３ ３月未満 35 69 49 45 53 41 37 33 

３月以上６月未満 36 70 50 46 54 42 38 34 

６月以上９月未満 36 71 51 47 55 43 39 35 

９月以上１２月未満 36 72 52 48 56 44 40 36 

１２月以上 37 73 53 49 57 45 41 37 

１４ 

３月未満 37 73 53 49 57 45 41 37 

３月以上６月未満 37 74 54 49 58 46 42 38 

６月以上９月未満 37 75 55 50 59 47 43 39 

９月以上１２月未満 37 76 56 50 60 48 44 40 

１２月以上 38 77 57 51 61 49 45 41 

１５ ３月未満 38 77 57 51 61 49 45 41 
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３月以上６月未満 38 78 58 51 62 50 46 42 

６月以上９月未満 38 79 59 52 63 51 47 43 

９月以上１２月未満 38 80 60 52 64 52 48 44 

１２月以上 39 81 61 53 65 53 49 45 

16 

３月未満 39 81 61 53 65 53 49 45 

３月以上６月未満 39 82 62 54 66 54 50 46 

６月以上９月未満 39 83 63 55 67 55 51 47 

９月以上１２月未満 39 84 64 56 68 56 52 48 

１２月以上 40 85 65 57 69 57 53 49 

１７ 

３月未満  85 65 57 69 57 53 49 

３月以上６月未満  86 66 57 70 58 54 50 

６月以上９月未満  87 67 58 71 59 55 51 

９月以上１２月未満  88 68 58 72 60 56 52 

１２月以上  89 69 59 73 61 57 53 

１８ 

３月未満  89 69 59 73 61 57 53 

３月以上６月未満  90 70 59 74 62 58 54 

６月以上９月未満  91 71 60 75 63 59 55 

９月以上１２月未満  92 72 60 76 64 60 56 

１２月以上  93 73 61 77 65 61 57 

１９ 

３月未満  93 73 61 77 65 61 57 

３月以上６月未満  93 74 61 78 66 62 58 

６月以上９月未満  93 75 61 79 67 63 59 

９月以上１２月未満  93 76 62 80 68 64 60 

１２月以上  93 77 62 81 69 65 61 

２０ 

３月未満   77 62 81 69 65 61 

３月以上６月未満   78 62 82 70 66 62 

６月以上９月未満   79 63 83 71 67 63 

９月以上１２月未満   80 63 84 72 68 64 

１２月以上   81 63 85 73 69 65 

２１ 

３月未満   81 63 85 73 69 65 

３月以上６月未満   82 64 86 74 70 66 

６月以上９月未満   83 64 87 75 71 67 

９月以上１２月未満   84 64 88 76 72 68 

１２月以上   85 65 89 77 73 69 

２２ 

３月未満   85 65 89 77 73  

３月以上６月未満   86 65 90 78 74  

６月以上９月未満   87 66 91 79 75  

９月以上１２月未満   88 66 92 80 76  

１２月以上   89 67 93 81 77  

２３ 

３月未満   89 67 93 81   

３月以上６月未満   90 67 94 82   

６月以上９月未満   91 68 95 83   

９月以上１２月未満   92 68 96 84   

１２月以上   93 69 97 85   

２４ 

３月未満   93 69 97 85   

３月以上６月未満   94 70 98 86   

６月以上９月未満   95 71 99 87   

９月以上１２月未満   96 72 100 88   

１２月以上   97 73 101 89   

２５ 

３月未満   97 73 101    

３月以上６月未満   98 73 102    

６月以上９月未満   99 74 103    

９月以上１２月未満   100 74 104    

１２月以上   101 75 105    

２６ 

３月未満   101 75 105    

３月以上６月未満   102 75 106    

６月以上９月未満   103 76 107    

９月以上１２月未満   104 76 108    

１２月以上   105 77 109    

２７ 

３月未満   105 77     

３月以上６月未満   106 78     

６月以上９月未満   107 79     

９月以上１２月未満   108 80     

１２月以上   109 81     

２８ 

３月未満   109 81     

３月以上６月未満   110 82     

６月以上９月未満   111 83     

９月以上１２月未満   112 84     

１２月以上   113 85     

２９ 

３月未満   113      

３月以上６月未満   114      

６月以上９月未満   115      

９月以上１２月未満   116      

１２月以上   117      

３０ 

３月未満   117      

３月以上６月未満   118      

６月以上９月未満   119      

９月以上１２月未満   120      

１２月以上   121      
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３１ 

３月未満   121      

３月以上６月未満   122      

６月以上９月未満   123      

９月以上１２月未満   124      

１２月以上   125      

３２ 

３月未満   125      

３月以上６月未満   125      

６月以上９月未満   125      

９月以上１２月未満   125      

１２月以上   125      
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田川地区斎場組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例 

 

平成１３年８月１日 

条 例 第 ２ 号 

 

田川地区斎場組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成９年条例第３号）の全部を改正する。 

 （目 的） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第６項の規定に基づき、職

員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるとこを目的とする。 

 （適用範囲） 

第２条 この条例において職員とは、別に条例に定める職員を除き、地方公務員法第３条第２項に規定

する一般職に属するすべての職員（非常勤職員を除く。）をいう。 

 (１週間の勤務時間) 

第３条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき、１週間当たり３８時間４５

分を下らず４０時間を超えない範囲において、規則で定める。 

２ 地方公務員の育児休業に関する法律(平成３年法律第１１０号)第１０条第３項の規定により同条第

１項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第１７条

の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の

１週間当たりの勤務時間は、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第１７条の規定による短時

間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以

下「育児短時間勤務の内容」という。)に従い、任命権者が定める。 

３ 地方公務員法第２８条の４第１項若しくは第２８条の５第１項又は同法第２８条の６第１項の規定

により採用された職員で同法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「再任

用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第１項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、４週間を

超えない期間につき、１週間当たり１５時間３０分から３１時間までの範囲において、任命権者が定め

る。 

４ 任命権者は、勤務の特殊性その他の事由により、前各項に規定する勤務時間により難いものがある

と認める場合においては、管理者の承認を得て、同項に規定する時間の範囲において、別に定めるこ

とができる。 

第４条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）とする。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき８時間の勤務時間を割り振るも

のとする。 

第５条 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある職員について

は、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができる。 

２ 任命権者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、規則の定めるとこ

ろにより、４週間ごとの期間につき８日の週休日を設けるなけいばならない。ただし、職務の特殊性



47 

 

その他の事由により、４週間ごとの期間につき８日の週休日を設けることが困難である職員について

は、規則の定めるところにより、４週間を越えない期間につき１週間当たり１日以上の割合で週休日

を設ける場合には、この限りでない。 

 （週休日の振替等） 

第６条 任命権者は、職員に第４条第１項又は前条の規定により週休日とされた日において特に勤務す

ることを命ずる必要がある場合には、規則の定めるところにより、第４条第２項若しくは前条の規定

により勤務時間が割り振られた日（以下この条において「勤務日」という。）のうち規則で定める期間

内にある勤務日を週末日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる

必要がある日に割り振り、又は当該期間内のある勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間（勤務日の勤

務時間の２分の１に相当する勤務時間をいう。）を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時

間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることができる。 

 （休憩時間） 

第７条 任命権者は、１日の勤務時間が、６時間を超える場合においては少なくとも、４５分、８時間

を超える場合においては少なくとも１時間の休憩時間を、それぞれ勤務時間の途中に置かなければな

らない。 

 （休息時間） 

第８条 任命権者は、所定の勤務時間のうち、規則の定める基準に従い、休息時間を置くものとする。 

 （正規の勤務時間以外の時間における勤務） 

第９条 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間にお

いて職員に勤務をすることを命ずることができる。 

 （休 日） 

第１０条 職員は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号９に規定する休日（以下「祝

日法による休日」という。）には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間において

も勤務することを要しない。１２月２９日から翌年１月３日までの日（祝日法による休日を除く。以

下「年末年始の休日」という。）についても同様とする。 

 （休日の代休日） 

第１１条 任命権者は、職員に祝日法による休日又は年末年始の休日（以下この頃において「休日」と

総称する。）である第４条第２項、第５条又は第６条の規定により勤務時間が割り振られた日（以下こ

の頃において「勤務日等」という。）に割り振られた勤務時間の全部（次項において「休日の全勤務時

間」という。）について特に勤務することを命じた場合には、規則の定めるところにより、当該休日前

に、当該休日に代わる日（次項において「代休日」という。）として、当該休日後の勤務日等（休日を

除く。）を指定することができる。 

２ 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合

において、当該休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規勤務時間においても勤務

することを要しない。 

 （休憩の種類） 
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第１２条 職員の休憩は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。 

（年次有給休暇） 

第１３条 年次有給休暇は、１年について、１月１日に在職する職員に対しては２０日を、１月２日以

後新たに採用された職員に対しては、その年の在職期間を考慮して２０日を越えない範囲内で規則で

定める日数を与える。 

２ 年次有給休暇（この頃の規定により繰り越されたものを除く。）は、規則で定める日数を限度として、

当該年の翌年に繰り越すことができる。 

３ 任命権者は、年次有給休暇を職員の請求したときに与えなければならない。ただし、公務に支障が

あると認めるときは、他の時期に与えることができる。 

 （病気休暇） 

第１４条 病気休暇は、職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを

得ないと認められる場合における休暇とする。 

 （特別休暇） 

第１５条 特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他の特別の事由により職員が

勤務しないことが相当である場合として規則で定める場合における休暇とする。 

 （介護休暇） 

第１６条 介護休暇は、職員が要介護者（配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある

者を含む。以下この頃において同じ。）の介護をするため、任命権者が規則の定めるところにより、職

員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、３回を超えず、

かつ、通算して６月を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内において勤務し

ないことが相当であると認められる場合における休暇とする。 

２ 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。 

３ 介護休暇については、田川地区斎場組合職員の給与に関する条例（昭和５３年条例第６号）第１０

条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、同条例第２５条に規定する勤務時間１時間当

たりの給与額を減額する。 

 （介護時間） 

第１６条の２ 介護時間は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする

一の継続する状態ごとに、連続する３年の期間（当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。）

内において１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇と

する。 

２ 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において１日につき２時間を超えない範囲内で必要と認め

られる時間とする。 

３ 介護時間については、田川地区斎場組合職員の給与に関する条例第１０条の規定にかかわらず、その

勤務しない１時間につき、同条例第２５条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

（病気休暇、特殊休暇及び介護休暇及び介護時間の承認） 

第１７条 病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間については、規則の定めるところにより、任命
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権者の承認を受けなければならない。 

 （非常勤職員の勤務時間、休暇等） 

第１８条 非常勤職員の勤務時間、休暇等は、この条例の規定にかかわらず、規則の定める基準に従い、

任命権者が定める。 

 （委 任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期間） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 
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田川地区斎場組合職員の定年等に関する条例 

 

平成１３年８月１日 

条 例 第 ４ 号 

 

 田川地区斎場組合職員の定年等に関する条例（昭和５９年条例第２号）の全部を改正する。 

 （趣 旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。）第２８条の２第１項から第３項まで

の規定に基づき、職員の定年等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （定年による退職） 

第２条 職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の３月３１日に退職する。 

 （定 年） 

第３条 職員の定年は、年齢６５年とする。 

 （定年に関する施策の調査等） 

第４条 田川地区斎場組合管理者は、職員の定年に関する事務の適正な運営を確保するため、職員の定年

に関する制度の実施に関する施策を調査研究し、その権限に属する事務について適切な方策を講ずるも

のとする。 

第５条 職員の定年等に関しては、田川市職員の定年等に関する条例（昭和５８年条例第１３号）の規定

の適用を受ける職員の例による。 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

附 則 

この条例は、令和５年４月１日から施行する。 
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田川地区斎場組合職員退職手当支給条例 

 

 昭和５９年３月１日 

条 例 第 ３ 号 

 

 （目 的） 

第１条 この条例は、職員が退職し、又は死亡した場合の退職手当の支給に関する事項を定めることを目

的とする。 

 （定 義） 

第２条 この条例において職員とは、田川地区斎場組合職員定数条例（昭和５３年条例第４号）に規定す

る職員をいう。 

 （退職手当に関する準用） 

第３条 職員の退職手当に関しては、田川市職員の退職手当に関する条例（昭和５８年条例第１４号）の

規定の適用を受ける職員の例による。 

 

   附 則 

 この条例は公布の日から施行する。 
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田川地区斎場組合職員の育児休業等に関する条例 

 

平成１３年８月１日 

条 例 第 ３ 号 

 

 田川地区斎場組合の育児休業に関する条例（平成４年条例第２号）の全部を改正する。 

（趣 旨） 

第１条 この条例は、地方公務員の育児休業に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」

という。）第２条第１項、第３条第２項、第５条第２項、第５条の２，第７条並びに第９条第１項及び

第２項に規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （育児休業をすることができない職員） 

第２条 育児休業法第２条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

（１） 常時勤務することを要しない職員（以下「非常勤職員」という。）であって、次のいずれかに該

当するもの以外の非常勤職員 

  ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

（ア） その養育する子（育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下同じ。）が１歳６か月

に達する日（以下「１歳６か月到達日」という。）（当該子の出生の日から第３条の２に規定す

る期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から６か月を経過する日、

第２条の４の規定に該当する場合にあっては当該子が２歳に達する日）までに、その任期（任

期が更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及び引き続いて任命権者を同

じくする職（以下「特定職」という。）に採用されないことが明らかでない非常勤職員 

（イ） 勤務日の日数を考慮して規則で定める非常勤職員 

  イ 次のいずれかに該当する非常勤職員 

   （ア） その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当該子について当該非

常勤職員が第２条の３第３号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下（ア）において同じ。）

において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第３号に掲げる場合に該当して当該子の

１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの 

（イ） その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、

当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該

育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期

間の初日とする育児休業をしようとするもの 

（２） 臨時的に任用される職員 

（３） 育児休業の承認を請求する日から起算して１年以内に定年に達したことにより退職することとな

る職員 

（４） 育児休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業
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をしている職員 

（５） 前号に掲げる職員のほか、育児休業により養育しようとする子を職員以外の当該子の親が常態と

して養育することができる場合における当該職員 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の２ 育児休業法第２条第１項で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める日とする。 

（１） 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）

が当該非常勤職員の養育する子の１歳到達日以前の日において当該子を養育するために育児休業法そ

の他の法律等の規定による育児休業（以下「法定等育児休業」という。）をしている場合において、当

該非常勤職員が、当該子について育児休業をしようとする場合（当該育児休業の期間の初日とされた日

が当該子の１歳到達日の翌日後である場合又は当該法定育児休業の期間の初日前である場合を除く。）

当該子が１歳２か月に達する日（当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業

等可能日数（当該子の出生の日から当該子の１歳到達日までの日数をいう。）から育児休業等取得日数

（当該子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６５条第１項又は

第２項の規定により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をい

う。）を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日） 

（２） １歳から１歳６か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該

当する場合（当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第３条第

７号に掲げる事情に該当するときはイ及びウに掲げる場合に該当する場合、条例が定める特別な事情が

ある場合にあってはウに掲げる場合に該当する場合）当該子の１歳６か月到達日 

  ア 当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が全豪に掲げる場合に該当してする育児

休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする

法定等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日と

された日（当該育児休業の期間の末とされた日と当該法定育児休業の期間の末日とされた日が異なる

ときは、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に

該当して法定等育児休業をする場合にあっては、当該法定等育児休業の期間の末日とされた日の翌日

以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

  イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が全豪に掲げる場合に

該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該

末日とされた日）において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到達

日（当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする法定等育児休業の期間の

末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日）において法定

育児休業をしている場合 

  ウ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と

認められる場合として規則で定める場合に該当する場合 

  エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に掲げる場合に
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該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該

末日とされた日）後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、１歳６か月から２歳に達するまでの子を養

育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合（当該子についてこの条の規定

に該当して育児休業をしている場合であって次条第７号に掲げる事情に該当するときは第２号及び第

３号に掲げる場合に該当する場合、条例が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に

該当する場合）とする。 

（１） 当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に

該当し、又はこれに相当する場合に該当して法定等育児休業をする場合にあっては、当該法定等育児休

業の期間の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場

合 

（２） 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日において育児休業をしている場合

又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳６か月到達日において法定等育児休業をしている場合 

（３） 当該子の１歳６か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必

要と認められる場合として規則で定める場合に該当する場合 

（４） 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間においてこの条の規定に

該当して育児休業をしたことがない場合 

 （再度の育児休業） 

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情） 

第３条 育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。 

（１） 育児休業をしている職員が産前の休業を始め、又は出産したことにより当該育児休業の承認が効

力を失った後、当該産前の休業若しくは出産に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居する

こととなったこと。 

（２） 育児休業をしている職員が休職又は停職の期間が終了したこと。 

（３） 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に

予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について再度の育児休業

をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。 

（４） 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は第２条の４の規定に該当すること。 

（５） 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業

をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職にさいようされるこ

とに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休

業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。 

（育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間） 

第３条の２ 育児休業法第２条第１項第１号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間

は、５７日間とする。 
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 （育児休業の期間の再度の延長） 

第４条 育児休業法第３条第２項の条例で定める特別な事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこ

と、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実

が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業に期間の再度の延長をしなければその養

育に著しい支障が生じることとなったこととする。 

 （育児休業の承認の取消理由） 

第５条 育児休業法第５条第２項の条例で定める理由は、育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常

態として養育することができることとなったこととする。 

 （期末手当等の支給） 

第６条 職員の給与に関する条例（昭和５３年条例第６号。以下「給料条例」という。）第２２条第１項

に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前３箇月以内（基準日が１２

月１日であるときは、６箇月以内）の期間において勤務した期間（規則で定めるこれに相当する期間を含む。）

がある職員には、当該基準日に係る期末手当を支給する。 

２ 給与条例第２４条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をしている職員のうち、基準日以前

６箇月以内の期間において勤務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

 （職務復帰後における給与等） 

第７条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合には、当該育児休業をした期間の２分の１に相当する

期間（以下この項において「調整期間」という。）を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復

帰した日（以下この項において「復帰の日」という。）又はその日から１年以内の昇給の時期に、昇給

の場合に準じてその者の給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最

初の昇給に係る期間を短縮することができる。 

２ 前項の規定により、給料月額を調整された者のうちその調整に際して余剰の期間を生ずる者について

は、当該余剰の期間に相当する期間の範囲内で、その者の同項の規定による調整後の最初の昇給に係る

昇給期間を短縮することができる。 

（部分休業をすることができない職員） 

第８条 育児休業法第９条第１項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

（１） 非常勤職員 

（２） 部分休業により養育しようとする子について、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業

をしている職員 

（３） 前号に掲げる職員のほか、部分休業をしようとする時間において、部分休業により養育しようと

する子を職員以外の当該子の親が養育することができる場合における当該職員 

 （部分休業） 

第９条 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日を通じて２時間（労働基準

法（昭和２２年法律第４９号）第６７条の規定による育児時間を承認されている職員については、２時

間から当該育児時間を減じた時間）を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要と

される時間について、３０分を単位として行うものとする。 
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第１０条 職員が部分休業の承認を受けて通勤しない場合は、給与条例第１０条の規定に関わらず、その

勤務しない１時間につき、給与条例第２５条に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額して支給する。 

第１１条 第５条の規定は、部分休業について準用する。 

 （委 任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

   附 則 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの条例による改正後の田川地

区斎場組合職員の育児休業等に関する条例第３条（第５号に係る部分に限る。）及び第１１条（第６号

に係る部分に限る。）の規定の適用については、なお従前の例による。 
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田川地区斎場組合職員旅費支給条例 

 

昭和５３年２月２８日 

条 例 第 ７ 号  

 

 （趣 旨） 

第１条 この条例は、公務のため旅行する職員に対して支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものと

する。 

 （田川市郡の旅費） 

第２条 職員が田川市郡に旅行したときは、規則で定める額の旅費を支給する。 

 （補 則） 

第３条 この条例に定めるもののほか、職員の旅費の支給方法等については、田川市職員旅費支給条例（昭

和２６年条例第５号）の規定の例による。 

第４条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。 

 

  附 則 

 この条例は、昭和５３年４月１日から施行する。 
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田川地区斎場組合職員の再任用に関する条例 

   

平成３１年２月１２日 

条 例 第 １ 号 

 

(趣旨) 

第１条 この条例は、地方公務員法(昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。)第２８条の４第

１項、同条第２項及び第３項(法第２８条の５第２項及び第２８条の６第３項において準用する場合

を含む。)並びに地方公務員法の一部を改正する法律(平成１１年法律第１０７号)附則第６条の規定

に基づき、職員の再任用(法第２８条の４第１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若し

くは第２項の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。 

 (定年退職者に準ずるもの) 

第２条 法第２８条の４第１項に規定する定年退職日以前に退職した者のうち勤続期間等を考慮して

法第２８条の２第１項の規定により退職した者又は法第２８条の３の規定により勤務した後退職し

た者に準じて再任用を行うことができるものは、次の各号に掲げる者とする。 

 ⑴ ２５年以上勤務して退職した者であって当該退職日の翌日から起算して５年を経過する日まで

の間にあるもの。 

 ⑵ 前号の該当する者として再任用をされたことがある者(前号に掲げる者を除く。) 

 (任期の更新) 

第３条 再任用の任期の更新は、職員の当該更新直前の任期における勤務実績等が良好である場合に行

うことができるものとする。 

２ 任命権者は、再任用の任期の更新を行う場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。 

(任期の末日) 

第４条 再任用を行う場合及び再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢６５年に達

する日以後における最初の３月３１日以前でなければならない。               

附 則 

 (施行期日) 

第１条 この条例は、平成３１年３月１日から施行する。 
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田川地区斎場組合会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に 

関する条例 

令和元年１１月１日 

                                     条 例 第 １ 号

              

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２４条第５項

並びに地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２０３条の２第５項及び第２０４条第３項の規定に基

づき、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「会計年度任用職員」とは、次に掲げる者をいう。 

⑴ 法第２２条の２第１項第１号に規定する職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」という。） 

⑵ 法第２２条の２第１項第２号に規定する職員（以下「フルタイム会計年度任用職員」という。） 

２ この条例において「一般職の職員」とは、田川地区斎場組合職員の給与に関する条例（平成１３年条

例第１号。以下「給与条例」という。）の規定の適用を受ける職員をいう。 

（給与の種類） 

第３条 この条例による給与は、パートタイム会計年度任用職員にあっては報酬及び期末手当とし、フル

タイム会計年度任用職員にあっては給料並びに地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、

宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当及び期末手当（以下「各種手当」という。）とする。 

（給与及び費用弁償の支払） 

第４条 この条例に基づく給与及び費用弁償の支払については、給与条例第２条の２の規定を準用する。

この場合において、同条中「給与」とあるのは「給与及び費用弁償」と、「職員」とあるのは「会計年

度任用職員」と読み替えるものとする。 

（給料表） 

第５条 会計年度任用職員の給料表は、給与条例別表第１のとおりとする。 

（報酬及び給料の基準） 

第６条 会計年度任用職員の職務の級は、その職種ごとの職務の複雑、困難及び責任の度に基づき別表に

定めるとおりとし、その号給は、職務内容、免許資格、経験年数等を考慮し、任命権者が決定する。 

（報酬） 

第７条 報酬は次の各号に定めるものとし、その額は当該各号に定めるとおりとする。 

 ⑴ 月額 第５条の規定による給料表並びに前条の規定による職務の級及び号給に応じた額（以下この

項において「基本月額」という。）にその者の１週間当たりの勤務時間を田川地区斎場組合職員の勤

務時間、休暇等に関する条例（平成１３年条例第２号。以下「勤務時間条例」という。）第３条第１

項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額 

 ⑵ 日額 基本月額を２１で除して得た額 

 ⑶ 時間額 基本月額を１００分の１６，２７５で除して得た額 
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２ 前項の規定にかかわらず、１日の勤務時間が７時間４５分と異なるパートタイム会計年度任用職員の

日額は、前項第２号の規定により算定される日額に当該勤務時間を７時間４５分で除して得た数を乗じ

て得た額とする。 

３ 前２項の規定による報酬の額に５円未満の端数があるときは、これを切り捨て、５円以上１０円未満

の端数があるときは、これを１０円に切り上げた額をもって報酬の額とする。 

（報酬に加算する額） 

第８条 次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員には、その区分に応じて、当該各号に掲げる額

を前条に規定する報酬に加算して支給する。 

⑴ 地域手当の支給対象となる地域に在勤するパートタイム会計年度任用職員 一般職の職員に支給

される地域手当の額に相当する額 

⑵ 勤務時間条例第１８条の規定により任命権者が定める勤務時間（以下「任命権者が定める勤務時間」

という。）を超える勤務若しくは休日における任命権者が定める勤務時間中の勤務を命ぜられ、又は

任命権者が定める勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務するパートタイム

会計年度任用職員 規則で定める勤務した時間に対して、第１１条に規定する勤務１時間当たりの報

酬の額に規則で定める割合を乗じて得た額 

⑶ 特殊勤務手当の支給対象となる業務に従事する職を占めるパートタイム会計年度任用職員 一般

職の職員に支給される特殊勤務手当の額を超えない範囲で規則で定める額 

（給与の支給等） 

第９条 報酬の計算期間は、月の１日から末日までとする。 

２ 報酬の支給日は、月額にあっては毎月２１日とし、日額及び時間額にあっては勤務した月の翌月２

１日とし、その日が日曜日、土曜日又は勤務時間条例第１０条に規定する祝日法による休日若しくは

年末年始の休日（以下「休日」という。）に当たるときは、２１日前において２１日に最も近い日曜

日、土曜日又は休日でない日とする。ただし、特に必要があるときは、変更することができる。 

３ 休職にされたパートタイム会計年度任用職員の給与については、給与条例第２６条の規定を準用する。

この場合において、同条中「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「給料」とある

のは「報酬」と読み替えるものとする。 

４ フルタイム会計年度任用職員の給与に関する次に掲げる事項については、一般職の職員の例による。 

⑴ 給料の支給に関する事項 

⑵ 通勤手当及び期末手当を除く各種手当の支給に関する事項 

⑶ 給与の減額に関する事項（減額の対象となる休暇は、無給の休暇に限る。） 

⑷ 勤務１時間当たりの給与額の算出に関する事項 

⑸ 休職者の給与に関する事項 

（報酬の減額） 

第１０条 報酬の減額については、給与条例第８条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」

とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と、「休暇」とあるのは「有給の休暇」と、「第１８条に

規定する勤務１時間当たりの給与額」とあるのは「勤務１時間当たりの報酬の額」と読み替えるものと
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する。 

（勤務１時間当たりの報酬の額） 

第１１条 勤務１時間当たりの報酬の額は、第７条第１項第２号に規定する日額に一般職の職員に支給さ

れる地域手当の額に相当する額として規則で定める額を加算した額を １００分の７７５で除して得

た額とする。 

（通勤手当） 

第１２条 通勤手当については、給与条例第１７条の規定を準用する。この場合において、同条中「職員」

とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。 

（期末手当） 

第１３条 次の各号のいずれにも該当する会計年度任用職員には、給与条例第２１条第１項に規定する支

給日に期末手当を支給する。 

⑴ 給与条例第１７条第１項に規定する基準日（以下「基準日」という。）に在職する者 

⑵ 基準日現在で直前の基準日の翌日以降の任期の合計が６月以上である者 

⑶ １週間当たりの勤務時間が１５時間３０分以上の者 

２ 会計年度任用職員の期末手当の額は、給与条例第２１条第２項に規定する方法により算定した額とす

る。 

３ 期末手当の支給については、前２項によるほか、給与条例第２３条の規定を準用する。この場合にお

いて、給与条例第２１条中「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替えるものとする。 

４ パートタイム会計年度任用職員の１週間当たりの勤務時間及び期末手当基礎額の算定方法は、規則で

定める。 

５ フルタイム会計年度任用職員の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在において当該職員が受け

るべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。 

（費用弁償） 

第１４条 通勤のため交通機関又は有料の道路（以下「交通機関等」という。）を利用してその運賃又は

料金（以下「運賃等」という。）を負担すること、自動車その他の交通の用具で規則で定めるもの（以

下「自動車等」という。）を使用すること又は通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、

かつ、自動車等を使用することを常例とするパートタイム会計年度任用職員には、通勤に要する運賃等

の額に相当する額、給与条例第１７条第２項第２号に定める額を超えない範囲で規則で定める額又はこ

れらの額の合計額を費用弁償として支給する。 

２ パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行（田川地区斎場組合職員旅費支給条例（昭和５３年

条例第７号。以下「旅費条例」という。）をしたときは、旅費条例の適用を受ける職員の例により支給

される旅費の額に相当する額を費用弁償として支給する 

３ 前２項に規定するもののほか、費用弁償に関し必要な事項は、規則で定める。 

（旅費） 

第１５条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、一般職の職員の例により旅費を支

給する。 
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（給与等の調整） 

第１６条 任命権者は、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する事項について、一般職の職

員との権衡、職務の特殊性その他特別の事情によりこの条例の規定によることが困難である場合には、

管理者と協議して定めることができる。 

（委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

（田川地区斎場組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（準用） 

２ 第１４条第２項及び第３項並びに第１５条の規定は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する

法律の制定に伴う関係条例の整備に関する条例（令和元年条例第２号。以下「整備条例」という。）に

よる会計年度任用職員について準用する。 

３ 田川地区斎場組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和５年条例第５号）附則第１ 

条第１項本文に規定する同条例の施行の日から令和６年３月３１日までの間の第５条の規定の適用に 

 ついては、同条中「給与条例」とあるのは、「田川地区斎場組合職員の給与に関する条例等の一部を改

正する条例（令和５年条例第５号）第１条の規定による改正前の給与条例」とする。 

附 則 

（施行期日等） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び附則第３条の規定は、令和６年４月１

日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の田川地区斎場組合職員の給与に関する条例（次条において「改正後の給

与条例」という。）の規定は令和４年４月１日から適用する。 

（田川地区斎場組合職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第２条 第２条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第１条の規定による改正前の田川

地区斎場組合職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定に

よる給与の内払とみなす。 

 

別表（第６条関係） 

級別標準職務表 

職務の級 標準職務 

１級 会計年度任用職員の職務 

２級 高度の知識又は経験を必要とする会計年度任用職員の職務 
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田川地区斎場組合基金条例 

昭和５６年７月１６日 

条 例 第 ２ 号  

 第１次改正 ㍻２９年３月条例 1 号 

 （設 置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４１条第１項の規定により、次の各号に掲げる基金

を当該各号に定める目的のため設置する。 

（１） 職員退職手当基金   退職手当基金蓄積のため 

（２） 財政調整基金     財政調整基金蓄積のため 

（３） 施設整備基金     施設整備基金蓄積のため 

 （積立て） 

第２条 毎年度基金として積み立てる額は、当該年度の予算をもって定める額とする。 

 （管 理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければな

らない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 

 （運用益金の処理） 

第４条 第１条各号に掲げる基金の運用から生じる収益は、当該年度の予算にそれぞれ計上して当該基金

に繰入れるものとする。 

 （繰替運用） 

第５条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金

に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

 （歳計剰余金の処分） 

第６条 決算上剰余金を生じたときは、剰余金の全部又は一部を基金に編入することができる。 

 （委 任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は管理者が別に定める。 

 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附  則（平成２９年３月１日） 

 この改正後の条例は公布の日から施行する。 
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議会の議決に付するべき契約に関する条例 

 

平成９年２月１７日 

条 例 第 ２ 号 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号に規定により議会の議決に付さなけれ

ばならない契約は、予定価格１５０，０００千円以上の工事又は製造の請負とする。 

 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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田川地区斎場組合情報公開条例 

 

平成１４年８月１２日 

条 例 第 ２ 号  

   

  第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、住民の情報の開示を求める権利を明らかにするとともに、情報公開の総合的な推

進に必要な事項を定めることにより、厚生福祉施設事業に対する住民の理解と信頼を深め、もって地

方自治の本旨に即した公正で開かれた田川地区斎場組合（以下「組合」という。）の運営に寄与するこ

とを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書（磁気テ

ープその他これに類するものから採録されたものを含む。）図面、写真、フィルム、録音テープ及びビ

デオテープ等あって、決裁又は回覧等の事務手続きその他これに準ずる手続きが終了し、実施機関に

おいて管理しているものをいう。 

２ この条例において「開示」とは、この条例の規定に基づき情報を閲覧若しくは視聴に供し、又は情

報（磁気テープ、フィルム及びビデオテープを除く。）の写しを交付することをいう。 

３ この条例において「実施機関」とは、管理者、議会、監査委員をいう。 

 （実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、住民の情報の開示を求める権利が十分に尊重されるように、この条例を解釈し、

及び運用するものとする。この場合において、実施機関は個人に関する情報がみだりに公にされるこ

とのないように最大限の配慮をしなければならない。 

 （利用者の責務） 

第４条 この条例の定めるとろにより情報の開示を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の

目的に即し適正に使用するとともに、第三者の権利を侵害することのないよう努めなければならない。 

       第２章 情報の開示 

 （請求権者等） 

第５条 次に掲げるものは、情報の開示（第４号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係

に係る情報の開示に限る。）を請求することができる。 

（１） 組合を組織する市町村に住民を有する者 

（２） 組合を組織する市町村に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

（３） 組合を組織する市町村に存する事務所又は事業所に勤務する者 

（４） 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの。 

２ 実施機関は、前項各号に掲げるもの以外のものから情報の開示の申出があった場合においても、情

報の開示に努めるものとする。 
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 （開示の請求手続） 

第６条 情報の開示を請求しようとするもの（以下「請求者」という。）は、実施機関に対して、次の各

号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。 

（１） 氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の

氏名） 

（２） 開示の請求に係る情報の件名又は内容 

（３） 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 

 （開示の決定及び通知） 

第７条 実施機関（議会にあっては議長。以下同じ）は、情報の開示の請求があったときは、当該請求

があった日から起算して１４日以内に請求に係る情報の開示をする旨又はしない旨の決定をし、速や

かに書面により請求者に通知しなければならない。 

２ 実施機関は、やむを得ない理由により、第１項の期間内に決定をすることができないときは、前条

に規定する請求書が到着した日から起算して３０日を限度として機関を延長することができる。この

場合において、実施機関は、当該延長の理由及び決定できる時期を請求者に通知しなければならない。 

３ 実施機関は、第１項の決定をする場合において、当該決定に係る情報に第三者に関する情報が記録

されているときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。 

（開示の方法） 

第８条 実施機関は、前条第１項に規定に基づき情報の開示をする旨の決定をしたときは、速やかに請

求者に対し、当該情報を開示しなければならない。 

２ 実施機関は、開示の請求に係る情報を直接開示することにより、当該情報を汚損し、又は破損する

おそれがあると認められるとき、その他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより情報の開示

をすることができる。 

（開示しないことができる情報） 

第９条 実施機関は、開示の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されていると

きは、当該情報を開示しないことができる。 

（１） 法令又は条例（以下「法令等」という。）の規定により、開示することができないとされている

情報 

（２） 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、特定の個人が

識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

 ア 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報 

 イ 公表を目的として作成し、又は取得した情報 

ウ 法令等の規定に基づく許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得

した情報であって、開示することが公益上必要と認められるもの 

（３） 法人その他の団体（國及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事

業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競

争上の地位その他の正当な利益を害すると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 
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ア 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は

健康を保護するため、開示することが必要と認められる情報 

イ 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある侵害から消費

生活その他住民生活を保護するため、開示することが必要と認められる情報 

ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上特に必要と認められる情報 

（４） 組合と国又は他の地方公共団体その他公共団体（以下「国等」という。）の機関と間における審

議、協議、検討、調査、研究等に関する情報であって、開示することにより、当該又は同種の審議、

協議、検討、調査、研究等に著しい支障を生ずるおそれがあるもの 

（５） 組合と国等の機関との間における指示、協議、依頼等に係る事務事業に関する情報であって、

開示することにより国等との信頼関係又は協力関係を著しく損なうと認められるもの 

（６） 組合又は国等の機関が行う取締り、監督、検査、許可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事

その他の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務

事業の目的を損なう恐れのあるもの、又は公正かつ適正な執行に著しい支障が生じる恐れのあるもの 

（７） 開示することにより、人の生命、身体、自由、財産等の保護その他公共の安全と秩序の維持に

支障が生ずるおそれのあるもの 

（８） 議会の議員個人に関する情報。ただし、次に掲げる情報を除く。 

  ア 法令の定めるところにより、何人も閲覧できる情報 

  イ 公表を目的として作成し、又は取得した情報 

 （情報の部分開示） 

第１０条 実施機関は、開示の請求に係る情報に、前条の規定により開示しないことができる情報とそ

れ以外の情報とが併せて記録されている場合において、当該開示しないことができる情報の部分を容

易かつ請求の趣旨を損なわない程度に分離できるときは、当該部分を除いて、情報の開示をするもの

とする。 

 （不服申立て） 

第１１条 請求者は、第７条第１項の決定に対して不服があるときは、行政不服審査法（昭和３７年法

律第１６０号）の規定による不服申立てをすることができる。 

２ 実施機関は、行政不服審査法の規定に基づく不服申立てがあった場合は、当該不服申立てが明らか

に不適当であるときを除き、遅滞なく、田川地区斎場組合情報公開審査会に諮問し、その答申を尊重

して、当該不服申立てについての決定をしなければならない。 

（苦情申出） 

第１２条 実施機関は、請求者又は情報公開制度の運営に不服のあるものから苦情の申出があった場合

には、迅速かつ公正に処理しなければならない。 

２ 前項の場合において、苦情の申出の内容が行政不服審査法の規定に基づき不服申立てができる事項

又は情報公開制度の運営に関する重要な事項に係るものであって、実施機関において必要があると認

めるものについては、田川地区斎場組合情報公開審査会の意見を聴くものとする。 
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（田川地区斎場組合情報公開審査会） 

第１３条 第１１条に規定する不服申立てについて、実施機関の諮問に応じて審査し、及び前条に規定

する苦情の申出に係る事案について検討するため、田川地区斎場組合情報公開審査会（以下「審査会」

という。）を置く。 

２ 審査会は、前項に定めるもののほか、情報公開制度の運営に関する重要事項について、管理者の諮

問に応じて審議、答申するほか、実施機関に対して建議を行うことができる。 

３ 審査会は、管理者が任命する委員５人以内をもって組織する。 

４ 審査会の委員の任期は２年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。 

５ 審査会は、第１項及び第２項に規定する審査、検討又は審議のため必要があると認めるときは、不

服申立人、苦情の申出人、関係実施機関の職員その他の関係人の出席を求めて意見若しくは説明を聴

き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

６ 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 

７ 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、管理者が定める。 

      第３章 雑則 

 （費用負担） 

第１４条 情報の開示に係る手数料は、無料とする。ただし、情報の写しの交付を受ける請求者は、当

該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。 

２ 前項ただし書の規定による費用は、情報の開示を行う際に徴収する。 

 （他の法令等との調整） 

第１５条 この条例は、他の法令等により公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本等の交付

を受けることができる場合においては適用しない。 

 （検索資料の作成等） 

第１６条 実施機関は、情報を検索するため必要な資料を作成し、一般の閲覧に供するものとする。 

 （運用状況の公表） 

第１７条 管理者は、この条例の運用状況について毎年１回公表するものとする。 

 （情報公開制度の総合的な推進） 

第１８条 実施機関は、この条例に基づく情報の開示を行うほか、住民が必要とする情報を積極的に提

供するとともに、情報公開制度の総合的推進に努めなければならない。 

 （委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成１４年９月１日から施行する。 

 （適用範囲） 

２ この条例は、実施機関が平成１４年４月１日以降に作成し、又は取得した情報について適用し、同

日前に作成し又は取得した情報については、整理が完了したものから適用する。 
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田川地区斎場組合個人情報保護法施行条例 

   令和５年３月２８日 

条 例 第 ４ 号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。以下「法」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第２条 この条例で使用する用語の意義は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令（平成１５年政

令第５０７号。以下「令」という。）で使用する用語の例による。 

(準用) 

第３条 この条例に関しては、田川市個人情報保護法施行条例（令和４年条例２５号）の例による。 

（施行の状況の公表） 

第４条 管理者は、法第１６５条の規定により個人情報保護委員会に報告した事項及びこの条例の施行

の状況について、毎年度公表するものとする。 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

  （施行期日） 

第１条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律（令和３年法律第

３７号）附則第１条第７号に掲げる規定（同法第５１条の規定に係る部分に限る。）の施行の日から

施行する。 
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田川地区斎場組合議会会議規則 

 

昭和５３年２月２２日 

規 則 第 １ 号  

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１２０条の規定に基づく田川地区斎場組合議会会議規則は、

田川市議会会議規則（昭和２２年規則第４号）の規定（常任委員会に関する規定を除く。）の例による。 

 

   

   附 則 

 この規則は、議決の日から施行する。 
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田川地区斎場組合議会傍聴規則 

 

平成１３年８月１日 

規 則 第 １ 号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第１３０条第３項の

規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （傍聴の区分） 

第２条 傍聴席は、一般席及び報道関係席に分ける。 

 （傍聴人の定数） 

第３条 一般席の定員は、７名とする。 

 （傍聴の手続） 

第４条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿（様式

第１号）に記入しなければならない。 

 （傍聴券） 

第５条 議長は、必要があると認めたときは、前条の規定にかかわらず傍聴券（様式第２号）を交付す

ることができる。 

２ 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により交付する。 

３ 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。 

４ 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り傍聴することができる。 

５ 傍聴人が入場しようとするときは、所定の入口で傍聴券を提示しなければならない。 

６ 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。 

７ 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え退場しようとするときは、これを返還しなければならない。 

 （議場への入場禁止） 

第６条 傍聴人は、議場に入ることができない。 

 （議場に入ることができない者） 

第７条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。 

（１）銃器その他危険なものを持っている者 

（２）酒気を帯びていると認められている者 

（３）異様な服装をしている者 

（４）張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を持っている者 

（傍聴人の守るべき事項） 

第８条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。 

（１）議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。 

（２）談論し、放歌し、高笑しその他騒ぎたてないこと。 

（３）はち巻、腕章の類をするなど示威的行為をしないこと。 
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（４）帽子、外とう、えり巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により議長の許可を得

たときはこの限りではないものとする。 

（５）飲食又は喫煙をしないこと。 

（６）みだりに席を離れ、又は不体裁な行為はしないこと。 

（７）前各号に定めるもののほか、議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。 

（写真、ビデオ等の撮影及び録音等の禁止） 

第９条 傍聴人は、傍聴席において写真、ビデオ等の撮影及び録音をしてはならない。ただし、議長の

許可を得た者は、この限りではない。 

 （傍聴人の退場） 

第１０条 傍聴人は、秘密会を開く議会があったときは、すみやかに退場しなければならない。 

 （係員の指示） 

第１１条 傍聴人は、すべての係員の指示に従わなければならない。 

 （違反に対する措置） 

第１２条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議員は、これを制し、その命令に従わないときは、こ

れを退場させることができる。 

 

   附 則 

 この規則は公布の日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

傍 聴 人 受 付 簿 

 

臨時会 

令和  年度第  回田川地区斎場組合議会定例会（令和  年  月  日開催） 

 

受 付    住    所  氏   名 年 齢   備   考 

  １     

  ２     

  ３     

  ４     

  ５     

  ６     

  ７     

 

 

様式第２号（第５条関係） 

 

 

傍  聴  券 

 

田 川 地 区 斎 場 組 合 議 会 傍 聴 券  Ｎｏ      

 

            通用期間       当日限り      

 

 

 

住所             

氏名       （  才） 

                       年  月  日 

                       田川地区斎場組合議会 

                       議 長           印 

                                    

 

 

（ 裏  面 ） 
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傍  聴  心  得 

 

 

１ 傍聴席では次のことがらを守って下さい。 

（１） 議場における言論に対して拍手その他の方法で公然と可否を表明しないこと。 

（２） 談論、放歌、高笑その他会議の妨害となる行為をしないこと。 

（３） はち巻、腕章の類をして示威行為をしないこと。 

（４） 帽子、外とう、えり巻類を着用しないこと。 

（５） 飲酒、喫煙をしないこと。 

（６） みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。 

２ 傍聴席では係員の指示に従い、議長が退場その他の指示をした場合は直ちに従って下さい。 
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田川地区斎場組合職員旅費支給条例施行規則 

昭和５３年７月３日 

規 則 第 ２ 号 

改正 昭和５４年１月規則第１号 （第１次改正）  昭和５５年１０月規則第２号（第２次改正） 

昭和５８年２月規則第１号（第３次改正）  昭和５９年１１月規則第１号（第４次改正） 

昭和６１年１１月規則第１号（第５次改正）  平成２年１月規則第１号（第６次改   

平成４年４月規則第１号（第７次改正）  平成６年４月規則第１号（第８次改正） 

平成１０年１月規則第１号（第９次改正）平成１６年９月規則第２号（第１０次改正） 

平成１９年２月規則第１号（第１１次改正） 

 （趣 旨） 

第１条 この規則は、田川地区斎場組合職員旅費支給条例（昭和５３年条例第７号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （日額旅費） 

第２条 職員が公務のために、管内を旅行（以下「管内出張」という。）したときは、別表に定める日額

旅費を支給する。 

２ 職員が同一要件で管内の市町村を経由し巡会した場合、最も遠隔地である市町村の日額旅費を支給す

る。ただし、全市町村を一巡した場合は、２，６００円を支給する。 

（平成１６年９月７日一部改正）（平成１９年２月９日一部改正） 

 （特定旅費） 

第３条 事務局長及び会計管理者が組合公務のため、管内（田川市を除く）を出張した場合は、特定旅費

８００円（英彦山に限り１，６００円）を支給する。 

２ 事務局長及び会計管理者が組合公務のため、田川市へ出張した場合は、田川市職員旅費支給条例施行

規則第１６条に適用される別表第２に定めるところにより支給する。 

（平成１６年９月７日一部改正）（平成１９年２月９日一部改正） 

 （出張命令） 

第４条 管内出張の命令については、管理者の委任を受けた職員がこれを行うものとする。 

 （補 則） 

第５条 この規則に定めるもののほか、職員の旅費の支給方法等については、田川市職員旅費支給条例施

行規則（昭和３０年規則第５号）の規定の例による。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、昭和５３年４月１日から適用する。 

   附 則（昭和５４年１月２０日規則第１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の田川地区斎場組合職員旅費支給条例施行規則別表の規定は、昭和５３年１０月１１日以後の

管内出張から適用し、同日前の管内出張については、なお従前の例による。 

   附 則（昭和５５年１０月２５日規則第２号） 
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１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の田川地区斎場組合職員旅費支給条例施行規則別表の規定は、５７年１０月３日以後の管内出

張から適用し、同日前の管内出張については、なお従前の例による。 

   附 則（昭和５８年２月５日規則第１号） 

１ この規則は公布の日から施行する。 

２ 改正後の田川地区斎場組合職員旅費支給条例施行規則別表の規定は、昭和５７年１０月１日以後の管

内出張から適用し、同日前の管内出張については、なお従前の例による。 

   附 則（昭和５９年１１月２０日規則第１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の田川地区斎場組合職員旅費支給条例施行規則別表の規定は、昭和５９年１０月１日以後の管

内出張から適用し、同日前の管内出張については、なお従前の例による。 

   附 則（昭和６１年１１月１３日規則第１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の田川地区斎場組合職員旅費支給条例施行規則別表の規定は、昭和６１年１１月１日以後の管

内出張から適用し、同日前の管内出張については、なお従前の例による。 

   附 則（平成２年１月１６日規則第１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の田川地区斎場組合職員旅費支給条例施行規則別表の規定は、平成２年１月１日の管内出張か

ら適用し同日前の管内出張については、なお従前の例による。 

   附 則（平成４年４月１６日規則第１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の田川地区斎場組合職員旅費支給条例施行規則別表の規定は、平成４年４月１日の管内出張か

ら適用し同日前の管内出張については、なお従前による。 

附 則（平成６年４月１１日規則第１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の田川地区斎場組合職員旅費支給条例施行規則別表の規定は、平成６年４月１日の管内出張か

ら適用し同日前の管内出張については、なお従前による。 

   附 則（平成１０年１月１６日規則第１号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

２ 改正後の田川地区斎場組合職員旅費支給条例施行規則別表の規定は、平成１０年１月１日の管内出張

から適用し同日前の管内出張については、なお従前の例による。 

   附 則（平成１６年９月７日規則第２号） 

 この規則は、平成１６年１０月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年２月９日規則第１号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

（別 表） 
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出 張 先 金  額 出 張 先  金  額 

田 川 市 ３３０円 大 任 町   ３３０円 

香 春 町 ５６０円  福智町（旧金田）   ７１０円 

 添 田 町 ５４０円  福智町（旧赤池）   ７８０円 

 川 崎 町 ３１０円 福智町（旧方城）   ７１０円 

 糸 田 町 ５６０円  赤   村   ５１０円 

      （平成１６年９月７日一部改正）（平成１９年２月９日一部改正） 
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田川地区斎場組合事務局設置条例施行規則 

 

昭和５４年４月２０日 

         規 則 第 ２ 号  

改正 昭和５５年４月規則第１号（第１次改正） 

平成５年２月規則第２号（第２次改正） 

平成８年３月規則第１号（第３次改正） 

平成１１年２月規則第１号（第４次改正） 

      平成１５年１１月規則第１号（第５次改正） 

                                        平成１９年１２月規則第１号(第６次改正) 

                                平成２１年４月規則第１号(第７次改正) 

                              令和５年６月規則第１号(第８次改正) 

                              令和６年１月規則第１号(第９次改正) 

 

 

（趣 旨） 

第１条 この規則は、田川地区斎場組合事務局設置条例（昭和５４年条例第１号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （事務局の所在） 

第２条 田川地区斎場組合事務局（以下「事務局」という。）は、田川市大字伊加利２１９１番地の１４田

川地区斎場組合斎場内に置く。 

 （事 務） 

第３条 事務局の事務は、次のとおりとする。 

（１） 条例及び規則等の制定並びに改廃に関すること。 

（２） 予算、決算に関すること。 

（３） 組合の運営、管理に関すること。 

（４） 組合議会に関すること。 

（５） その他組合の事務に関する一切のこと。 

 （職 員） 

第４条 事務局に所長、次長、場長、係長、主査、主任、指導員、主事、主事補の職員を置くことができ

る。 

２ 職員とは、田川地区斎場組合事務局に常勤する一般職の職員および再任用職員ならびに特に管理者が

認める会計年度任用職員をいう。 

（平成１９年１２月２８日一部改正） （平成２１年４月１日一部改正） （令和５年７月１日一部改正） 

（令和６年１月２２日一部改正） 

 （職 務） 
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第５条 所長は、上司の命を受け、斎場組合に関する事務及び業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

２ 次長は、所長を補佐し、所長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。 

３ 場長は、上司の命を受け、特定の分掌事務を掌理し、所長の職務を補佐する 

４ 係長は、上司の命を受け、事務及び業務を処理する。 

５ 主査は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。 

６ 主任は、上司の命を受け、事務又は技術を掌る。 

７ 指導員は、上司の命を受け、熟練を必要とする業務を処理する。 

８ 主事、主事補は、上司の命を受け、事務又は技術を掌る。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（昭和５５年４月１日規則第１号） 

 この規則は、昭和５５年４月１日から施行する。 

   附 則（昭和５年２月４日規則第２号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成８年３月１９日規則第１号） 

 この規則は、平成８年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１４年４月１日規則第１号） 

 この規則は、平成１４年４月１日から施行する。 

   附 則（平成１５年１１月２０日規則第１号） 

 この附則は、平成１５年１２月１日から施行する。 

   附 則（平成１９年１２月２８日規則第１号） 

 この附則は、公布の日から施行する。 

附 則 

この附則は、公布の日から施行し、令和５年７月１日から適用する。 
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田川地区斎場組合公印規則  

 

昭和５８年１１月１日 

規 則 第 ２ 号  

改正 平成４年７月規則第２号（第１次改正） 

平成５年５月規則第４号（第２次改正） 

平成１９年３月規則第２号（第３次改正） 

  

 （目 的） 

第１条 この規則は、別にさだめるものを除くほか、田川地区斎場組合の公印について必要な事項を定め

ることを目的とする。 

 （定 義） 

第２条 この規則で公印とは、文書に使用する組合印及び職印をいう。 

 （公印の形状、使用区分等） 

第３条 公印の名称、形状、使用区分及び保守者は、別表のとおりとする。 

 （公印の管守） 

第４条 公印は、当該管守者が厳正確実に管守しなければならない。 

２ 公印の管守者は、公印の取扱いを厳正にするため必要に応じて公印取扱責任者をおくことができる。 

 （公印の使用） 

第５条 公印を使用する場合は、決裁を受けた原議者及び捺印を必要とする文書を管守者又は公印取扱者

に提示して対照審査を受けたのち使用しなければならない。 

２ 公印は、別表に掲げる使用区分以外に使用してはならない。 

 （公印の持出使用禁止） 

第６条 公印は、管守者の指定する場所以外に持出して使用することはできない。ただし、特別の事由に

より指定の場所以外に持出して使用する必要のある場合は、公印借用票（様式第１号）に所要事項を記入

し、管守者の許可を受けて使用することができる。 

 （公印の新調、改刻又は廃棄） 

第７条 公印を新調、改刻又は廃棄しようとするときは、あらかじめ管理者に協議のうえ公印異動伺書（様

式第２号）により管理者の決裁を受けなければならない。 

 （公印の登録） 

第８条 公印は登録してからでなければ、使用することができない。 

２ 公印の登録を整理するため、組合事務局に公印台帳（様式第３号）を備えつけるものとする。 

 （公印の告示） 

第９条 管守者は、第７条の規定により公印の異動があったときは、ただちにこの旨を告示しなければな

らない。 

 （公印の事故の場合の措置） 
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第１０条 管守者は、管守中の公印をき損し又は亡失したときは、速やかにそのてん末を事務局長を経て

管理者に報告しなければならない。 

 

 

   附 則 

 この規則は公布の日から施行する。 

   附 則（平成４年７月８日規則第２号） 

 この規則は公布の日から施行する。 

   附 則（平成５年５月２６日規則第４号） 

 この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月１２日規則第２号） 

 この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 
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別 表 

 

種別 

公印 

名称 

 

印   影 

形   状 

寸   法 
数量 使用区分 管 守 者 

組 

合 

印 

 

組 

合 

印 

田 川 地 

区 斎 場 

組 合 印 

正 方 形 

 

20mm 

 

１ 

組合の 

一般文書用 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職 

 

 

 

 

 

 

 

 

印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

管

理

者

印 

 
 田

川

地

区 

斎

場

組

合 

管

理

者

印 

  

正 方 形 

 

20mm 

 

１ 

管理者の 

一般文書用 

 

事務局長 

 

議

会

議

長

印 

田 川 地 区 

斎 場 組 合 

議 会 議 長 

正 方 形 

 

20mm 

 

１ 

議会議長の 

一般文書用 

 

事務局長 

代

理

者

印 

管
理
者
職

務 

田川地区斎場 

組合管理者 

職務代理者印 

正 方 形 

 

20mm 

 

１ 

管理者職務 

代理者名の 

一般文書用 

 

事務局長 

 

事
務
局
長
印 

田 川 地 区 

斎 場 組 合 

事 務 局 長 印 

正 方 形 

 

18mm 

 

１ 

事務局長の 

一般文書用 

 

事務局長 

 

 

出
納
員
印 

田 川 地 区 

斎 場 組 合 

出 納 員 印 

正 方 形 

 

15mm 

 

１ 

出納員の 

出納事務用 

 

事務局長 

出
納
員
印 

分
任 

田 川 地 区 

斎 場 組 合  

分 任 出 納 員 

正 方 形 

 

15mm 

 

１ 

分任出納員 

の出納事務 

用 

 

事務局長 

者
印 

会
計
管 

田川地区斎 

場組合会計 

管理者印 

正 方 形 

 

20mm 

 

１ 

会計管理者の一

般文書用 
会計管理者 

委
員
印 

監
査 

 

田川地区斎 

場組合監査 

委員印 

正 方 形 

 

20mm 

１ 
監査委員の 

一般文書用 
事務局長 

印 管
理
者 

田川地区斎場 

組合管理者印 

証明専用 

正 方 形 

 

20mm 

１ 
火葬及び分骨証

明専用 
事務局長 

（平成１９年３月１２日一部改正） 
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様式第１号（第６条関係） 

          公 印 借 用 票            ＮＯ 

     

年  月  日 

 田川地区 

斎場組合 

係 場長 事務局長 

借用期間 

    借  用  年  月  日から 

    返済予定  年  月  日まで 

 

貸出 

    年  月  日 

取扱者 

 

受理 

    年  月  日 

取扱者 

公印名 

 

 

     個 

印影 （てん末） 

使用の場所 

 

使用目的（具体的に） 

 

使用者 

     職   氏名        印                

 

様式第２号（第７条関係）               新 調 

公 印 異 動 伺 書     改 刻 

                廃 止 

 

 

取扱責任者 管守者 係（合議課係） 事務局長 決裁 

印影（ひな型） 起案          年  月  日 

決裁          年  月  日 

登録          年  月  日 

告示          年  月  日 

公印の名称 種類           

刻字 印材 形状 

   型 

寸法 

ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 

数 

   個 

使用区分 

異動の理由 

管守場所 管守者 

職   氏名 

取扱責任者 

職   氏名 

備考 
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様式第３条（第８条関係） 

（表） 

公  印  台  帳 

新  調 ・ 改  刻 廃    止 

係 

 

場長 事務局長 係 場長 

 

事務局長 

 

 

新  調 ・ 改  刻 

決裁 

         年  月  日 

登録 

年  月  日 

告示 

         年  月  日 

公印の名称 種類 

一般公印 

専用公印 

理由 

 

廃    止 

印材 形状 

   形 

寸法 

ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 

数 

    個 

決裁 

         年  月  日 

使用区分 

 

登録   

         年  月  日 

告示 

         年  月  日 

管守場所 廃棄 

         年  月  日 

備考 理由 

         年  月  日 
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（裏） 

期       間 公 印 管 守 者  公 印 取 扱 責 任 者 

職 氏    名 職    氏    名 

  年  月  日から 

年  月  日まで 

    

    

  ・  ・   から 

  ・  ・   まで 

    

  ・  ・   から 

  ・  ・   まで 

    

  ・  ・   から 

  ・  ・   まで 

    

  ・  ・   から 

  ・  ・   まで 

    

  ・  ・   から 

  ・  ・   まで 

    

  ・  ・   から 

  ・  ・   まで 

    

  ・  ・   から 

  ・  ・   まで 

    

  ・  ・   から 

  ・  ・   まで 
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田川地区斎場組合斎場条例施行規則 

 

平成５年２月４日  

                     改正 平成１９年１２月規則第２号(第１次改正) 

（趣 旨） 

第１条 この規則は、田川地区斎場組合斎場条例（昭和５３年条例第３号。以下「条例」という。）に関

し必要な事項を定めるものとする。 

 （使用の申込み） 

第２条  条例第２条の規定により、斎場をしようする住民は、事前に２４時間電話対応する田川地区斎

場電話予約案内システムで利用日時の許可を受け、送信された予約通知書に必要事項を明記し、斎場

に送信しなければならない。なお、必要事項に明記した予約通知書が利用当日前日まだに斎場に返信

されない場合は、予約の誤りと判断し、利用許可を強制的に解除するものとする。 

(平成１９年１２月２８日一部改正) 

２ 管理者は、申請者から申込みがあった場合、正当な理由がなければ拒んではならない。  

ただし、管理者は、斎場利用時間の調整により、申請者に対し、利用時間を変更させることができる。 

 （使用の制限） 

第３条 管理者が、斎場の管理運営上、支障があると認めるときは、斎場を使用させないことができる。 

    附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 田川地区斎場組合管理者の職務を代理する副管理者の 

順序を定める規則 

 

平成５年８月２５日 

規 則 第 ４ 号 

  改正 平成１９年１２月規則第４号（第１次改正） 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１５２条第１項の規則に基づき、管理者の職務を代理する副

管理者の順序を次のように定める。 

 

 第１順位   関係市町村の長である組合の議員のうちから組合の議会の同意を得て管理者が選任し

た副管理者。 

 第２順位   管理者の属する関係市町村の副市町村長をもってあてられた副管理者。   

          (平成１９年１２月２８日一部改正) 

 

  附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

  附 則 (平成１９年１２月２８日規則第４号) 

この規則は、公布の日から施行する。 
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田川地区斎場組合職員の給与に関する条例施行規則 

 

平成１３年８月１日 

規 則 第 ２ 号 

改正 平成１９年１２月２８日(第１次改正) 

（趣 旨） 

第１条 この規則は、田川地区斎場組合職員の給与に関する条例（昭和５３年条例第６号。以下「条例」

という。）第２７条の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 （給与の差引支給の禁止） 

第２条 条例第２条に規定する職員（以下「職員」という。）の給与は、法律又は条例によって特に認め

られた場合を除くほか、その職員に支給すべき金額を差し引いて支給してはならない。 

２ 職員の給与は、法律又は条例によって特に認められた場合を除き、直接その職員に支払わなければな

らない。 

 （給料の支給） 

第３条 条例第８条に規定する給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者はその際給料

を支給し、給与期間中給料の支給日において離職し、又は死亡した職員には、支給日に支給する。 

２ 職員が会計を異にする異動をした場合において、発令の前日までの分の給料及び発令の当日以降の給

料の支給に関しては、田川地区斎場組合管理者（以下「管理者」という。）が定めるものとする。 

３ 職員が給与期間の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその給与期間の給料 

は、日割計算により支給する。 

（１） 休職にされ、又は休職の修了により復職した場合 

（２） 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第５５条の２第１項ただし書

に規定する許可（以下「専従許可」という。）を受け又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合 

（３） 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号。以下「育児休業法」という。）

第２条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の修了により職務に復帰した場合 

（４） 停職にされ、又は停職の修了により職務に復帰した場合 

４ 給与期間の初日から引き続いて休職され、専従許可を受け、育児休業法第２条の規定により育児休業

をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与

期間中の給料をその際支給する。 

 （給与の減額） 

第４条 条例第１０条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数はその給与

期間の全時間数によって計算し、この場合において１時間未満の端数を生じた場合は、その端数が３０分

以上のときは、１時間とし、３０分未満のときは切り捨てて計算するものとする。 

２ 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給料に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から

差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料か
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ら差し引くことができないときは、その他の末支給の給与から差し引くものとする。 

 （給料の特別調整額の支給範囲及び支給割合） 

第５条 条例第１２条に規定する給料の特別調整額の支給を受ける職員の範囲及び支給割合は、次表に掲

げるとおりとする。 

給 料 表          職 支 給 割 合 

給 料 表 事務局長 給料月額の１００分の１２ 

事務局次長及び係長 給料月額の１００分の９ 

２ 給料の特別調整額の支給を受ける職員が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった

場合（公務上の負傷又は疾病による場合を除く。）は、給料の特別調整額を支給しないものとする。 

３ 職員が、給料の特別調整額の支給を受けることができる職を兼ねたときは、その兼ねた職については

給料の特別調整額を支給しないものとする。 

 （扶養親族の届出及び認定） 

第６条 条例第１４条第１項に規定する届出は、扶養届出書により、扶養親族の実情を速やかに任命権者

に届け出なければならない。 

２ 任命権者は、前項の届出を受けたときは、扶養届出書記載の扶養親族が条例第１３条第２項に規定す

る要件を備えているかどうかを確かめて認定しなければならない。 

３ 任命権者は、次の各号に掲げる者を扶養親族とすることはできない。 

（１） 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者 

（２） その者の勤労所得（給与所得にあっては収入金額）資産所得、事業所得等の合計額が、年額１，３

００，０００円以上である者 

（３） 重度心身障害の場合は、前２号によるほか終身労務に服することができない程度でない者 

４ 職員が、他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、

その者の扶養親族として認定することができる。 

５ 任命権者は、前３項の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠

書類の提出を求めることができる。 

 （扶養手当の支給） 

第７条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。 

２ 扶養手当は、職員が次の各号に一に該当し、給料を減額されるときにおいても減額されない。 

（１） 特に承認なくして勤務しなかったため、条例第１０条の規定により給与を減額される場合 

（２） 法第２９条第１項の規定により、減給処分を受けた場合 

 （住居手当の適用除外職員） 

第８条 条例第１６条第１項に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。配偶者（婚

姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。）、父母又は配偶者の父

母で、職員の扶養親族たる者（条例第１３条に規定する扶養親族で条例第１４条第１項の規定による届出

がされている者に限る。以下同じ。）以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第１

号に揚げる住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居
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住している職員 

 （職員の所有に係る住宅に準ずる住宅） 

第９条 条例第１６条第２項に規定する「所有」に係る住宅については、次の各号に掲げる住宅を含むも

のとする。 

（１） 職員が所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅 

（２） 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅 

（３） その他管理者が定める住宅 

 （世帯主） 

第１０条 条例第１６条第２項に規定する「世帯主」とは、主としてその収入によって世帯の生計を支え

ている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は一親等の血族若

しくは婚族である者（以下「配偶者等」という。）が共有している住宅（管理者がこれに準ずると認める住宅

を含む。）に該当配偶者等が同居しているときは、これらの同居している者全員で一つの世帯を構成してい

るものとする。 

 （職員以外の当該住宅の新築者等） 

第１１条 条例第１６条第２項に規定する職員については、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各

号に揚げる者を含むものとする。 

（１） 第９条第２号に掲げる住宅  当該扶養親族たる者 

（２） 第９条第３号に掲げる住宅のうち別に定める住宅  管理者が定める者 

 （届 出） 

第１２条 新たに条例第１６条第１項及び第２項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を

具備していることを証明する書類を添付して、住居届書により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速

やかに任命権者に届けなければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の

所有関係等に変更があった場合においても、同様とする。 

２ 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速や

かに提出することをもって足りるものとする。 

 （確認及び決定） 

第１３条 任命権者は、職員から前条第１項に規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確

認し、その者が条例第１６条第１項及び第２項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住

居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。 

 （家賃の算定の基準） 

第１４条 第１２条第１項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合におい

て、家賃の額が明確でないときは、管理者の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものと

する。 

 （支給の始期及び終期） 

第１５条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第１６条第１項及び第２項職員たる要件を具備するに至

った日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、職員が同項に規
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定する要件を欠くに至った日の属する月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）をもって

終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第１２条第１項の規定による届出がこれに係る事実

の生じた日から１５日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が

月の初日であるときは、その日の属する月）から行うものとする。 

２ 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属す

る月の翌月（それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月）からその支給額を改定する。前項た

だし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。 

 （事後の確認） 

第１６条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第１６条第１項及び第２項の職員た

る要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものである。 

 （通勤の定義） 

第１７条 条例第１７条及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と田川

地区斎場組合施設（以下「組合施設」という。）との間を往復することをいう。 

２ 条例第１７条に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から組合施設までに至る経路のうち一般に利

用しうる最短の経路の長さによるものとする。 

 （届  出） 

第１８条 職員は、新たに条例第１７条第１項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届書に

より、通勤の実情等を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が住居、通勤経路若しく

は通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合についても同様とする。 

２ 職員は、前項後段に掲げる変更により条例第１７条第１項の職員でなくなった場合には、前項の例に

届け出なければならない。 

 （確認及び決定） 

第１９条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定

期乗車券（これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。）の掲示を求める等の方法により確認し、

その者が条例第１７条第１項の要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又

は改定しなければならない。 

 （運賃等相当額の算出基準） 

第２０条 条例第１７条第２項第１号に規定する運賃等相当額の算出は運賃、時間、距離等の事情に照ら

し最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。 

第２１条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの

通勤の方法を異にするものであってはならない。 

第２２条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次に各号による額の総額（その額に１円未満

の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。 

（１） 定期券を発行している交通機関等（一般乗合旅客自動車を除く。）を利用する区間（第３号に該当す

る区間を除く。）については、当該区間に係る通用期間１箇月の定期券の価額（価額の異なる定期券を発行し

ているときは、最も低廉となる定期券の価額）。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均１箇月当たりの



92 

 

通勤所有回数の少ないものについて、この額が次号による額を超えるときは、同号による額とする。 

（２） 前号に掲げる交通機関等以外の交通起案等を利用する区間（次号に該当する区間を除く。）について

は、当該区間についての通勤２１回分（交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均１箇月当たりの通勤所有

回数分）の運賃等の額であって、最も低廉となるもの 

（３） 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用するこ

とが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間１箇月の定期券

の価額（価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額） 

２ 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について前項各号による

額との均衝を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額（その額に１円未満の端数があるときは、

その端数を切り捨てた額）とする。 

３ 条例第１７条第１項第１号に掲げる職員が、配偶者である同項第２号に掲げる職員又は配偶者以外の

同一世帯の者が運転する自動車等により通勤する場合（以下「同乗」という。）の当該職員の通勤手当の

月額は、条例第１７条第２項第２号に該当する職員とみなして、同号に掲げる額を支給することができる。 

 （自動車等を使用する職員の通勤手当の額） 

第２３条 条例第１７条第２項第２号に規定する規則で定める通勤手当の月額は、次の表に定めるとおり

とする。 

 （交通の用具） 

第２４条 条例第１７条第１項第２号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。 

ただし、市の所有に属するものを除く。 

（１） 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の用具 

（２） 自転車（原動機付のものを除く。） 

 （支給の始期及び終期） 

第２５条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第１７条第１項の職員たる要件が具備されるに至った場

合においては、その日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から開始し、

通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡

した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の

       直線 

       距離 

 

区分 

１㎞ 

未満 

１㎞ 

以上 

1.5 ㎞ 

未満 

1.5 ㎞ 

以上 

2 ㎞ 

未満 

2 ㎞ 

以上 

3 ㎞ 

未満 

3 ㎞ 

以上 

4 ㎞ 

未満 

4 ㎞ 

以上 

5 ㎞ 

未満 

5 ㎞ 

以上 

6 ㎞ 

未満 

6 ㎞ 

以上 

7 ㎞ 

未満 

8 ㎞ 

以上 

自動車、原動機付自転車

その他の原動機付の交

通用具を使用する職員 

円 

2,400 

 

 円 

2,800 

 

 円 

3,200 

 

 円 

3,500 

 

 円 

3,800 

 

 円 

4,400 

 

 円 

4,700 

 

 円 

5,100 

 

 円 

5,500 

 

自動車を使用する職員

及び同乗により通勤す

る職員 

 

1,500 

 

 

1,700 

 

 

2,100 

 

 

2,400 

 

 

2,700 

 

 

3,100 

 

 

3,400 

 

 

3,800 

 

 

4,200 
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生じた日の属する月（これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）をもって終わる。ただし、

通勤手当の支給の開始については、第１８条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から１５日

を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月）から行うものとする。 

２ 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、

その事実の生じた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月）から支給額を改

定する、前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について

準用する。 

 （支給できない場合） 

第２６条 条例第１７条第１項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の１日から末日まで

の期間の全日数にわたって通勤にないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。 

 （確 認） 

第２７条 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る

事実確認ができない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給す

ることができるものとする。 

第２８条 任命権者は、現に通勤手当の支給方法を受けている職員について、その者が条例第１７条第１

項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券の

提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。 

 （時間外勤務手当の支給割合） 

第２９条 条例第１８条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定め

る割合とする。 

（１） 条例第１８条第１号に掲げる勤務  １００分の１２５ 

（２） 条例第１８条第２号に掲げる勤務  １００分の１３５ 

 （休日勤務手当の支給割合） 

第３０条 条例第１９条の規則で定める割合は、１００分の１３５とする。 

 （管理職員特別勤務手当の額） 

第３１条 条例第２０条第２項の規則で定める額は、次表のとおりとする。 

６時間以下 ６時間超 平日深夜

事務局長 ７，０００円 １０，５００円 ３，５００円

事務局次長 ６，０００円 ９，０００円 ３，０００円

勤務時間

   

    （令和２年６月 1 日一部改正） 

（期末手当の支給を受ける職員） 

第３２条 条例第２１条第１項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの

基準日に在職する職員（条例第２１条各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次の各号の掲げる職員以
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外の職員とする。 

（１） 無給休職者（法第２８条第２項第２号の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給

を受けていない職員をいう。） 

（２） 刑事休職者（法第２８条第２項第２号の規定により休職にされている職員をいう。） 

（３） 停職者（法第２９条第１項の規定により停職にされている職員をいう。） 

（４） 専従休職者（専従許可を受けている職員をいう。） 

（５） 育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員のうち、田川地区斎場組合職員の育児休

業に関する条例（平成４年条例第２号。以下「育児休業条例」という。）第６条第１項に規定する職員以

外の職員 

 （加算を受ける職員及び加算割合） 

第３３条 条例第２１条第４項の１００分の１５を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対

応する同表の加算割合欄に定める割合とする。 

（期末手当に係る在職期間） 

第３４条 条例第２１条第２項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とす

る。 

２ 前項の期間の算出については、次に掲げる期間を除算する。 

（１） 第３２条第３号及び第４号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間 

（２） 育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間については、その２

分の１の期間 

（３） 休職にされていた期間（公務傷病等により条例第２６条第１項の規定の適用を受ける休職者であった期間

を除く。）については、その２分の１の期間 

第３５条 前条第１項の在職期間には、次に掲げる期間を算入する。 

 ⑴ 基準日以前６か月以内の期間において、次に掲げる者（アに掲げる者にあっては法第２２条の２第

１項第２号の規定により採用された者に限る。）が条例の適用を受ける職員となった場合は、その期

間内においてそれらの者として在職した期間 

  ア 田川地区斎場組合会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例（令和元年条例第１

号）の適用を受ける者 

⑵ 基準日以前６か月以内の期間において、次に掲げる常勤の者が引き続き条例の適用を受ける職員と

なった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間 

  ア 国家公務員等 

  イ 他の地方公共団体の職員（期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間

を当該地方公共団体及び法人の職員としての在職期間に通算することを認めている地方公共団体

の職員であった者のうち、業務の必要上、当該地方公共団体及び法人との相互了解の下に行われる

計画的な人事交流により条例の適用を受ける職員となった者に限る。） 
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２ 前項の期間の算出については、前条第２項の規定を準用する。 

 （一時差止処分に係る在職期間） 

第３６条 条例第２２条及び第２３条（これらの規定を条例第２４条第５項及び第２６条第８項において準用す

る場合を含む。）に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。 

２ 前条第１号に掲げる者及び同条第２号ア、イに掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となった

場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。 

第３７条 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しな

ければならない。 

２ 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内

容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から２週間を経過した時に

文書の交付があったものとみなす。 

 （一時差止処分の取消しの申立ての手続等） 

第３８条 条例第２３条第２項（条例第２４条第５項及び第２６条第８項において準用する場合を含む。）の規定

による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければな

らない。 

 （一時差止処分の取消しの通知） 

第３９条 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やか

に、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。 

 （不服申立ての教示） 

第４０条 条例第２３条第５項（同条例第２４条第５項及び第２６条第８項において準用する場合を含む。）に規

定する説明書（次条において「処分説明書」という。）には、一時差止処分について、任命権者に対して

不服申立てをすることができる旨及び不服申立期間を記載しなければならない。 

 （その他の事項） 

第４１条 第３６条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定め

る。 

 （勤勉手当の支給を受ける職員） 

第４２条 条例第２４条第１項の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの

基準日に在職する職員（条例第２４条第５項において準用する同条例第２２条各号いずれかに該当する者を除く。）

のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。 

（１） 休職にされている者（公務傷病等による休職者を除く。） 

（２） 第３２条第３号又は第４号に該当する者 

（３） 育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第６条第２項に規

定する職員以外の職員 

第４３条 条例第２４条第２項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による

割合（以下次条において「期間率」という。）に別に定める職員の勤務成績による割合を乗じて得た割合

とする。 
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 （勤勉手当の期間率） 

第４４条 期間率は、基準日以前６箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定

める割合とする。 

 勤 務 期 間    割    合     

６箇月   １００分の１００ 

５箇月１５日以上６箇月未満   １００分の９５ 

５箇月以上５箇月１５日未満   １００分の９０ 

 ４箇月１５日以上５箇月未満   １００分の８０ 

 ４箇月以上４箇月１５日未満   １００分の７０ 

 ３箇月１５日以上４箇月未満   １００分の６０ 

 ３箇月以上３箇月１５日未満   １００分の５０ 

 ２箇月１５日以上３箇月未満   １００分の４０ 

 ２箇月以上２箇月１５日未満   １００分の３０ 

 １箇月１５日以上２箇月未満   １００分の２０ 

 １箇月以上１箇月未満   １００分の１５ 

 １５日以上１箇月未満   １００分の１０ 

 １５日未満   １００分の５ 

 ０   ０ 

（勤務手当に係る勤務時間） 

第４５条 前条に規定する勤務時間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。 

２ 前項の期間に算定については、次に掲げる期間を除算する。 

（１） 第３２条第３号又は第４号に掲げる職員として在職した期間 

（２） 育児休業法第２条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間 

（３） 休職にされていた期間（公務傷病等による休職者であった期間を除く。） 

（４） 条例第１０条の規定により給与を減額された期間 

（５） 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病又は通勤（地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第

１２１号）第２条第２項及び同条第３項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。）による負傷

若しくは疾病を除く。）により通勤しなかった期間から週休日及び田川地区斎場組合職員の勤務時間、休

暇等に関する条例施行規則（平成１３年規則第４号）第７条に規定する休日を除いた日が３０日を超える

場合には、その勤務しなかった全期間 

（６） 育児休業法第９条第１項の規定による部分休業の承認を受けて１日の勤務時間の一部について勤

務しなかった日が９０日を超える場合には、その勤務しなかった期間 

（７） 介護休暇の承認を受けて勤務しなかった者は、勤務しなかった期間から週休日並びに祝日法によ

る休日等及び年末年始の休日等を除いた日が３０日を超える場合には、その勤務しなかった全期間 

（８） 基準日以前６箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、

その全期間 
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第４６条 第３５条第１項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定

について準用する。この場合において、同項中「基準日以前３箇月以内（基準日が１２月１日であるとき

は、６箇月以内）の期間」とあるのは、「基準日以前６箇月以内の期間」と読み替えるものとする。 

２ 前項の期間の算定については、前条第２項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。 

 （端数計算） 

第４７条 条例第２１条第２項の期末手当基礎額又は条例第２４条第２項前段の勤勉手当基礎額に１円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

（死亡した職員の給与の支給） 

第４８条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。 

（１） 配偶者（届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。） 

（２） 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持し

ていた者 

（３） 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時、主としてその収入によって生計を維持していた者 

（４） 子、父母、祖父母及び兄弟姉妹で第２号に該当しない者 

２ 前項各号に掲げる者に対して給与を支払う順位は、同項各号の順位により、第２号及び第４号に掲げ

る者のうちにあっては、同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父

母を先にし、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母

の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。 

３ 給与の支給を受けるべき同順位の者が２人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するも

のとする。 

 （補 則） 

第５０条 この規則に定めるもののほか、職員の給与に関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

    附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成１３年８月１日から施行する。 

附 則(平成１９年１２月２８日規則第８号) 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

 

別表（第３１条関係） 

期 末 勤 勉 手 当 加 算 区 分 表 

   職       員    加 算 割 合      

 職務の級６級の職員 １００分の１０ 

 職務の級５級及び４級の職員 １００分の５ 

       (平成１９年１２月２８日一部改正) 
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備考 給料表における職務の級が４級である者のこの表の適用については、当分の間、当該年度の初日における在職

年数が７年未満の者にあっては適用しない。ただし、田川地区斎場組合の退職手当に関する条例の規定による在職期間

通算制度により在職期間が７年以上となる者については、この限りではない。 
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田川地区斎場組合職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 

平成２７年９月１日 

規則第１号 

                           全改 平成２７年９月規則第１号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、田川地区斎場組合職員の給与に関する条例（平成１３年条例第１号。以下「条例」

という。）第７条及び第２６条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 「職員」とは、条例の適用を受ける職員をいう。 

（２） 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更すること 

をいう。 

（３） 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更すること 

をいう。 

（４） 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数（この規則に 

おいてその年数に換算された年数を含む。）をいう。 

（５） 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。 

（６） 「在職年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。 

（７） 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。 

（級別職務分類） 

第３条 条例第５条第２項に規定する給料表の職務の級の分類は、別表第１のとおりとする。 

（級別資格基準表） 

第４条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、行政

職給料表級別資格基準表（別表第２。以下「級別資格基準表」という。）に定めるとおりとする。 

（級別資格基準表の適用方法） 

第５条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、学歴免許等の区分に応じて適

用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務

の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。 

２ 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等資格に応じて適用する

ものとし、当該学歴免許等欄の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合

を除き、別表第３に定める学歴免許等資格区分表（以下「学歴免許等資格区分表」という。）に定めると

ころによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等資格以外の資格によることがその者に有利であ

る場合には、その資格に応じた区分によることができる。 

（新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級） 
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第６条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級は、次により決定されるものとする。 

（１） その者の職務が別表第１に掲げられている職員の職務であるときは、当該職務の属する級 

（２） その者の職務が別表第１に掲げられていない職員の職務であるときは、当該職員の職務の複雑と

責任の度が同表のいずれの職員の職務に相当するかを判断することによって決定される級 

（初任給） 

第７条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第４に定める初任給基準表（以下

「初任給基準表」という。）によるものとし、その者の属する級に含まれる号給のうち、その者の有する

最も新しい学歴免許等の資格（最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資

格）に応じ、学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄

の区分に対応する額と同じ額の号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴

免許等の資格に対して、別表第５の修学年数調整表に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免

許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と

同じ額の号給の号数にその加減する年数の数に４を乗じて得た数を加減した数を号数とする号給の額を

もって同表の初任給欄の額とする。 

（初任給の調整） 

第８条 職員（初任給を次条の規定により決定された者を除く。）が経験年数（前条の規定により、初任

給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得した時以後、職員が職員と

して在職した年数（別表第６の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項にお

いて同じ。））を有するときは、前条の規定による号給の号数に、経験年数の月数を１２月で除して得た数

（１に満たない端数は切り捨てる。）に４を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもってその

者の初任給として受けるべき号給とすることができる。 

（初任給の特例） 

第９条 次に掲げる者から引き続き給料表の適用を受けることとなった職員又は特殊の技術、経験等を必

要とする職員であって、その号給の決定について前２条の規定による場合で、著しく他の職員との均衡を

失し、若しくはその採用が著しく困難になると認められるときは、あらかじめ管理者の承認を得てその者

の号給を決定することができる。 

（１） 国家公務員 

（２） 他の地方公共団体の職員 

（３） その他前２号に準ずると認められる者 

（昇格及び降格） 

第１０条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したと

きは、第６条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとす

る。 

（昇格の基準） 

第１１条 職員を１級上位の級に昇格させるのに必要とする資格は、その者の経験年数又は在級年数が級

別資格基準表に掲げる必要経験年数又は必要在級年数に達していなければならない。 
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２ 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において２年以上在級していなけ

れば昇格させることはできない。ただし、在級年数が２年に満たない者を職務の特殊性等により特に昇格

させる必要がある場合において、あらかじめ管理者の承認を得たときはこの限りではない。 

（昇格の特例） 

第１２条 前条の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ管理者の承認を得て、

その者の現に属する級より上位の級に昇格させることができる。 

（１） 職員が初任給基準表の学歴免許等の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の

級に昇格する資格を有するに至った場合 

（２） 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は著しい障害の状態となった場合 

（昇格の場合の号給） 

第１３条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応す

る別表第７に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。 

２ 前２条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が２級以上上位の職務の級への昇格であると

きにおける前項の規定の適用については、それぞれ１級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとし

て取り扱うものとする。 

３ 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前２項の規定にかかわら

ず、管理者の定める号給とする。 

（降格の場合の号給） 

第１４条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額

の号給（同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給）とする。 

２ 前項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの

規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。 

（給料表の適用を異にする異動） 

第１５条 職員を給料表の適用を異にする職務に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応

じて、異動後の職に従前から在職していたものとみなし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤

務成績を考慮して決定するものとする。 

（昇給日） 

第１６条 条例第７条第３項の規則で定める日は、第１９条又は第２０条に定めるものを除き、毎年４月

１日（以下「昇給日」という。）とする。 

（勤務成績の証明） 

第１７条 条例第７条第３項の規定による昇給（第１９条又は第２０条に定めるところにより行うものを

除く。）は、当該職員の勤務成績について、その者について監督する地位にある者の証明を得て行わなけ

ればならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。 

（職員の昇給区分及び昇給の号給数） 

第１８条 職員を条例第７条第３項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、第１７条に規定する勤務

成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める
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号給数とする。 

（１） 勤務成績が特に良好である職員 ５号給以上（条例第７条第５項の規定の適用を受ける職員にあ

っては、別表第９に定める号給） 

（２） 勤務成績が良好である職員 ４号給（条例第７条第５項の規定の適用を受ける職員にあっては、

別表第９に定める号給） 

（３） 勤務成績が良好であると認められない職員 ３号給以下（条例第７条第５項の規定の適用を受け

る職員にあっては、別表第９に定める号給） 

２ 管理者の定める事由以外の事由によって、昇給日前１年間（当該期間の中途において新たに職員とな

った者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下この条において「基準期間」

という。）の６分の１に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員については、前項第３号に

掲げる職員に該当するものとみなして、前項の規定を適用する。 

３ 前項の管理者の定める事由とは、次の各号に定める事由とするものとする。 

（１） 年次有給休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤（地方公務員災害補償法（昭和４２年法律第

１２１号）第２条第２項及び同条第３項に規定する通勤をいう。以下同じ。）による負傷若しくは疾病に

よる病気休暇及び特別休暇 

（２） 条例に基づく職務専念義務の免除 

（３） 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による休職 

（４） 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第１９条第１項に規定する部

分休業 

（５） 派遣職員の派遣 

４ 第２項に規定する基準期間の６分の１に相当する期間の日数は、週休日及び休日等を除いた現日数の

６分の１の日数（その日数に１日未満の端数があるときは、これを１日に切り上げた日数）とする。 

５ 第２項の規定を適用することとした場合に第１項第３号に掲げる職員に該当するものとみなされる

職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に同項同号に規定する昇給の号給数が著しく不

適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得て定める号給数と

する。 

６ 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第２２条の規定により号給を決定された職

員の昇給の号給数は、第１項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新

たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数（１月未満の端数がある

ときは、これを１月とする。）を１２月で除した数を乗じて得た数（１未満の端数があるときは、これを

切り捨てた数）に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員

は、昇給しない。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ市長の

承認を得て定める号給数とする。 

７ 第１項、第５項又は前項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号

給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給（当該昇給日に職務の級を異にする異動をした

職員にあっては、当該異動後の号給）の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の
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昇給の号給数は、第１項、第５項又は前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。 

（研修、表彰等による昇給） 

第１９条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、市長の定めるところに

より、当該各号に定める日に、条例第７条第３項の規定による昇給をさせることができる。 

（１） 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初

日までの日 

（２） 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は職務に

献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受け

た日から同日の属する月の翌月の初日までの日 

（３） 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 

退職の日 

（特別の場合の昇給） 

第２０条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい

障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、

管理者の定める日に、条例第５条第４項の規定による昇給をさせることができる。 

（最高号給を受ける職員についての適用除外） 

第２１条 第１６条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。 

（号給決定の特例） 

第２２条 現に職員である者が、上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合にお

いては、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。 

（復職時等における号給の調整） 

第２３条 休職にされ若しくは地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５５条の２第１項ただし書

に規定する許可（以下この条において「専従許可」という。）を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤

務しなかった職員が再び勤務するに至った場合（以下「復職等の日」という。）において、部内の他の職

員との均衡上必要があると認めるときは、休職期間、専従許可の有効期間、又は休暇の期間を別表第８に

定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして復

職等の日及び復職等の日後における最初の昇給日又はいずれかの日に市長の定めるところにより、昇給の

場合に準じてその者の号給を調整することができる。 

（給料の訂正） 

第２４条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合においては、あらかじめ管理者

の承認を得たときは、その訂正を将来に向かって行うことができる。 

（その他） 

第２５条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２７年８月１日から施行する。 
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別表第１（第３条及び第６条関係） 

級別職務分類表 

職務の級 職務 

１級 

２級 

主事 
 

３級 主任 

４級 係長 

５級 事務局次長 

６級 参事 

事務局長 

別表第２（第４条関係） 

級別資格基準表 

学歴免許等 職務の級 

１級 ２級 

大学卒   ４ 

０ ４ 

短大卒   ６ 

０ ６ 

高校卒   ８ 

０ ８ 

別表第３（第５条関係） 

学歴免許等資格区分表 

学歴免許等の資格の区分 学歴免許等の資格 

基準学歴区分 学歴区分 

１ 大学卒 １ 博士課程修了 (1) 学校教育法による大学院博士課程の修了 

(2) 外国における大学院博士課程等（大学院における修業年限３年以上となるものに限

る。）の修了（通算修学年数が１９年以上となり、かつ、博士の学位を取得した場合に限る。） 

２ 修士課程修了 (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 

(2) 外国における大学院修士課程等（大学院における修業年限１年以上となるものに限

る。）の修了（通算修学年数が１７年以上となり、かつ、修士の学位を取得した場合に限る。） 

３ 専門職学位課程

修了 

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 

４ 大学６卒 (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科（同法第８５条ただし書に規

定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下

同じ。）又は獣医学に関する学科（修業年限６年のものに限る。）の卒業 
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(2) 防衛医科大学校の卒業 

５ 大学専攻科卒 (1) 学校教育法による４年制の大学の専攻科の卒業 

(2) 独立行政法人水産大学校（旧水産大学校を含む。以下同じ。）専攻科（「大学４卒」を

入学資格とする修業年限１年以上のものに限る。）の卒業 

(3) 旧図書館職員養成所（「大学４卒」を入学資格とする修業年限１年以上のものに限る。）

の卒業 

６ 大学４卒 (1) 学校教育法による４年制の大学の卒業 

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業 

(3) 気象大学校大学部（修業年限４年のものに限る。）の卒業 

(4) 海上保安大学校本科の卒業 

(5) 独立行政法人大学評価・学位授与機構からの学士の学位の取得 

(6) 防衛大学校の卒業 

(7) 筑波大学理療科教員養成施設（旧東京教育大学附属の特殊教育教員養成施設及び理療

科教員養成施設を含むものとし、短期大学又は盲学校若しくは聾
ろう

学校の専攻科卒業後の２年

制の課程に限る。）の卒業 

(8) 独立行政法人水産大学校（「高校３卒」を入学資格とする４年制のものに限る。）の卒

業 

(9) 独立行政法人航空大学校（旧航空大学校を含むものとし、昭和６２年８月以降の「短

大２卒」を入学資格とする修業年限２年以上のものに限る。）の卒業 

(10) 外国における大学等の卒業（通算修学年数が１６年以上となるものに限る。） 

(11) 旧琉球教育法による大学の４年課程の卒業 

(12) 旧司法試験（平成１４年法律第１３８号附則第７条第１項の規定による司法試験及び

同法による改正前の司法試験法による司法試験をいう。以下同じ。）の第２次試験の合格 

(13) 平成１５年法律第６７号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第２

次試験の合格 

(14) 公認会計士法による公認会計士試験の合格 

(15) 保健師助産師看護師法による保健師学校、保健師養成所、助産師学校又は助産師養成

所（同法による看護師学校の卒業又は看護師養成所の卒業を入学資格とする修業年限１年以

上のものに限る。）の卒業 

(16) 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校若しくは職業能力開発総合大学校の

応用課程（「短大２卒」を入学資格とする修業年限２年以上のものに限る。）又は職業能力開

発総合大学校の長期課程（旧職業能力開発大学校の長期課程、旧職業訓練大学校の長期課程、

長期指導員訓練課程及び長期訓練課程並びに旧中央職業訓練所の長期訓練課程を含む。）の

卒業 

(17) 都道府県立農業者研修教育施設（農業改良助長法施行令第３条に基づき農林水産大臣

の指定する教育機関をいう。以下同じ。）の研究課程（「短大２卒」を入学資格とする修業年
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限２年のものに限る。）の卒業 

(18) 都道府県立農業講習施設（「短大２卒」を入学資格とする修業年限２年のものに限る。）

の卒業 

(19) 森林法施行令第９条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関（「短大２卒」

を入学資格とする修業年限２年のものに限る。）の卒業 

(20) 旧鯉淵学園専門課程（修業年限４年のものに限る。）の卒業 

(21) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第１種資格検定試験の合格 

２ 短大卒 １ 短大３卒 (1) 学校教育法による３年制の短期大学の卒業 

(2) 学校教育法による２年制の短期大学の専攻科の卒業 

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 

(4) 学校教育法による専修学校（年間授業時数６８０時間以上で修業年限３年以上の専門

課程に限る。）の卒業 

(5) 外国における大学、専門学校等の卒業（通算修学年数が１５年以上となるものに限る。） 

(6) 診療放射線技師法による診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所（いずれも「高

校３卒」を入学資格とする修業年限３年以上のものに限る。）の卒業 

(7) 昭和５８年法律第８３号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法に

よる診療放射線技師学校又は診療放射線技師養成所（いずれも診療エックス線技師学校又は

診療エックス線技師養成所の卒業を入学資格とする修業年限１年以上のものに限る。）の卒

業 

(8) 臨床検査技師等に関する法律による臨床検査技師学校又は臨床検査技師養成所（平成

１７年法律第３９号による改正前の臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律による臨床

検査技師学校又は臨床検査技師養成所を含むものとし、いずれも「高校３卒」を入学資格と

する修業年限３年以上のものに限る。）の卒業 

(9) 臨床工学技士法による臨床工学技士学校又は臨床工学技士養成所（いずれも「高校３

卒」を入学資格とする修業年限３年以上のものに限る。）の卒業 

(10) 理学療法士及び作業療法士法による理学療法士学校、理学療法士養成施設、作業療法

士学校又は作業療法士養成施設（いずれも「高校３卒」を入学資格とする修業年限３年以上

のものに限る。）の卒業 

(11) 視能訓練士法による視能訓練士学校又は視能訓練士養成所（いずれも「高校３卒」を

入学資格とする修業年限３年以上のもの又は「短大２卒」を入学資格とする修業年限１年以

上のものに限る。）の卒業 

(12) 言語聴覚士法による言語聴覚士学校又は言語聴覚士養成所（いずれも「高校３卒」を

入学資格とする修業年限３年以上のもの又は学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学

校、旧大学令に基づく大学若しくは言語聴覚士法第３３条第３号の規定に基づき厚生労働省

令で定める学校、文教研修施設若しくは養成所における１年（高等専門学校にあっては、４

年）以上の修業を入学資格とする修業年限２年以上のものに限る。）の卒業 
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(13) 義肢装具士法による義肢装具士学校又は義肢装具士養成所（いずれも「高校３卒」を

入学資格とする修業年限３年以上のものに限る。）の卒業 

(14) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律（以下「あん摩マッサー

ジ指圧師法」という。）による学校又は養成施設（いずれも「高校３卒」を入学資格とする

修業年限３年のものに限る。）の卒業 

(15) 柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設（いずれも「高校３卒」

を入学資格とする修業年限３年のものに限る。）の卒業 

(16) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所（いずれも「高校３卒」を

入学資格とする修業年限３年以上のものに限る。）の卒業 

(17) 都道府県立農業者研修教育施設の研究課程（「短大２卒」を入学資格とする修業年限

１年のものに限る。）の卒業 

(18) 旧鯉淵学園本科（修業年限３年のものに限る。）の卒業 

(19) 旧海技大学校本科の卒業 

(20) 旧国立養護教諭養成所設置法による国立養護教諭養成所の卒業 

(21) 旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法による国立工業教員養成所の卒

業 

(22) 旧図書館短期大学別科又は旧図書館職員養成所（いずれも「短大２卒」を入学資格と

する修業年限１年以上のものに限る。）の卒業 

２ 短大２卒 (1) 学校教育法による２年制の短期大学の卒業 

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科（２年制の短期

大学と同程度とみなされる修業年限２年以上のものに限る。）の卒業 

(4) 航空保安大学校本科の卒業 

(5) 海上保安学校本科の修業年限２年の課程の卒業 

(6) 学校教育法による大学の２年制の課程の修了及び同法による大学に２年以上在学して

６２単位以上の修得 

(7) 学校教育法による専修学校（年間授業時数６８０時間以上で修業年限２年以上の専門

課程に限る。）の卒業 

(8) 学校教育法による各種学校（「高校３卒」を入学資格とする修業年限２年以上の課程に

限る。）の卒業 

(9) 旧茨城総合高等職業訓練校原子力科（旧茨城総合職業訓練所原子力工業科を含むのも

とし、「高校３卒」を入学資格とする修業年限２年の課程に限る。）の卒業 

(10) 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構（旧独立行政法人農業・生物系特定産

業技術研究機構及び旧独立行政法人農業技術研究機構を含む。）の農業技術研修課程（農林

水産省（省名変更前の農林省を含む。）の旧野菜・茶業試験場、旧果樹試験場、旧園芸試験

場、旧野菜試験場又は旧茶業試験場の農業技術研修課程を含むものとし、いずれも「高校３
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卒」を入学資格とする修業年限２年以上のものに限る。）の卒業 

(11) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科の海技専攻課程（海上技術コース（航海）及

び同コース（機関）に限る。）及び海技課程専修科（旧独立行政法人海技大学校海上技術科、

旧独立行政法人海技大学校又は旧海技大学校の海技士科及び旧独立行政法人海員学校専修

科を含むものとし、「高校３卒」を入学資格とする修業年限２年のものに限る。）の卒業 

(12) 外国における大学、専門学校等の卒業（通算修学年数が１４年以上となるものに限

る。） 

(13) 旧琉球教育法による大学の２年課程の修了 

(14) 旧司法試験の第１次試験の合格 

(15) 平成１５年法律第６７号による改正前の公認会計士法による公認会計士試験の第１

次試験の合格 

(16) 栄養士法第２条第１項の規定による栄養士の養成施設（「高校３卒」を入学資格とす

る修業年限２年以上のものに限る。）の卒業 

(17) 昭和６０年法律第７３号による改正前の栄養士法による栄養士試験の合格 

(18) 歯科衛生士法による歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所（いずれも修業年限２年以

上のものに限る。）の卒業 

(19) 歯科技工士法による歯科技工士学校又は歯科技工士養成所（いずれも「高校３卒」を

入学資格とする修業年限２年以上のものに限る。）の卒業 

(20) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設（いずれも「中学卒」を入学資格

とする修業年限５年のものに限る。）の卒業 

(21) 昭和６３年法律第７１号による改正前のあん摩マッサージ指圧師法（以下「改正前の

あん摩マッサージ指圧師法」という。）による学校又は養成施設（いずれも「高校３卒」を

入学資格とする修業年限２年のもの又は「中学卒」を入学資格とする修業年限５年のものに

限る。）の卒業 

(22) 昭和６３年法律第７２号による改正前の柔道整復師法（以下「改正前の柔道整復師法」

という。）による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設（いずれも「高校３卒」を入学資

格とする修業年限２年のものに限る。）の卒業 

(23) 保健師助産師看護師法による看護師学校又は看護師養成所の進学課程（同法第２１条

第３号に該当する者に係る課程をいう。）の卒業 

(24) 職業能力開発促進法による職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校又は職業能

力開発総合大学校の専門課程（旧職業訓練短期大学校の専門課程、専門訓練課程及び特別高

等訓練課程を含むものとし、「高校３卒」を入学資格とする修業年限２年以上のものに限る。）

の卒業 

(25) 児童福祉法第１８条の６第１号に規定する保育士を養成する学校その他の施設（平成

１４年政令第２５６号による改正前の児童福祉法施行令第１３条第１項第１号に規定する

保育士（名称変更前の保母を含む。）を養成する学校その他の施設を含むものとし、「高校３
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卒」を入学資格とする修業年限２年以上のものに限る。）の卒業 

(26) 都道府県立農業者研修教育施設の養成課程（「高校３卒」を入学資格とする修業年限

２年以上のものに限る。）の卒業 

(27) 都道府県農業講習所（「高校３卒」を入学資格とする修業年限２年以上のものに限る。）

の卒業 

(28) 森林法施行令第９条の規定に基づき農林水産大臣の指定する教育機関（昭和５９年度

以降指定されたもので「高校３卒」を入学資格とする修業年限２年以上のものに限る。）の

卒業 

(29) 旧都道府県蚕業講習所（「高校３卒」を入学資格とする修業年限２年以上のものに限

る。）の卒業 

(30) 旧農民研修教育施設（農林水産大臣と協議して昭和５６年度以降設置された平成６年

法律第８７号による改正前の農業改良助長法第１４条第１項第３号に掲げる事業等を行う

施設で「高校３卒」を入学資格とする修業年限２年以上のものに限る。）の卒業 

(31) 旧都道府県林業講習所（「高校３卒」を入学資格とする修業年限２年以上のものに限

る。）の卒業 

(32) 旧航空大学校本科（「高校３卒」を入学資格とする修業年限２年以上のものに限る。）

の卒業 

(33) 昭和５８年法律第８３号による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法

による診療エックス線技師学校又は診療エックス線技師養成所の卒業 

(34) 海上保安学校灯台科（「高校３卒」を入学資格とする修業年限２年のものに限る。）の

卒業 

(35) 旧航空保安職員研修所本科（「高校３卒」を入学資格とする修業年限２年のものに限

る。）の卒業 

(36) 昭和４５年法律第８３号による改正前の衛生検査技師法による衛生検査技師学校又

は衛生検査技師養成所の卒業 

(37) 旧商船高等学校（席上課程及び実習課程を含む。）の卒業 

(38) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第２種資格検定試験の合格 

(39) 気象大学校大学部（昭和３７年３月３１日以前の気象庁研修所高等部を含むものと

し、修業年限２年のものに限る。）の卒業 

(40) 旧図書館職員養成所（「高校３卒」を入学資格とする修業年限２年以上のものに限る。）

の卒業 

３ 短大１卒 (1) 海上保安学校本科の修業年限１年の課程の卒業 

(2) 外国における専門学校等の卒業（通算修学年数が１３年以上となるものに限る。） 

(3) 海上保安学校の灯台科又は水路科（いずれも「高校３卒」を入学資格とする修業年限

１年のものに限る。）の卒業 

３ 高校卒 １ 高校専攻科卒 (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 
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(2) 学校教育法による専修学校（年間授業時数８００時間以上で修業年限１年以上の専門

課程に限る。）の卒業 

(3) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設（いずれも「中学卒」を

入学資格とする修業年限４年のものに限る。）の卒業 

(4) 改正前の柔道整復師法による柔道整復師学校又は柔道整復師養成施設（いずれも「中

学卒」を入学資格とする修業年限４年のものに限る。）の卒業 

(5) 昭和５８年文部省厚生省令第１号による改正前の歯科衛生士学校養成所指定規則によ

る歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の卒業 

２ 高校３卒 (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校（同法第７６条第２項に

規定する高等部に限る。）の卒業 

(2) 学校教育法による専修学校（年間授業時数６８０時間以上で修業年限３年以上の高等

課程に限る。）の卒業 

(3) 学校教育法による各種学校（「中学卒」を入学資格とする修業年限３年以上の課程に限

る。）の卒業 

(4) 高等学校通信教育規程による通信教育により高等学校卒業と同等の単位の修得 

(5) 高等学校卒業程度認定試験規則による高等学校卒業程度認定試験の合格（旧大学入学

資格検定規程による大学入学資格検定の合格を含む。） 

(6) 独立行政法人海技教育機構海技士教育科海技課程本科（旧独立行政法人海員学校本科

を含むものとし、「中学卒」を入学資格とする修業年限３年のものに限る。）の卒業 

(7) 外国における高等学校等の卒業（通算修学年数が１２年以上となるものに限る。） 

(8) 旧琉球教育法又は旧教育法による高等学校の卒業 

(9) あん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設（いずれも「中学卒」を入学資格

とする修業年限３年のものに限る。）の卒業 

(10) 昭和４１年厚生省令第１５号による改正前の歯科技工士養成所指定規則による歯科

技工士養成所（「中学卒」を入学資格とする修業年限３年以上のものに限る。）の卒業 

３ 高校２卒 (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 

(2) 学校教育法による専修学校（年間授業時数６８０時間以上で修業年限２年以上の高等

課程に限る。）の卒業 

(3) 学校教育法による各種学校（「中学卒」を入学資格とする修業年限２年以上の課程に限

る。）の卒業 

(4) 改正前のあん摩マッサージ指圧師法による学校又は養成施設（いずれも「中学卒」を

入学資格とする修業年限２年のものに限る。）の卒業 

(5) 旧電気事業主任技術者資格検定規則による第３種資格検定試験の合格 

４ 中学卒 中学卒 (1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校（同法第７６条第１項に規定する中学

部に限る。）の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 

(2) 学校教育法による専修学校（年間授業時数８００時間以上で修業年限１年以上の高等
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課程に限る。）の卒業 

(3) 外国における中学校の卒業（通算修学年数が９年以上となるものに限る。） 

(4) 旧琉球教育法又は旧教育法による中学校又は盲学校若しくは聾
ろう

学校の中学部の卒業 

(5) 旧海員学校（「中学卒」を入学資格とする修業年限１年又は２年のものに限る。）の卒

業 

   

 

 

別表第４（第７条関係） 

初任給基準表 

学歴免許 初任給 

大学卒 １級２１号給 

短大卒 １級１３号給 

高校卒 １級５号給 

別表第５（第７条関係） 

修学年数調整表 

学歴区分 修学年数 基準学歴区分 

大学卒 

（１６年） 

短大卒 

（１４年） 

高校卒 

（１２年） 

中学卒 

（９年） 

博士課程修了 ２１年 ＋５年 ＋７年 ＋９年 ＋１２年 

修士課程修了 １８年 ＋２年 ＋４年 ＋６年 ＋９年 

専門職学位課程修了 １８年 ＋２年 ＋４年 ＋６年 ＋９年 

大学６卒 １８年 ＋２年 ＋４年 ＋６年 ＋９年 

大学専攻科卒 １７年 ＋１年 ＋３年 ＋５年 ＋８年 

大学４卒 １６年   ＋２年 ＋４年 ＋７年 

短大３卒 １５年 －１年 ＋１年 ＋３年 ＋６年 

短大２卒 １４年 －２年   ＋２年 ＋５年 

短大１卒 １３年 －３年 －１年 ＋１年 ＋４年 

高校専攻科卒 １３年 －３年 －１年 ＋１年 ＋４年 

高校３卒 １２年 －４年 －２年   ＋３年 

高校２卒 １１年 －５年 －３年 －１年 ＋２年 

中学卒 ９年 －７年 －５年 －３年   

備考 

１ 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定

めるところによる。 

２ この表に定める年数（修学年数欄の年数を除く。）は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴
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免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数（以下

「調整年数」という。）を示す。この場合において「＋」の年数は加える年数を、「－」の年数は減ずる年

数を示す。 

３ 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区

分（その区分に属する学歴免許等の資格を含む。）が掲げられている場合におけるこの表の適用について

は、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同

欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は

初任給基準表の学歴免許欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるとき

はその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。 

別表第６（第８条関係） 

経験年数換算表 

経歴 換算率 

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業

体、政府機関若しくは外国政府の職員と

しての在職期間 

職員の職務とその種類が類似する職務

に従事した期間 

１００分の１００以下 

その他の期間 １００分の８０以下 

（部内の他の職員との均衡を著し

く失する場合は、１００分の１００

以下） 

民間における企業体、団体等の職員とし

ての期間 

職員としての職務にその経験が直接役

立つと認められる職務に従事した期間 

１００分の１００以下 

その他の期間 １００分の８０以下 

学校又は学校に準ずる教育機関におけ

る在学期間 

（正規の修学年数内の期間に限る。） 

  １００分の１００以下 

その他の期間 教育、医療に関する職務等特殊の知識、

技術又は経験を必要とする職務に従事

した期間で、その職務についての経験

が職員としての職務に直接役立つと認

められるもの 

１００分の１００以下 

技能、労務等の職務に従事した期間で、

その職務についての経験が職員として

の職務に役立つと認められるもの 

１００分の５０以下 

（部内の他の職員との均衡を著し

く失する場合は、１００分の８０以

下） 

その他の期間 １００分の２５以下 

（部内の他の職員との均衡を著し

く失する場合は、１００分の５０以
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下） 

備考 

１ 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務につい

ての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの」の区分の適用を受ける期間のうち、技能、労務

等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間に対するこの表の適用につ

いては、同区分に対応する換算率欄の率を１００分の８０以下（部内の他の職員との均衡を著しく失する

場合は、１００分の１００以下）とする。 

２ 経歴欄の左欄の「その他の期間」の区分中「その他の期間」の区分の適用を受ける期間のうち、職員

としての職務に役立つと認められる期間で任命権者が定めるものに対するこの表の適用については、同区

分に対応する換算率欄の率を任命権者が別に定める。 

 

 

 

 

別表第７（第１３条関係） 

行政職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受けていた号給 昇格後の号給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

１ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ １ １ 

１０ １ １ １ ２ ２ １ 

１１ １ １ １ ３ ３ １ 

１２ １ １ １ ４ ４ １ 

１３ １ １ １ ５ ５ １ 

１４ １ １ １ ６ ６ ２ 

１５ １ １ １ ７ ７ ３ 

１６ １ １ １ ８ ８ ４ 

１７ １ １ １ ９ ９ ５ 
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１８ １ ２ ２ １０ １０ ６ 

１９ １ ３ ３ １１ １１ ７ 

２０ １ ４ ４ １２ １２ ８ 

２１ １ ５ ５ １３ １３ ９ 

２２ １ ６ ６ １４ １４ １０ 

２３ １ ７ ７ １５ １５ １１ 

２４ １ ８ ８ １６ １６ １２ 

２５ １ ９ ９ １７ １７ １３ 

２６ １ １０ １０ １８ １８ １４ 

２７ １ １１ １１ １９ １９ １５ 

２８ １ １２ １２ ２０ ２０ １６ 

２９ １ １３ １３ ２１ ２１ １７ 

３０ １ １４ １４ ２２ ２２ １８ 

３１ １ １５ １５ ２３ ２３ １９ 

３２ １ １６ １６ ２４ ２４ ２０ 

３３ １ １７ １７ ２５ ２５ ２１ 

３４ ２ １８ １８ ２６ ２６ ２１ 

３５ ３ １９ １９ ２７ ２７ ２２ 

３６ ４ ２０ ２０ ２８ ２８ ２２ 

３７ ５ ２１ ２１ ２９ ２９ ２３ 

３８ ６ ２２ ２２ ３０ ３０ ２３ 

３９ ７ ２３ ２３ ３１ ３１ ２４ 

４０ ８ ２４ ２４ ３２ ３２ ２４ 

４１ ９ ２５ ２５ ３３ ３３ ２５ 

４２ １０ ２６ ２６ ３４ ３４ ２５ 

４３ １１ ２７ ２７ ３５ ３５ ２６ 

４４ １２ ２８ ２８ ３６ ３６ ２６ 

４５ １３ ２９ ２９ ３７ ３７ ２７ 

４６ １４ ３０ ３０ ３８ ３８ ２７ 

４７ １５ ３１ ３１ ３９ ３９ ２８ 

４８ １６ ３２ ３２ ４０ ４０ ２８ 

４９ １７ ３３ ３３ ４１ ４１ ２９ 

５０ １８ ３４ ３４ ４２ ４１ ２９ 

５１ １９ ３５ ３５ ４３ ４２ ２９ 

５２ ２０ ３６ ３６ ４４ ４２ ３０ 
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５３ ２１ ３７ ３７ ４５ ４３ ３０ 

５４ ２２ ３８ ３８ ４６ ４３ ３０ 

５５ ２３ ３９ ３９ ４７ ４４ ３１ 

５６ ２４ ４０ ４０ ４８ ４４ ３１ 

５７ ２５ ４１ ４１ ４９ ４５ ３１ 

５８ ２５ ４１ ４２ ５０ ４５ ３２ 

５９ ２６ ４２ ４３ ５１ ４６ ３２ 

６０ ２６ ４２ ４４ ５２ ４６ ３２ 

６１ ２７ ４３ ４５ ５３ ４７ ３２ 

６２ ２７ ４３ ４５ ５４ ４７ ３３ 

６３ ２８ ４４ ４５ ５５ ４８ ３３ 

６４ ２８ ４４ ４６ ５６ ４８ ３３ 

６５ ２９ ４５ ４６ ５７ ４９ ３３ 

６６ ２９ ４５ ４６ ５８ ４９ ３４ 

６７ ３０ ４６ ４７ ５９ ５０ ３４ 

６８ ３０ ４６ ４７ ６０ ５０ ３４ 

６９ ３１ ４７ ４７ ６１ ５０ ３４ 

７０ ３１ ４７ ４８ ６２ ５０ ３５ 

７１ ３２ ４８ ４８ ６３ ５０ ３５ 

７２ ３２ ４８ ４８ ６４ ５１ ３５ 

７３ ３３ ４９ ４９ ６５ ５１ ３５ 

７４ ３３ ４９ ４９ ６６ ５１ ３６ 

７５ ３３ ４９ ４９ ６７ ５１ ３６ 

７６ ３４ ４９ ５０ ６８ ５１ ３６ 

７７ ３４ ５０ ５０ ６８ ５２ ３７ 

７８ ３４ ５０ ５０ ６８ ５２ ３７ 

７９ ３５ ５０ ５１ ６９ ５２ ３７ 

８０ ３５ ５０ ５１ ６９ ５２ ３８ 

８１ ３５ ５１ ５１ ６９ ５２ ３８ 

８２ ３６ ５１ ５２ ７０ ５３ ３８ 

８３ ３６ ５１ ５２ ７０ ５３ ３９ 

８４ ３６ ５１ ５２ ７０ ５３ ３９ 

８５ ３７ ５２ ５３ ７１ ５３ ３９ 

８６ ３７ ５２ ５３ ７１ ５５ ４０ 

８７ ３８ ５２ ５３ ７１ ５６ ４０ 
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８８ ３８ ５２ ５３ ７２ ５６ ４０ 

８９ ３９ ５３ ５４ ７３ ５７ ４１ 

９０ ３９ ５３ ５４ ７４ ５８  

９１ ４０ ５３ ５４ ７５ ５９  

９２ ４０ ５３ ５４ ７６ ６０  

９３ ４１ ５３ ５５ ７７ ６１  

９４  ５４ ５５ ７８ ６２  

９５  ５４ ５５ ７９ ６３  

９６  ５４ ５５ ８０ ６４  

９７  ５４ ５５ ８１ ６５  

９８  ５４ ５６ ８２ ６６  

９９  ５５ ５６ ８３ ６７  

１００  ５５ ５６  ６８  

１０１  ５５ ５６  ６９  

１０２  ５５ ５６  ７０  

１０３  ５５ ５７  ７１  

１０４  ５６ ５７  ７２  

１０５  ５６ ５７  ７３  

１０６  ５６ ５７    

１０７  ５６ ５７    

１０８  ５６ ５８    

１０９  ５６ ５８    

１１０  ５７ ５８    

１１１  ５７ ５８    

１１２  ５７ ５８    

１１３  ５７ ５９    

１１４  ５７     

１１５  ５７     

１１６  ５８     

１１７  ５８     

１１８  ５８     

１１９  ５８     

１２０  ５８     

１２１  ５８     

１２２  ５９     
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１２３  ５９     

１２４  ５９     

１２５  ５９     

備考 

これらの表の昇格後の号給欄中「２級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。 

別表第８（第２３条関係） 

休職期間等換算表 

休職等の期間 換算率 

地方公務員法第２８条第２項第１号の規定による休職（公務上の負傷若しくは

疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。）又は公務上の負傷若

しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 

３分の３以下 

派遣職員の派遣の期間 

専従許可の有効期間 ３分の２以下 

地方公務員法第２８条第２項第１号の規定による休職（公務上の負傷若しくは

疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。）又は公務外の負傷若

しくは疾病による休暇（通勤による災害に係るものを除く。）の期間 

３分の１以下（結核性疾患による

ものである場合にあっては２分の

１以下、部内の他の職員との均衡

を著しく失する場合にあっては３

分の３以下とすることができる。） 

地方公務員法第２８条第２項第２号の規定による休職の期間（無罪判決を受け

た場合の休職の期間に限る。） 

３分の３以下 

田川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第４号）第１６条

に規定する介護休暇の期間 

２分の１以下 

備考 

派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。 

別表第９（第１８条関係） 

昇給区分 特に良好 良好 良好でない 

２号給以上 ０ ０ 
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田川地区斎場組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則 

平成１３年８月１日 

規 則 第 ４ 号 

改正 平成１９年１２月規則第１０号(第１次改正) 

（目的） 

第１条 この規則は、田川地区斎場組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１３年条例第２号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 （１週間の勤務時間） 

第２条 条例第３条第１項の規則で定める勤務時間は、１週間あたり４０時間とする。 

 （勤務時間の割振りの基準） 

第３条 前条に規定する勤務時間は、１日につき８時間となるように、午前８時３０分から午後５時ま

でとする。 

   (平成１９年１２月２８日一部改正) 

 （特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準） 

第４条 任命権者は、条例第５条第２項本文の定めるところに従い週休日（条例第４条第１項に規定す

る週休日をいう。以下同じ。）及び勤務時間の割振りを定める場合には、４週間ごとの期間についてこれ

を定め、当該期間内に８日の週休日を設け、かつ、勤務日（条例第６条に規定する勤務日をいう。次項及び次

条において同じ。）が引き続き１２日を超えないようにしなければならない。 

２ 任命権者は、条例第５条第２項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定め

る場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。 

（１） 週休日が毎４週間につき４日以上となるようにし、かつ、当該期間につき１週間当たりの勤務

時間が４２時間を超えないこと。 

（２） 勤務日が引き続き１２日を超えないこと。 

（３） １回の勤務に割り振られる勤務時間が１６時間を超えないこと。 

  （週休日の振替等） 

第５条 条例第６条に規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする

４週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする８週間後の日までの期間とす

る。 

２ 任命権者は、週休日の振替（条例第６条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割

り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項に

おいて同じ。）又は半日勤務時間の割振り変更（同条の規定に基づき勤務日（半日勤務時間のみが割り振

られている日を除く。以下この条において同じ。）のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをや

めて当該半日勤務時間を条例第６条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下

この条において同じ。）を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更（以下「週休日の

振替等」という。）を行った後において、週休日が毎４週間につき４日以上となるようにし、かつ、勤務

日等（条例第１１条に規定する勤務日等をいう。第１０条第１項において同じ。）が引き続き２４日を超
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えないようにしなければならない。 

３ 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第１項に規定する期間内にある勤務日の

始業の時刻から連続し、又は終業の時刻までに連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わな

ければならない。 

  （休憩時間） 

第６条 職員の休憩時間は、月曜日から金曜日までの正午から午後零時３０分までとする。 

２ 任命権者は、職員の勤務の特殊性その他の理由により、前項に規定する休憩時間により難いと認め

る場合にあっては、管理者の承認を得て、休憩時間を変更することができる。 

    (平成１９年１２月２８日一部改正) 

  （休息時間の基準） 

第７条 条例第８条に規則で定める休息時間の基準は、所定の勤務時間のうち、おおむね４時間につき

１５分とする。 

  （正規の勤務時間以外の時間に勤務を命ずる際の考慮） 

第８条 任命権者は、条例第９条第２項の規定に基づき正規の勤務時間以外の時間において職員に勤務

することを命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。 

  （代休日の指定） 

第９条 条例第１１条第１項の規定に基づく代休日（同項に規定する代休日をいう。以下同じ。）の指定

は、勤務することを命じた休日を起算日とする８週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割

り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振われた勤務日等（休日を除く。）について行わなけ

ればならない。 

２ 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しな

いものとする。 

３ 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、管理者が別に定める。 

  （年次有給休暇の日数） 

第１０条 条例第１３条第１項の規則で定める日数（当該年の中途において新たに職員となった者に付与する

年次有給休暇の日数をいう。）は、次に掲げる日数とする。 

採用の日 
１

月 

２

月 

３

月 

４

月 

５

月 

６

月 

７

月 

８

月 

９

月 

10

月 

11

月 

12

月 

年次有給休暇日

数 

20

日 

18

日 

17

日 

15

日 

13

日 

12

日 

10

日 

８

日 

７

日 

５

日 

３

日 

２

日 

 

２ 年次有給休暇、時間を単位として与えることができる。 

３ 時間を単位として与えられた年次有給休暇を換算する場合は、８時間をもって１日とする。 

 （年次有給休暇の繰越し） 

第１１条 条例第１３条第２項の規定で定める日数は、一の年における年次有給休暇の残日数が２０日

を超えない職員にあっては当該残日数（１日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数）、２０日を超え
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る職員にあっては２０日とする。 

 （病気休暇） 

第１２条 職員が公務又は通勤（地方公務員災害補償法。昭和４２年法律第１２１号）第２条第２項及

び同場第３項に規定する通勤をいう。）による負傷又は疾病と認定され、かつ、任命権者が承認したとき

は、治療を要する程度に応じ病気休暇を与え、その期間は、出勤したものとみなす。 

２ 任命権者は、前項以外の負傷又は疾病のため医師の診断書に基づき療養を要する者と承認したとき、

病気休暇を与える。 

３ 前項の病気休暇の期間は、結核性疾患については１年以内、その他の負傷又は疾病については３月

以内とする。 

４ 職員が前項の病気休暇中においても勤務に支障がないと認められるときは、任命権者は、直ちに休

暇を取り消し職務に復帰させなければならない。 

５ 職務に復帰した職員が、復帰した日から１年以内に再び同一疾病により再度療養を要する者と承認

（第２項に規定する承認をいう。）された場合は、その前後の病気休暇を与えられた職員は、その前後の

病気休暇の期間はこれを通算する。 

６ 病気休暇を与えられた職員は、療養に専念しなければならない。 

 （特別休暇） 

第１３条 条例第１５条に規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に

掲げる期間とする。 

（１） 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ない

と認められるとき、必要と認められる期間 

（２） 職員が証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭

する場合、必要と認められる期間 

（３） 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出

を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該

申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要

と認められる期間 

（４） 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務

しないことが相当であると認められるとき。 結婚の日前５日から当該結婚の日後１月を経過する日ま

での間の連続６日（週休日及び休日を除く。）の範囲内に期間 

（５） 母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）に規定する保健指導又は健康診査を受けるとき 必要と

認められる期間 

（６） 生理日において勤務することが著しく困難であると申し出たとき。 ３日の範囲内の期間 

（７） 妊娠中の女子職員がつわりのため勤務することが困難と申し出たとき。 一妊娠期間中通算し

て１４日の範囲内の期間 

（８） ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定である女子職員が申し出た場

合  出産の日までの申し出た期間 



121 

 

（９） 女子職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間（産前の休暇残日数

を産後に繰り延べることができる。） 

（１０） 生後１年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う

場合 １日２回それぞれ３０分以内の期間（男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員

がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇（これに相当する休暇を含む。）を承認され、又

は労働基準法（昭和２２年法律第４９号）第６７条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、

１日２回それぞれ３０分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間） 

（１１） 職員の妻（届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）が出産する場合で、

職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められ

るとき 出産の日から１４日以内に３日の範囲内の期間 

（１２） 職員の親族（表に掲げる親族に限る。）が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死

亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき親族に応じ次の

表の日数欄に掲げる連続する日数の範囲内の期間 

親     族         日               数        

  配   偶   者 １０日 

 

血 

 

族 

 

父       母 

子 

祖   父   母 

    孫 

兄  弟   姉   妹 

お じ 又は お ば 

 ７日 

 ７日 

 ３日 

 ３日 

 ３日 

 １日 

姻 

族 

配偶者の父母  ３日（職員と生計を一にしていた場合にあっては、７日） 

（１３） 職員が父母（実父母、養父母又は同一生計の義父母をいう。）の追悼のための特別な行事のため勤

務しないことが相当であると認められる場合、１日の範囲内の期間 

（１４） 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務

しないことが相当であると認められる場合、一の年の７月から９月までの期間内における、週休日、休日

及び代休日を除いて原則として連続する３日の範囲内の期間 

（１５） 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当

該住民の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 必要と認められる期間 

（１６） 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である

と認められる場合 必要と認められる期間 

（１７） 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するた

め勤務しないことがやむを得ないと認める場合 必要と認められる期間 

（１８） その他管理者が必要と認める場合 承認された期間 

 （介護休暇） 
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第１４条 条例第１６条第１項の規則で定める者は、次に掲げる者であって職員と同居しているものとす

る。 

（１） 祖父母及び兄弟姉妹 

（２） 父母の配偶者 

（３） 配偶者の父母の配偶者 

（４） 子の配偶者 

（５） 配偶者の子 

（６） 孫（その父母のいずれもが死亡している者に限る。） 

２ 条例第１６条第１項の規則で定める期間は、２週間以上の期間とする。 

３ 介護休暇の単位は、１日又は１時間とする。 

４ １時間を単位とする介護休暇は、１日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した

４時間の範囲内とする。 

 （病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認） 

第１５条 条例第１７条の規則で定める承認は、次に定めるところによる。 

（１） 任命権者は、病気休暇又は特別休暇の請求について、第１２条に定める場合又は第１３条各号に

掲げる場合に当該すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があ

り、他の時期においても当該休暇の目的を達すことができると認められる場合は、この限りでない。 

（２） 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第１６条第１項に定める場合に該当すると認めると

きは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る時期のうち公務の運営に支障がある日又

は時間については、この限りでない。 

 （年次有給休暇等の請求） 

第１６条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ年次有給休

暇消化簿等又は休暇経伺簿に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他や

むを得ない事由によりあらかじめ請求ができなかった場合には、事後速やかに承認を求めなければならな

い。 

２ 介護休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日か

ら起算して１週間前の日までに休暇経伺簿に記入して任命権者に請求しなければならない。 

３ 前項の場合において、条例第１６条第２項に規定する介護を必要とする一の継続する状態について初

めて介護休暇の承認を受けようとするときは、２週間以上の期間において一括して請求しなければならな

い。 

 （休暇の承認の決定等） 

第１７条 前条第１項又は第２項の請求があった場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうか

を決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。 

２ 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めると

きは、証明書類の提出を求めることができる。 

 （出勤簿等） 
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第１８条 職員は、出勤したときは自ら出勤カードに打刻し、又は出勤簿に押印しなければならない。 

２ 前項に規定する出勤カード等の取扱いについては、別に定める。 

 （届出） 

第１９条 職員が氏名又は住所を変更した場合は、速やかに書面をもって、任命権者に届け出なければな

らない。 

 （非常災害の場合の措置等） 

第２０条 職員は組合施設又はその付近において非常災害が発生した場合は、速やかに参集して警戒防備

に従事し、管理者の指揮に服さなければならない。 

２ 前項に規定する非常災害により、組合施設に危険があると認めたときは、非常持出書類、諸帳簿、庁

用器具等を搬出するようにしなければならない。 

 （委任） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、管理者が別に定

める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成１３年８月１日から施行する。 

   附 則(平成１９年１２月２８日規則第１０号) 

  この規則は、公布の日から施行する。 
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田川地区斎場組合職員の育児休業に関する条例施行規則 

 

平成１３年８月１日 

規 則 第 ５ 号 

 （趣 旨） 

第１条 この規則は、田川地区斎場組合職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第２号。以下「条

例」という。）第１２条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

 （育児休業の承認の請求手続き） 

第２条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により、育児休業を始めようとする日の１ヵ月

前までに行うものとする。 

２ 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当

該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。 

 （育児休業の期間の請求手続） 

第３条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。 

 （子が死亡した場合の届出） 

第４条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なくその旨を任命権者に届け出なけれ

ばならない。 

（１） 育児休業に係る子が死亡した場合 

（２） 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合 

（３） 育児休業に係る子を養育しなくなった場合 

（４） 条例第５条に規定する事由が生じた場合 

２ 前項の届出は、養育状況変更届により行うものとする。 

３ 第２条第２項の規定は、第１項の届出について準用する。 

 （部分休業の承認の請求手続） 

第５条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書により行うものとする。 

２ 第２条第２項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。 

 （勤務した期間に相当する期間） 

第６条 条例第５条の２第１項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承

認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。 

（１） 地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年規則第１１０号）第２条の規定により育児休

業をしていた期間 

（２） 田川地区斎場組合職員の給与に関する条例施行規則（平成１３年規則第２号）第３２条第３号

又は第４号に掲げる職員として在職した期間 

（３） 休職されていた期間（公務傷病等により田川地区斎場組合職員の給与に関する条例（昭和１３

年条例第１号）第２６条第１項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。） 

  （雑 則） 
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第７条 育児休業承認申請書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、任命権者が別に定め

る。 

   附 則 

  （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、平成１３年８月１から適用する。 
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田川地区斎場組合会計管理者の事務の補助及び委任に関する規則 

 

平成１２年１２月２８日 

規 則 第 １ 号 

 改正 平成１９年１２月規則第６号(第１次改正) 

（設置及び事務） 

第１条 本組合に会計管理者の事務を補助する者として、別表に掲げる出納員、分任出納員及び会計職員

を置き、当該別に掲げる事務を取り扱わせるものとする。 

（委任） 

第２条 会計管理者は、前条の規定により出納員に取り扱わせる事務のうち、現金（現金に代えて納付さ

せる証券を含む。）の出納及び保管に関する事務については、当該出納員に委任しなければならない。 

２ 前項の規定により委任を受けた出納員（以下「委任出納員」という。）は、その委任を受けた事務の

一部を所属の分任出納員に委任しなければならない。 

 （委任事務の検査） 

第３条 会計管理者は、毎会計年度１回、期日を定めて委任出納員等の事務について、出納に関する書類、

帳簿等により検査しなければならない。 

附 則 

この規則は、公布の日からこれを施行する。 

  附 則(平成１９年１２月２８日規則第６号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

 

別 表 

 

出納員 取 扱 事 務 分任出納員及び会計職員 取 扱 事 務 

会計課長である

出納員 

指定金融機関田川市役所本庁内

派出所の出納取扱時間外に関す

る事務 

会計課の所掌に係る物品の出納

及び保管に関する事務 

会計課所属の吏員その他の職員

である分任出納員及び会計職員 

会計課の所掌に係る会計事

務 

事務局長である

出納員 

事務局の所掌に係る使用料等の

納入金の収入及び保管に関する

事務 

事務局の所掌に係る物品の出納

及び保管に関する事務 

事務局所属の吏員その他の職員

である分任出納員 

事務局長である出納員が取

り扱う事務及び財産の記録

管理に関する事務の一部 
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田川地区斎場組合会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する 

条例施行規則 

                       令和２年５月１日 

                         規 則 第 ２ 号 

（趣旨）  

第１条 この規則は、会計年度任用職員給与条例の規定に基づき、会計年度任用職員の給与、費用弁償及

び旅費の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴ 会計年度任用職員給与条例 田川地区斎場組合会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関す

る条例（令和元年条例第１号）をいう。 

 ⑵ 会計年度任用職員 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２２条の

２第１項第１号に規定する職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」という。）及び同項第２号

に規定する職員（以下「フルタイム会計年度任用職員」という。）をいう。 

 ⑶ 給与条例 田川地区斎場組合職員の給与に関する条例（平成１３年条例第１号）をいう。 

 ⑷ 一般職の職員 給与条例の適用を受ける職員をいう。 

 ⑸ 給与規則 田川地区斎場組合職員の給与に関する条例施行規則（平成１３年規則第２号）をいう。 

⑹ 会計年度任用職員勤務時間規則 田川地区斎場組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に

関する規則（令和２年規則第１号）をいう。 

（時間外勤務手当に相当する報酬の額） 

第３条 会計年度任用職員給与条例第８条第２号に規定する任命権者が定める勤務時間（以下「正規の勤

務時間」という。）を超えて勤務した時間に対して、会計年度任用職員給与条例第１１条に規定する勤

務１時間当たりの報酬の額（以下「勤務１時間当たりの報酬の額」という。）に乗じる割合は、次の各

号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。 

 ⑴ 正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務

時間との合計が７時間４５分に達するまでの間の勤務（次号及び第３号に掲げる勤務を除く。） １

００分の１００（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１２

５） 

 ⑵ 正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、休日（国民の祝日に関する法律（昭和  ２３年法律第

１７８号）に規定する休日（以下「祝日法による休日」という。）等（会計年度任用職員勤務時間規

則第３条第１項又は第３項の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあ

っては、会計年度任用職員勤務時間規則第９条に規定する祝日法による休日が会計年度任用職員勤務

時間規則第３条及び第４条の規定に基づく週休日に当たるときは、その翌日（その日が休日に当たる

ときは、当該休日の直後の正規の勤務時間を割り振られた日）をいう。）及び１２月２９日から翌年

の１月３日までの日（祝日法による休日を除く。）をいう。次条において同じ。）にした勤務 １００

分の１３５（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１６０） 
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 ⑶ 正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、週休日（勤務時間を割り振られない日をいう。）にした

勤務 １００分の１３５（その勤務が午後１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００

分の１６０） 

 ⑷ 前３号に掲げる勤務以外の正規の勤務時間を超えてした勤務 １００分の１２５（その勤務が午後

１０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の  １５０） 

２ 前項の規定にかかわらず、会計年度任用職員勤務時間規則第４条の規定に基づき、あらかじめ会計年

度任用職員勤務時間規則第３条の規定に基づき割り振られた１週間の正規の勤務時間（以下この項にお

いて「割振り変更前の正規の勤務時間」という。）を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振

り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務１時間につき、勤務１時間当たりの

報酬の額に１００分の２５を乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。 

３ 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が１か月

について６０時間を超えた職員には、その６０時間を超えて勤務した全時間に対して、前２項の規定に

かかわらず、勤務１時間につき、勤務１時間当たりの報酬の額に１００分の１５０（その勤務が午後１

０時から翌日の午前５時までの間である場合は、１００分の１７５）を乗じて得た額を時間外勤務手当

に相当する報酬として支給する。 

４ 時間外勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、１か月の全時間数（支給割合を異

にする部分ごとにそれぞれ計算した時間数）によって計算するものとし、この場合において１時間未満

の端数が生じた場合においては、その端数が３０分以上のときは１時間とし、３０分未満のときは切り

捨てる。 

 （夜間勤務手当に相当する報酬の額） 

第４条 正規の勤務時間として午後１０時から翌日の午前５時までの間に勤務した全時間に対して、勤務

１時間当たりの報酬の額に乗じる割合は、１００分の２５とする。 

 （特殊勤務手当に相当する報酬の額） 

第５条 会計年度任用職員給与条例第８条第３号に規定する規則で定める特殊勤務手当に相当する報酬

の額は、一般職の職員の例により得た額とする。 

（通勤手当の支給） 

第６条 通勤手当に相当する費用弁償は、会計年度任用職員給与条例第９条第２項に規定する報酬の支給

日に支給する。 

 （期末手当の支給を受ける会計年度任用職員） 

第７条 会計年度任用職員給与条例第１３条第１項の規定により期末手当の支給を受ける会計年度任用

職員は、同項第１号に規定する基準日（以下「基準日」という。）に在職する会計年度任用職員（給与

条例第１７条の２各号のいずれかに該当する者を除く。）のうち、次に掲げる会計年度任用職員以外の

会計年度任用職員とする。 

⑴ 無給休職者（法第２８条第２項第１号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員のうち、

給与の支給を受けていない会計年度任用職員をいう。） 

 ⑵ 刑事休職者（法第２８条第２項第２号の規定に該当して休職にされている会計年度任用職員をい
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う。） 

 ⑶ 停職者（法第２９条第１項の規定に該当して停職にされている会計年度任用職員をいう。） 

 ⑷ 専従休職者（専従許可を受けている会計年度任用職員をいう。） 

 ⑸ 育児休業職員（育児休業をしている会計年度任用職員をいう。）のうち、田川地区斎場組合職員の

育児休業等に関する条例（平成１３年条例第３号。以下「育児休業条例」という。）第７条第１項に

規定する職員以外の会計年度任用職員 

 ⑹ 欠勤している会計年度任用職員で基準日以前６か月以内の期間において、会計年度任用職員給与条

例第９条第４項第３号又は第１０条の規定により給与又は報酬を減額された期間が３０日を超える

会計年度任用職員 

 （期末手当に係る任期） 

第８条 会計年度任用職員給与条例第１３条第１項第２号に規定する任期には、基準日以前６か月以内の

期間における次に掲げる期間を算入する。 

 ⑴ 会計年度任用職員給与条例第１３条第１項第３号に該当する会計年度任用職員として在職した期

間 

 ⑵ 一般職の職員として在職した期間 

２ 会計年度任用職員給与条例第１３条第１項第２号に規定する任期の算定については、次に掲げる期間

を除く。 

⑴ 前条第３号及び第４号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間については、その全期間 

 ⑵ 給与規則第３２条第３号及び第４号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間 

 ⑶ 育児休業職員（当該育児休業の承認に係る期間（当該期間が２以上あるときは、それぞれの期間を

合算した期間）が１か月以下である職員を除く。）として在職した期間については、その２分の１の

期間 

 ⑷ 休職にされていた期間については、その２分の１の期間 

 ⑸ 会計年度任用職員給与条例第９条第４項第３号又は第１０条の規定により給与又は報酬を減額さ

れた期間が３０日を超える場合には、その給与又は報酬を減額された期間 

３ 公務傷病等による休職者（会計年度任用職員給与条例第９条第３項の規定による読替え後の給与条例

第２６条第１項の規定の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員及び会計年度任用職員給与条例

第９条第４項第５号の規定により一般職の職員の例によることとされているフルタイム会計年度任用

職員をいう。）であった期間については、前項の規定にかかわらず、除かない。 

 （期末手当に係る在職期間） 

第９条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間は、基準日以前６か月以内の期間における前条第１

項各号に掲げる職員として在職した期間とする。ただし、基準日前１か月以内に前条第１項第２号から

第５号までに規定する職員を退職し、又は失職した会計年度任用職員の当該職員としての在職期間を除

く。 

２ 前項の在職期間の算定については、前条第２項及び第３項の規定を準用する。 

 （１週間当たりの勤務時間） 
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第１０条 会計年度任用職員給与条例第１３条第４項の規定により規則で定める１週間当たりの勤務時

間は、そのパートタイム会計年度任用職員の職につき、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職

員の区分に応じて、当該各号に定める時間とする。 

 ⑴ １週間当たりの正規の勤務日数及び勤務時間が一定であるパートタイム会計年度任用職員 その

パートタイム会計年度任用職員の職における１週間当たりの正規の勤務時間 

⑵ １か月当たりの正規の勤務日数及び勤務時間が一定であるパートタイム会計年度任用職員 その

パートタイム会計年度任用職員の職における１か月当たりの正規の勤務時間の合計を４．２で除して

得た時間 

 ⑶ 前２号に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員 任命権者

が定める時間 

 （期末手当基礎額） 

第１１条 会計年度任用職員給与条例第１３条第４項の規定により規則で定める期末手当基礎額は、基準

日現在の職におけるパートタイム会計年度任用職員につき、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任

用職員の区分に応じて、当該各号に定める額とする。 

 ⑴ 基準日以前６か月以内の期間における１か月当たりの正規の勤務日数及び勤務時間が一定であっ

て会計年度任用職員条例第７条第１項第１号の報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 

同号に規定する報酬.（以下「報酬の月額」という。） 

 ⑵ 基準日以前６か月以内の期間における１か月当たりの正規の勤務日数及び勤務時間が一定であっ

て会計年度任用職員条例第７条第１項第２号又は第２項の報酬の支給を受けるパートタイム会計年

度任用職員 同号又は同項に規定する報酬及びこれに対する地域手当の額に相当する額の合計額（以

下「報酬の日額」という。）に１か月当たりの正規の勤務日数を乗じて得た額 

⑶ 前号に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外の会計年度任用職員条例第７条第１項第２号又

は第２項の報酬の支給を受けるパートタイム会計年度任用職員 基準日以前６か月以内の期間にお

ける報酬の日額に正規の勤務日数を乗じて得た額を任期の月数で除して得た額 

 ⑷ 前３号に掲げるパートタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職員 任命権者

が別に定める額 

２ 任期の初日から基準日までの期間が１か月未満であるパートタイム会計年度任用職員の期末手当基

礎額は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

 ⑴ 報酬の月額を２１で除して得た額に任期の初日から基準日までの正規の勤務日数を乗じて得た額 

 ⑵ 報酬の日額に任期の初日から基準日までの正規の勤務日数を乗じて得た額 

 ⑶ 会計年度任用職員条例第７条第１項第３号に規定する報酬に１００分の７７５で乗じて得た額に

任期の初日から基準日までの正規の勤務日数を乗じて得た額 

 （交通の用具） 

第１２条 会計年度任用職員給与条例第１４条第１項に規定する自動車その他の交通の用具で規則で定

めるものは、自動車その他の原動機付きの交通用具及び自転車（市の所有に属するものを除く。）とす

る。 
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 （通勤手当に相当する費用弁償の額） 

第１３条 会計年度任用職員給与条例第１４条第１項に規定する規則で定める費用弁償の額は、給与規則

附則第３項の規定による読み替え後の給与規則第２３条各号に規定する額とする。 

 （旅費に相当する費用弁償の支給） 

第１４条 旅費に相当する費用弁償の支給方法については、田川市職員旅費支給条例（昭和４４年条例第

１８号)の適用を受ける職員の例による。 

 （規則の準用） 

第１５条 第３条から前条までに定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給に関し

ては、給与規則第２条及び第３条第３項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「給料」

とあるのは「報酬」と、「職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとす

る。 

２ 第３条から前条までに定めるもののほか、会計年度任用職員の通勤手当又は通勤手当に相当する費用

弁償の支給に関しては、給与規則第１７条から第２２条まで、第２３条の２、第２４条の２から第２６

条まで及び第２８条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「通勤手当」とあるのは「通

勤手当又は通勤手当に相当する費用弁償」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み替える

ものとする。 

３ 第３条から前条までに定めるもののほか、会計年度任用職員の期末手当の支給に関し必要な事項は、

給与規則第３６条の２から第４１条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「給与

条例」とあるのは「会計年度任用職員給与条例」と、「職員」とあるのは「会計年度任用職員」と読み

替えるものとする。 

 （無給休暇の給与等の減額） 

第１６条 会計年度任用職員勤務時間規則第１２条第２項に規定する無給の休暇については、会計年度任

用職員給与条例第９条第４項第３号及び第１０条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、

会計年度任用職員給与条例第９条第４項第４号の勤務１時間当たりの給与額又は勤務１時間当たりの

報酬の額を減額する。 

２ 無給休暇の勤務しなかった時間数は、その給与又は報酬の計算期間における会計年度任用職員給与条

例第９条第４項第３号及び第１０条の時間数を加えて計算するものとし、この場合において１時間未満

の端数が生じた場合においては、その端数が３０分以上のときは１時間とし、３０分未満のときは切り

捨てる。 

 （端数計算） 

第１７条 会計年度任用職員給与条例第８条第１号の規定により１円未満の端数があるときは、その端数

を切り捨てた額をもって当該地域手当の額に相当する額とする。会計年度任用職員給与条例第１１条に

規定するに１円未満の端数があるときも、同様とする。 

２ 第１２条の規定による期末手当基礎額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をも

って当該期末手当基礎額とする。 

３ 第３条の規定による時間外勤務手当に相当する報酬の額及び第４条の規定による夜間勤務手当に相
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当する報酬の額の１時間当たりの額を算定する場合において、その額に ５０銭未満の端数があるとき

はこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数があるときはこれを１円に切り上げた額とする。 

 （委任） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費の支給等に関し必

要な事項は、管理者が別に定める。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、令和２年４月１日から適用する。 
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田川地区斎場組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等の基準に関する 

規則 

                            令和２年５月１日                       

                            規 則 第 １号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、田川地区斎場組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１３年条例第２号）

（以下「勤務時間条例」という。）第１８条の規定に基づき、地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２２条の２第１項第１号に規定する職員（以下「パートタイム会計年度任用職員」という。）及

び同項第２号に規定する職員（以下「フルタイム会計年度任用職員」という。）（以下「会計年度任用職

員」と総称する。）の勤務時間、休暇等について任命権者が定める場合における基準を定めるものとす

る。 

（１週間の勤務時間） 

第２条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、４週間を超えない期間につき１週

間当たり３８時間４５分とする。 

２ パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、１日につき７時間  ４５分を超え

ず、かつ、４週間を超えない期間につき１週間当たり３８時間４５分を超えない範囲内において、任命

権者が定めるものとする。 

（週休日及び勤務時間の割振り） 

第３条 日曜日及び土曜日は、週休日（勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。）とする。ただし、

任命権者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日

までの５日間において週休日を設けることができる。 

２ 任命権者は、月曜日から金曜日までの５日間において、１日につき７時間４５分の勤務時間を割り振

るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、１週間ごとの期間について、１日

につき７時間４５分を超えない範囲内において、勤務時間を割り振るものとする。 

３ 任命権者は、公務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員に

ついては、前２項の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りを常勤職員（常時勤務を要する職

を占める一般職の職員のうち地方公務員法第２２条の３第４項の規定により常時勤務を要する職に欠

員を生じた場合において臨時の職に関するときに臨時的に任用される職員を除く。以下同じ。）の例に

より定めることができる。 

（週休日の振替等） 

第４条 任命権者は、会計年度任用職員に前条の規定により週休日とされた日において特に勤務すること

を命ずる必要がある場合には、同条の規定により勤務時間が割り振られた日（以下「勤務日」という。）

を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に

割り振ること（次項において「週休日の振替」という。）又は勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間（勤

務日の勤務時間の２分の１に相当する勤務時間をいう。）を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半

日勤務時間を当該勤務することを命ずる必要がある日に割り振ること（次項において「勤務時間の割振
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り変更」という。）ができる。 

２ 週休日の振替及び勤務時間の割振り変更は、前項に定めるもののほか、常勤職員の例により行うもの

とする。 

（休憩時間） 

第５条 会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員の例による。 

（正規の勤務時間以外の時間における勤務） 

第６条 任命権者は、別に定めるところにより、第２条から第４条までに規定による勤務時間（以下「正

規の勤務時間」という。）以外の時間において、会計年度任用職員に常勤職員の例により、設備等の保

全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他断続的な勤務をすることを命ずることができ

る。 

２ 任命権者は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、正規の勤務時間以外の時間において、

会計年度任用職員に常勤職員の例により、前項に掲げる勤務以外の勤務をすることを命ずることができ

る。 

（時間外勤務代休時間） 

第７条 任命権者は、田川地区斎場組合会計年度任用職員の給与、費用弁償及び旅費に関する条例（令和

２年条例第２号）第３条の規定により時間外勤務手当を支給すべきフルタイム会計年度任用職員に対し

て、常勤職員の例により、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間（以下

「時間外勤務代休時間」という。）として第１０条第１項に定める勤務日等（同項に規定する休日及び

代休日を除く。）に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。 

２ 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定されたフルタイム会計年度任用職員は、当該時間外勤務

代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを

要しない。 

（育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限） 

第８条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤職員の

例による。 

 （休日） 

第９条 会計年度任用職員は、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（以

下「祝日法による休日」という。）には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間に

おいても勤務することを要しない。１２月２９日から翌年の１月３日までの日（祝日法による休日を除

く。以下「年末年始の休日」という。）についても、同様とする。 

 （休日の代休日） 

第１０条 任命権者は、会計年度任用職員に祝日法による休日又は年末年始の休日（以下この項において

「休日」と総称する。）である勤務日等（第３条第２項若しくは第３項又は第４条の規定により勤務時

間が割り振られた日をいう。以下同じ。）に割り振られた勤務時間の全部（次項において「休日の全勤

務時間」という。）について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日

（以下この条において「代休日」という。）として、当該休日後の勤務日等（第７条第１項の規定によ
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り時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。）を指定することができる。 

２ 前項の規定により代休日を指定された会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤

務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間に

おいても勤務することを要しない。 

３ 休日の代休日の指定は、前２項に定めるもののほか、常勤職員の例により行うものとする。 

（年次有給休暇） 

第１１条 任命権者は、一の年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。以下同じ。）について、

４月１日（４月２日以後に採用された会計年度任用職員は、採用の日）に在職する会計年度任用職員に

対して、別表第１に掲げる日数の年次有給休暇を与えなければならない。この場合において、週以外の

期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては、１年間の勤務日の日数の区分に応

じた日数の年次有給休暇を与えるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、任命権者は、一の年度について、４月１日（４月２日以後に採用された会

計年度任用職員は、採用の日）に在職し、かつ、最初の採用の日から起算して継続任用する期間が６月

を超えない会計年度任用職員に対して、継続任用する期間及び勤務日の日数（週以外の期間によって勤

務日が定められている会計年度任用職員にあっては、１年間の勤務日の日数）に応じて別表第２に掲げ

る日数の年次有給休暇を与えることができる。 

３ １週間の勤務日が４日以下で正規の勤務時間が２９時間以上である会計年度任用職員に対する前２

項の規定の適用については、当該会計年度任用職員の１週間の勤務日の日数にかかわらず、当該１週間

の勤務日の日数が５日以上あるものとみなす。 

４ 年次有給休暇（この項の規定により繰り越されたものを除く。）は、２０日を限度として、当該年度

の翌年度に繰り越すことができる。ただし、繰り越す日数に１日未満の端数があるときは、これを切り

捨てた日数を限度とする。 

５ 任命権者は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、公

務に支障があると認めるときは、他の時季に与えることができる。 

（年次有給休暇以外の休暇） 

第１２条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員に対して当該各号に定める期間の

有給の休暇を与えるものとする。 

⑴ 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがや

むを得ないと認められるとき 必要と認められる期間 

⑵ 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会

その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認

められる期間 

⑶ 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等

のため勤務しないことが相当であると認められるとき 結婚の日前５日から当該結婚の日後１月を

経過する日までの間の５日連続する５日（週休日及び休日を除く。）の範囲内の期間 

⑷ 妊娠中又は産後１年以内の会計年度任用職員が母子保健法(昭和４０年法律第１４１号)第１０条
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に規定する保健指導又は同法第１３条に規定する健康診査を受ける場合  必要と認められる期間 

⑸ 会計年度任用職員（最初の採用の日から起算して継続任用する期間が６月以上の者に限る。以下

この号において同じ。）の親族（別表第３の親族欄に掲げる親族に限る。）が死亡した場合で、会計

年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないこ

とが相当であると認められるとき 親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数（葬儀の

ため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数）の範囲内の期間 

⑹ 会計年度任用職員が夏季（７月から９月までの期間に限る。）における盆等の諸行事、心身の健康

の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 次の表

に掲げる日数 

１週間の勤務日の日数 １年間の勤務日の日数 日数 

５日以上 ２１７日以上 ３日 

４日 １６９日以上２１６日以下 ２日 

３日 １２１日以上１６８日以下 １日 

  備考 この表の「５日以上」には、１週間の勤務日が４日以下で１週間の勤務時間が２９時間以

上を含むものとする。 

⑺ 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、

会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき  

必要と認められる期間 

ア 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧

作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 

イ 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料

等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができ

ないとき。 

⑻ 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが

著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間 

⑼ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上に

おける身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認めら

れる期間 

⑽ 会計年度任用職員（１週間の勤務日が３日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間

によって勤務日が定められている会計年度任用職員で１年間の勤務日が１２１日以上であるもので

あって、６月以上の任期が定められているもの又は６月以上継続勤務しているものに限る。第１３

号及び第１４号において同じ。）が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認め

られる場合 一の年度において５日（当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合に

あっては、１０日）の範囲内の期間 

⑾ ６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）以内に出産する予定である会計年度任用職員が

申し出た場合 出産の日までの申し出た期間 



137 

 

⑿ 会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から８週間を経過する日までの期間（産前の

休暇残日数を産後に繰り延べることができる。） 

⒀ 会計年度任用職員が妻（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号にお

いて同じ。）の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 会計年度任用職員の妻の

出産に係る入院等の日から当該出産の日後２週間を経過する日までの間における２日の範囲内の期

間 

⒁ 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっ

ては、１４週間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの期間にある場合おいて、当

該出産に係る子（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条第１項

に規定する子をいう。以下この項及び次項第５号において同じ。）又は小学校就学の始期に達するま

での子（妻の子を含む。）を養育する会計年度任用職員が、これらの子の養育のため勤務しないこと

が相当であると認められるとき 当該期間内における５日の範囲内の期間 

２ 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会年度任用職員に対して当該各号に定める期間の無給の休

暇を与えるものとする。 

⑴ 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむ

を得ないと認められる場合 必要と認められる期間 

⑵ 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ない

と認められる場合（前号、第６号及び第８号の場合を除く。） 一の年度において１０日の範囲内で、

勤務日の日数に応じて市長が定める期間 

⑶ 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提

供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉

妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、

当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 

必要と認められる期間 

⑷ 妊娠中の会計年度任用職員が妊娠に起因する障害のため勤務することが困難と申し出たとき 一

妊娠期間中通算して１４日の範囲内の期間 

⑸ 生後１年に達しない子（地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）第２条

第１項に規定する子をいう。以下この項において同じ。）を育てる会計年度任用職員が、その子の保

育のために必要と認められる授乳等を行う場合 １日２回それぞれ３０分以内の期間 

⑹ 会計年度任用職員が生理日において勤務することが著しく困難である場合 ３日の範囲内の期間 

⑺ 中学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子を含む。以下この号において同じ。）を養育する

会計年度任用職員（１週間の勤務日が３日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によ

って勤務日が定められている会計年度任用職員で１年間の勤務日が１２１日以上であるものであっ

て、６月以上の任期が定められているもの又は６月以上継続勤務しているものに限る。次号において

同じ。）が、当該子の看護（負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るた

めに必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。）のため勤務しないことが相当
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であると認められる場合 一の年度において５日（その養育する中学校就学の始期に達するまでの子

が２人以上の場合にあっては、１０日）の範囲内の期間 

⑻ 会計年度任用職員が要介護者（勤務時間条例第１６条第１項に規定するものをいう。以下同じ。）

の介護その他市長が定める世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年

度において５日（要介護者が２人以上の場合にあっては、  １０日）の範囲内の期間 

⑼ 要介護者の介護をする会計年度任用職員（次のいずれにも該当する者に限る。）が、当該介護をす

るため、任命権者が、会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、３回を超えず、かつ、

通算して９３日を超えない範囲内で指定する期間（以下「指定期間」という。）内において勤務しな

いことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間 

ア 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において初めて介護休暇を使用

しようとする日から起算して９３日を経過する日から６月を経過する日までの間に、任期（任期が

更新される場合にあっては、更新後のもの）が満了すること及び引き続き特定職に採用されないこ

とが明らかでない者 

イ １週間の勤務日が３日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている

場合で１年間の勤務日が１２１日以上である者 

⑽ 要介護者の介護をする会計年度任用職員（次のいずれにも該当するものに限る。）が、当該介護を

するため、当該要介護者ごとに連続する３年の期間（当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を

除く。）内において１日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当

該連続する３年の期間内において１日につき２時間（当該職員について１日につき定められた勤務時

間から５時間４５分を減じて得られた時間が２時間を下回る場合は、当該減じて得られた時間）を超

えない範囲内で必要と認められる期間 

ア １週間の勤務日が３日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている

場合で１年間の勤務日が１２１日以上である者 

イ １日につき定められた勤務時間が６時間１５分以上である勤務日がある者 

（休暇の申請等） 

第１３条 会計年度任用職員の休暇の届出、請求及び承認に係る手続については、任命権者の定めるとこ

ろによる。 

 （勤務時間等についての別段の定め） 

第１４条 任命権者は、語学指導等を行う外国青年招致事業その他これに準ずる事業を実施するため設置

された会計年度任用職員の職に任用された者のうちこの規則により難いと認めるものについては、別段

の定めをすることができる。 

（委任） 

第１５条 この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、任

命権者が別に定めるものとする。 

附 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
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別表第１（第１１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第１１条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３（第１２条関係） 

 

 

 

５日以上 ４日 ３日 ２日 １日

２１７日以上
１６９日以上
２１６日以下

１２１日以上
１６８日以下

７３日以上
１２０日以下

４８日以上
７２日以下

６月を超え１年以下 １０日 ７日 ５日 ３日 １日

１年を超え２年以下 １１日 ８日 ６日 ４日 ２日

２年を超え３年以下 １２日 ９日 ６日 ４日 ２日

３年を超え４年以下 １４日 １０日 ８日 ５日 ２日

４年を超え５年以下 １６日 １２日 ９日 ６日 ３日

５年を超え６年以下 １８日 １３日 １０日 ６日 ３日

６年を超える期間 ２０日 １５日 １１日 ７日 ３日

備考　任用期間を終えた後に継続して再度採用する者（最初の採用の日から起算して継続任用する期間が１年

　以下の者に限る。）については、従前の任用期間までに付与した年次有給休暇の日数を控除した日数を付与

　するものとする。

最
初
の
採
用
の
日
か
ら
起
算

し
て
継
続
任
用
す
る
期
間

１週間の勤務日の日数

１年間の勤務日の日数

５日以上 ４日 ３日 ２日 １日

２１７日以上
１６９日以上
２１６日以下

１２１日以上
１６８日以下

７３日以上
１２０日以下

４８日以上
７２日以下

１月以下 １日 １日 １日 １日 １日

１月を超え２月以下 ２日 ２日 １日 １日 １日

２月を超え３月以下 ３日 ２日 ２日 １日 １日

３月を超え４月以下 ４日 ３日 ２日 １日 １日

４月を超え５月以下 ５日 ３日 ３日 ２日 １日

５月を超え６月以下 ５日 ４日 ３日 ２日 １日

備考　任用期間を終えた後に継続して再度採用する者については、従前の任用期間までに付与した年次有給休

　暇の日数を控除した日数を付与するものとする。

１週間の勤務日の日数

１年間の勤務日の日数

最
初
の
採
用
の
日
か
ら
起
算

し
て
継
続
任
用
す
る
期
間
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日数

１０日

７日

７日

３日（職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、
７日）

３日

３日

１日（職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、
７日）

３日（職員と生計を一にしていた場合にあっては、７日）

３日（職員と生計を一にしていた場合にあっては、７日）

１日

１日（職員と生計を一にしていた場合にあっては、３日）

親族

配偶者

父母

子

祖父母

孫

兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者
及び配偶者のおじ又は
おば

おじ又はおば

父母の配偶者又は配偶
者の父母

子の配偶者又は配偶者
の子

祖父母の配偶者又は配
偶者の祖父母

兄弟姉妹の配偶者又は
配偶者の兄弟姉妹



141 

 

田川地区斎場組合事務決裁規程 

平成５年８月２５日 

訓 令 第 １ 号 

平成９年４月訓令第１号（第１次改正） 

平成１６年１２月訓令第１号（第２次改正） 

平成１９年１２月訓令第７号（第３次改正） 

 

（趣 旨） 

第１条 この規定は、事務処理の適正と能率の向上を図るため、管理者の権限に属する事務の決裁に関し、

別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （用語の意義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 決定権者 管理者、専決権者（別表に定められた者）及び代決権者（第６条に定められた者）をいう。 

（２） 決  裁 事務を処理するにあたり、決定権者が最終的にその意志決定を行うことをいう。 

（３） 専  決 専決権者が定められた範囲内の事務処理に関し、常時管理者の名においてその意志決

定を行うことをいう。 

（４） 代  決 管理者又は専決権者が不在の場合に、定められた範囲内の事務処理に関し、一時これ

に代わって管理者の名においてその意志決定を行うことをいう。 

（５） 不  在 出張又は休暇その他の理由により決定権者が決裁できない状況にあることをいう。 

（６） 合  議 決裁にさきだち、その事務の処理に直接又は間接的に関係がある者の同意を求めるこ

とをいう。 

（決裁を受ける順序） 

第３条 決裁を受けるときは順次上司を経由し、合議の必要があるものについては合議を経たうえ決裁を

受けなければならない。 

２ 合議は管理者の属する市町村の担当部局に限って合議を受けるものとする。 

(平成１９年１２月２８日一部改正) 

（決裁、専決事項） 

第４条 管理者の決裁事項及び専決権者の決裁事項は別表のとおりとする。 

（決裁の例外措置） 

第５条 決定権者（管理者を除く。）は、次の各号の一に該当するものについては決裁することができない。 

（１） 異例に属し、又は将来先例になると認められるもの 

（２） 紛議があるもの又は処理の結果紛議を生ずるおそれのあるもの 

（３） 特に指示を受け起案したもの 

（４） 解釈上疑義のあるもの、その他上司において了知しておく必要があるもの 

（権限を類推する決裁） 

第６条 決定権者は、別表に定めない決裁事項であっても、当該事項の内容により、決裁事項に準じ適宜
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類推して決裁するものとする。 

 （代 決） 

第７条 管理者が不在にあって、管理者の決裁事項において緊急処理を必要とするときは、次の表に定め

るところにより代決することができる。 

 区分 左に掲げる者の代決権者及び順位 

管理者 副管理者 

副管理者 事務局長 事務局次長 場長 

事務局長 事務局次長 場長 

事務局次長 

場長 

係長 主任 

第８条 前条の規定により代決した場合において重要な事項については、すみやかに管理者又は専決権者

の後覧を受け又は報告しなければならない。ただし、定例的なものその他軽易なものについてはこの限

りではない。 

２ 前項の場合において支出命令その他予算執行にかかる代決については、当該伝票をもって後覧するも

のとする。 

 （準 用） 

第９条 この規程に定めるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の決裁に関しては、田川市事務決

裁規程（昭和３７年田川市訓令第２号）の規定を準用する。 

 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

附 則（平成９年４月１日訓令第１号） 

 この訓令は、平成９年４月１日から施行する。 

  附 則（平成１６年１２月２０日訓令第１号） 

 この附則は、平成１７年１月１日から施行する。 

 附 則（平成１９年１２月２８日訓令第７号） 

 この附則は、公布の日から施行する。 
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別表(第４条関係) 

別 表 （第４条関係） 

事務の 

種 類 

              決裁権者 

決裁事項 

専決権者 

管理者 
係長 

事務局次長 

場長 
事務局長 副管理者 

予算執行 

支

出

負

担

行

為 

工事等 

１件 3,000 万円以上     ○ 

１件 1,000 万円以上 3,000 万円未満    ○  

１件 1,000 万円未満   ○   

公有財

産購入

費 

１件 1,000 万円以上     ○ 

１件 500 万円以上 1,000 万円未満    ○  

１件 500 万円未満   ○   

その他 

物 品 の

購入 

1 件 100 万円以上    ○  

１件 100 万円未満   ○   

民 間 外

部委託 

１件 3,000 万円以上     ○ 

１件 1,000 万円以上 

3,000 万円未満 
 

 
 ○  

１件 1,000 万円未満   ○   

工 事 の 予

定価格等 

1)予定価格、

請負契約及び

入札参加者の

決定 

１件 3,000 万円以上     ○ 

１件 1,000 万円以上 3,000 万円未満    ○  

１件 1,000 万円未満  
 

○   

2)契約の締結、中間及び竣工検査報告書並びに軽微な

設計変更に係るもの 
 

 
○   

競争入札 競争入札参加資格に関すること     ○ 

支出 支出命令及びこれに係る精算の承認に関すること   ○   

収入 市町村負担金、財産収入等の受入れに関すること   ○   

一 時 借 入

金 
政府資金等の一時借入及び返還に関すること  

 
 ○  

使用料等 

(1) 減免等に関すること     ○ 

(2) 収入の調定及び命令に関すること 

(3) 過誤納金の還付及び充当に関すること 
 

 
○   

物品 
(1) 物品の購入及び修繕の契約に関すること   ○   

(2) 不用物品の売却、棄却処分に関すること   ○   

寄付 
寄付採納に関すること 

（地方自治法第９６条－９号議決事件） 
 

 
  ○ 



144 

 

歳 入 歳 出

外現金 
歳入歳出外現金の収入及び支出の決定  

 
○   

予算 

⑴ 予算の編成及び予算の確定に関すること。 

⑵ 組合債に関すること 

⑶ 予備費充当に関すること 

 

 

  ○ 

⑷ 目及び節の予算流用に関すること 

⑸ 予算の執行計画、配当及び調整に関すること 

⑹ 収入支出の科目構成及び年度構成に関すること 

⑺ 科目新設に係ること 

 

 

○   

公有財産 

(1) 取得、処分、交換及びこれに係る契約に関するこ

と営造物の設置及び廃止に関すること 
 

 
  ○ 

(2) 営造物の設置及び廃止に関すること     ○ 

(3) 貸付けに係る契約に関すること    ○  

(4) 利用の許可（用途外の利用を除く。） 

(5) 施設の管理運営及び防火管理に関すること 
 

 
○   

企画調整 

(1) 組合の総合計画及び運営に関すること 

(2) 重要な年次計画の樹立及び実施に関すること 

(3) 重要な契約、覚書、協定に関すること 

 

 

  ○ 

(4) 重要な請願、陳情、要望等に関すること 

(5) 重要な企画及び調製に関すること 
 

 
 ○  

(6) 訴願、訴訟その他紛争の調停に関すること 

(7) 損害賠償に関すること 
 

 
  ○ 

(8) 行政事務に係る運営及び調整に関すること   ○   

法制 

(1) 組合議会の招集、議案に係る事項の決定に関す

ること 

(2) 組合議会の権限に係る事項の専決処分に関する

こと 

(3) 条例、規則等の制定、改廃に関すること 

 

 

  ○ 

文書 
常例的軽易な照会、回答、通知、届出、申請、報告、

新達、副甲、通達等に関すること 
 

 
○   

賞 じ ゅ つ

金 
公務災害補償及び賞じゅつ金に関すること  

 
○   

任 免 、 任

用、給与、

賃金 

(1) 議会の同意を必要とする特別職の職員の任免に

関すること 

(2) 職員の任免の承認に関すること 

(3) 職員の昇給に関すること 

 

 

  ○ 
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(4) 嘱託職員の任用、賃金及び退職に関すること 

(5) 職員の採用試験及び選考の実施に関すること 

(6) 出納員の任命に関すること 

時 間 外 勤

務命令 
時間外勤務の命令  

 
○   

職 務 専 念

義務 
職務に専念する義務の免除  

 
○   

欠 勤 等 の

承認 

(1) 職員（事務局次長以下）の年次有給休暇の承認に

関すること 

(2) 職員（事務局次長以下）の特別休暇及び療養休暇

の承認、付与、取消しに関すること 

(3) 職員（事務局次長以下）の勤務日の割り振り 

 

 

○   

福利厚生 (1) 職員の健康管理及び福利厚生計画に関すること    ○  

 

(2) 職員の健康診断及び福利厚生計画の実施に関す

ること 

(3) 市町村福祉協会に関すること 

 

 

○   

共済 
(1) 市町村職員共済組合に関すること 

(2) 社会保険、雇用保険等に関すること 
 

 
○   

出張命令 

(1) 管外出張

命令 

ア 事務局長（県外）    ○  

イ 事務局長（県内）   ○   

ウ 事務局次長・係長   ○   

エ 係長以下 ○     

(2) 管内出張

命令 

ア 事務局長   ○   

イ 事務局長・係長   ○   

ウ 係長以下 ○     
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田川地区斎場組合情報公開条例施行規則 

平成１４年８月１２日 

規 則 第 ２ 号 

（趣 旨） 

第１条 この規則は、田川地区斎場組合情報公開条例（平成１４年条例第２号。以下「条例」という。）

第１９条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 

（開示の請求、決定及び通知等） 

第２条 条例第６条に規定する情報の開示請求並びに同第７条第１項及び第３項に規定する開示の決定

及び通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。 

（１） 情報の開示請求 情報開示請求                  （様式第１号） 

（２） 情報の開示をする旨の決定 情報開示決定通知書          （様式第２号） 

（３） 情報の部分開示をする旨の決定 情報の部分開示決定通知書     （様式第３号） 

（４） 情報の開示をしない旨の決定 情報非公開決定通知書        （様式第４号） 

（５） 決定期間を延長する旨の通知 決定期間延長通知          （様式第５号） 

（情報の閲覧又は視聴） 

第３条 条例第８条の規定により情報の開示をする旨の決定を受けたものは、実施機関が定める日時及び

場所において閲覧し、又は視聴しなければならない。 

２ 情報を閲覧し、又は視聴するものは、当該情報をていねいに取扱うこととし、汚損し、又は破損して

はならない。 

３ 実施機関は、前項の規定に違反するものに対し、情報の閲覧又は視聴を中止させることができる。 

 （費用負担） 

第４条 条例第１４条第２項に規定する写しの作成に要する費用は、１枚１０円（カラー複写による写し

を交付するときは５０円）とし、写しの送付に要する費用は、郵便料の実額とする。 

 （運用状況の公表） 

第５条 条例第１７条の規定による運用状況の公表は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。 

（１） 毎月６月末日までに前年度分を公表する。 

（２） 公表事項は、次に掲げるとおりとする。 

 ア 請求件数 

 イ 開示件数、部分開示件数及び非開示件数 

 ウ 不服申立て件数 

 エ その他の必要事項 

（３） 公表は、田川地区斎場組合の掲示場に掲示して行う。 

（委任） 

第４条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。 

附  則 

この規則は、平成１４年９月１日から施行する。 



147 

 

様式第１号（第２条関係） 

情 報 開 示 請 求 書 

 

年  月  日 

 

（実施機関名） 

殿 

住 所                    

氏 名                    

連絡先（電話番号）              

（法人その他の団体にあっては名称、事務所又は 

事務所の所在地及び代表者の氏名）       

 

田川地区斎場組合情報公開条例第６条の規定により、次のとおり情報の開示を請求します。 

 

 

情報の件名及び内容 

 

 

 

請求理由又は目的 

 

 

 

開示方法の区分 

（該当する番号を○ 

で囲んで下さい） 

 

 

１ 閲覧   ２ 視聴   ３写しの交付 
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様式第２号（第２条関係） 

情 報 開 示 決 定 通 知 書 

田斎組第    号 

年   月   日 

 

殿 

（実施機関名） 

印   

 

年 月 日付けで、請求のありました情報については、田川地区斎場組合情報公開条例第７条第１項の

規定により、次のとおり開示することを決定したので通知します。 

開示請求に係る 

情報の件名又は 

内容 

 

 

 

開示の日時及び 

場所 

 

 

 

日 時 

午前  時  分から 

  年  月  日 （ ） 

午後  時  分までの間 

 

場 所 

 

田川地区斎場組合 事務局 

 

 

 

事務担当係 

 

 

 

 

田川地区斎場組合 事務局 電話（４２）８００２番 

 

 

（注） １ 指定された日時に来られない場合は、あらかじめ田川地区斎場組合までご連絡ください。 

２ 情報の開示を受ける際には、必ずこの通知書を持参し、係員に掲示してください。 
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様式第３号（第２条関係） 

情報の部分開示決定通知書 

 

田斎組第  号 

年  月  日 

 

殿 

 

（実施機関名） 

印  

年 月 日付けで、請求のありました情報については、田川地区斎場組合情報公開条例第７条第１項の

規定により、次のとおり情報の一部を開示することを決定したので通知します。 

情報請求に係る情報の件

名又は内容 

 

開示の日時及び 

場所 

日 時 年 月 日（ ）午前 時 分から午後 時 分までの間 

場 所 田川地区斎場組合 事務局 

情報の一部を 

開示しない理由 

田川地区斎場組合情報公開条例第 条第 項第 号に該当（理由） 

（開示しないことと決定した部分の開示をすることができる期日が明らかな場合） 

当該情報は、  年  月  日以降に開示できますので、その日以降改めて情報の開示の請求をしてく

ださい。 

事務担当係 田川地区斎場組合 事務局 電話（４２）８００２番 

（注）１ 指定された日時に来られない場合は、あらかじめ田川地区斎場組合までご連絡ください。 

２ 情報の開示を受ける際には、必ずこの通知書を持参し、係員に掲示してください。 

３ この決定に不服がある場合は、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に実施

機関に対して異議申立てをすることができます。 
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様式第４号（第２条関係） 

情 報 非 開 示 決 定 通 知 書 

 

田斎組第  号 

年  月  日 

 

殿 

 

（実施機関名） 

印  

年 月 日付けで、請求のありました情報については、田川地区斎場組合情報公開条例第７条第１項の

規定により、次のとおり開示しないことを決定したので通知します。 

情報の開示請求に係る情

報の件名又は内容 

 

情報を 

開示しない理由 

田川地区斎場組合情報公開条例第 条第 項第 号に該当（理由） 

（開示をすることができる期日が明らかな場合） 

当該情報は、  年  月  日以降に開示できますので、その日以降改めて情報の開示の請求をしてく

ださい。 

事務担当係 田川地区斎場組合 事務局 電話（４２）８００２番 

（注）１ この決定に不服がある場合は、この決定のあったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に実施機

関に対して異議申立てをすることができます。 
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様式第５号（第２条関係） 

決 定 期 間 延 長 通 知 書 

 

田斎組第  号 

年  月  日 

 

殿 

 

（実施機関名） 

印  

年 月 日付けで、請求のありました情報については、田川地区斎場組合情報公開条例第７条第３項の

規定により、次のとおり決定する機関を延長したので通知します。 

開示請求に係る情報の件

名又は内容 
 

条例第７条第１項の規定

による決定期限 

年  月  日から      

年  月  日まで      

延長後の決定期間 
年  月  日から      

年  月  日まで      

決定期間を延長する理由  

事 務 担 当 課 田川地区斎場組合 事務局 電話（４２）８００２番 
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田川地区斎場組合情報公開審査規則 

 

平成１４年８月１２日 

規 則 第 ３ 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、田川地区斎場組合情報公開条例（平成１４年条例第２号）第１３条第７項の規定に

基づき、田川地区斎場組合情報公開審査会（以下「審査会」という。）の組織及び運営に関し必要な事

項を定めるものとする。 

 （会長及び副会長） 

第２条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第３条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 審査会の議事は、出席議員の過半数で決定し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

（庶務） 

第４条 審査会の庶務は、田川地区斎場組合事務局において処理する。 

（委任） 

第５条 この規則に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。 

 

 

附 則 

１ この規則は平成１４年９月１日から施行する。 

（会議招集に関する特例） 

２ この規則の施行後最初に開かれる審査会の会議は、第３条第１項の規定にかかわらず、管理者が招

集する。 
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第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、田川地区斎場組合（以下「組合」とい

う。）の財務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１） 法 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）をいう。 

（２） 令 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）をいう。 

（３） 施行規則 地方自治法施行規則（昭和２２年内務省令第２９号）をいう。 

（４） 予算事務担当者 法第１５３条第１項の規定により歳入の徴収事務又は支出負担行為及び支出命

令その他歳出予算の執行の事務を委任された者若しくは田川地区斎場組合事務決裁規程（平成５年訓令第１

号）第４条の規定によりこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。 

（５） 委任出納員及び分任出納員 田川地区斎場組合会計管理者の事務の補助及び委任に関する規則

（平成１２年規則第１号）第２条の規定により組合が指定した指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。 

（６） 指定金融機関等法  第２３５条第２項の規定により組合が指定した指定金融機関及び収納代理

金融機関をいう。 

（会計管理者への合議） 

第３条 次に掲げる事項につては事前に会計管理者に合議しなければならない。 

（１） 会計管理者は支出に関係のある条例及び規則の制定、改廃に関する事項 

（２） 国県支出金の交付申請（申請金額１００万以上のものに限る。）及び地方債の起債申請に関する事項 

（３） 寄付金及び寄付物件の採納に関する事項 

（４） 前３号に掲げるもののほか、収入支出に関係のある重要事項 

 

第２章 予算 

第１節 予算科目の区分 

（歳入歳出予算の款項及び目節の区分） 

第４条 歳入予算の款項及び目節の区分は、別表第１のとおりとする。 

２ 歳出予算の款項及び目の区分は、別表第２のとおりとする。 

３ 歳出予算に係る節の区分は、施行規則第１５条第２項の別記の歳出予算に係る節の区分による。 

 

第２節 予算の編成 

（予算の見積り） 

第５条 予算事務担当者は、事務事業に関する翌年度の予算の見積もりについて、次の各号に掲げる予算

見積書等のうち必要な書類を作成し、毎年１２月１５日までに事務局長に提出しなければならない。 

（１） 歳入歳出予算（補正）見積書（様式第１号） 
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（２） 継続費（補正）見積書（様式第い２号） 

（３） 繰越明許費（補正）見積書（様式第３号） 

（４） 債務負担行為（補正）見積書（様式第４号） 

２ 前項の予算見積書等のうち、歳入歳出予算の経費に係るものについては、積算の基礎となる必要な目

の説明及び節の説明を加えなければならない。 

３ 前２項の規定は、法第２１８条第１項又は第２項の規定により補正予算（前年度以前の予算に定めら

れた継続費又は債務負担行為を当該年度において補正する場合を含む。以下同じ。）又は暫定予算を調整

する場合について準用する。この場合において、第１項各号に掲げる書類の提出期日は、その都度田川地

区斎場組合管理者（以下「管理者」という。）が別に定めるものとする。 

（予算の裁定） 

第６条 事務局長は、提出された予算見積書について、予算事務局担当の意見を聞き、査定するとともに

査定後速やかに関係市町村の田川地区斎場組合担当課長（以下「関係市町村担当課長」という。）と協議

し、必要な調整を加え、管理者に提供し、裁定を求めるものとする。 

（裁定結果の通知） 

第７条 事務局長は、前条により管理者の裁定を受けたときは、その結果を予算事務担当者に通知しなけ

ればならない。 

（予算原案の調製） 

第８条 予算事務担当者は、第６条の裁定に基づき、歳入歳出予算歳入歳出（様式第５号）の原案及び次

の各号に掲げる予算に関する説明書を調製し、管理者の決裁を求めなければならない。 

（１） 歳入歳出予算事項別明細書（様式第６号） 

（２） 給与費明細書（様式第７号） 

（３） 継続費についての前々年度末までの支出額、前年度までの支出額又は支出額の見込み及び当該年

度以降の支出予定額並びに事業の進行状況等に関する調書 

（４） 債務負担行為で翌年度以降にわたるものについての前年度末までの支出額又は支出額の見込み及

び当該年度以降の支出予定額等に関する調書 

（５） 地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関

する調書 

（６） その他予算の内容を明らかにするため必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、当初予算を除き、同項各号の書類のうち、予算の原案の説明書として必要

でない書類は調製しないことができる。 

（予算現計） 

第９条 予算事務担当者は、常に歳入歳出予算の現計を把握するため、歳入歳出予算現計簿（様式第８号）

を設け、当初予算及び補正予算をその都度記載しなければならない。 

（予算等の通知） 

第１０条 管理者は、予算が成立したとき（法第１７７条第３項及び同法第１７９条第１項の規定に基づく予算

が成立したときを含む。）は、速やかに予算書及び歳入歳出予算事項別明細書により予算事務担当者、関係
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市町村担当課長及び会計管理者に通知しなければならない。 

 

第３節 予算の執行 

（執行方針） 

第１１条 事務局長は、予算の適切かつ厳正な執行を確保するため、管理者の命を受けて、予算の成立後

速やかに予算の執行計画を定めるに当たって留意すべき事項（以下「執行方針」という。）を予算事務担

当者に通知するものとする。 ただし、特に執行方針を示す必要がないと認めるときは、この限りでない。 

（執行の制限） 

第１２条 歳出予算（前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越しされた経費を含む。

以下同じ。）のうち、財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金及び地方債その他特定の収入

を充てるものは、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、事務局長が特に認

めた場合は、この限りでない。 

２ 事務局長は、前項の収入が歳入予算（前年度から繰り越された継続費及び繰越明許費並びに事故繰越

しされた経費にかかる財源を含む。以下同じ。）の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがある

ときは、歳出予算の当該経費の金額を縮小して執行させることができる。 

（執行計画） 

第１３条 予算事務担当者は、第１０条の規定に基づき予算成立の通知を受けたときは、執行方針に従っ

て収入計画書（様式第９号）及び予算執行計画書（様式第１０号）により速やかに年度間に執行計画案を作

成し、事務局長に提出しなければならない。 

２ 事務局長は、前項の規定により提出された執行計画案を審査し、必要な調整を予算事務担当者に指示

して、収入計画書及び予算執行計画書により執行計画及び資金計画書（様式第１１号）の原案を作成させ、

管理者の決裁を受けなければならない。 

３ 事務局長は、前項の規定により執行計画及び資金計画書が決定したときは、直ちに予算事務担当者及

び会計管理者に通知しなければならない。 

（歳出予算の配当） 

第１４条 歳出予算の配当は年度を通してこれを行うものとする。 

２ 事務局長は、執行計画に従い、毎年度開始の１０日前までに予算事務担当者から配当要求書（様式第

１２号）並びに歳出予算の執行状況及び執行予定を説明する書類を提出させて審査のうえ、必要な調整を

加え管理者の決裁を受けなければならない。 

３ 前項に規定により予算の配当が決定したときは、事務局長は、予算配当書（様式第１３号）により配

当を行い、かつ、これを会計管理者に通知しなければならない。 

第１５条 前条第２項の規定にかかわらず、予算事務担当者は、必要と認めるときは、歳出予算の追加配

当を求めることができる。この場合において、同項の規定を準用する。 

２ 前項の規定に基づき追加配当を求める場合においても執行計画に反することとなる場合は、予算事務

担当者は、執行計画変更案をあわせ提出しなければならない。この場合において、第１３条の規定を準用

する。 
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（歳出予算の流用） 

第１６条 予算の定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目又は節間の流用を必要とする場合は、予

算事務担当者は、予算流用伺兼通知票（様式第１４号）を事務局長に提出しなければならない。 

２ 事務局長は、前項の規定に基づいて提出された予算流用伺兼通知票を審査し、意見を付して管理者の

決定を求めるものとする。 

３ 管理者が歳出予算の科目の流用を決定したときは、事務局長は、直ちに予算事務担当者及び会計管理

者に通知しなければならない。 

４ 前項の規定に基づいて通知があったのちにおいては、前２条に基づく予算の配当は、通知により変更

されたものとみなす。 

（予備費の充当） 

第１７条 予算事務担当者は、歳出予算外の支出又は歳出予算の該当科目の経費の金額を超過する支出を

必要とするときは、予備費充当伺兼通知票（様式第１５号）を事務局長に提出しなければならない。 

２ 事務局長は、前項の規定に基づいて提出された予備費充当伺兼通知票を審査し、意見を付して管理者

の決定を求めるものとする。 

３ 管理者が予備費の充当を決定したときは、事務局長は、その金額を款項及び目節に区分して、直ちに

予算事務担当者及び会計管理者に通知しなければならない。 

４ 前項の規定に基づく通知は、歳出予算の追加配当とみなす。 

（配当替え） 

第１８条 第１４条から前条までの規定により歳出予算をしたのち、必要と認められる理由が生じた場合

は、事務局長は、予算事務担当者と協議のうえ、管理者の決裁を受けて配当予算増（減）流用伺兼通知票

（様式第１６号）により歳出予算の配当替えをすることができる。 

２ 前項の規定に基づいて配当替えをしたときは、事務局長は、速やかに会計管理者に通知しなければな

らない。 

（継続費の逓欠繰越し） 

第１９条 予算事務担当者は、令第１４５条第１項の規定により継続費の逓欠繰越しをする必要があると

きは、継続費繰越説明書（様式第１７号）を作成し、当該年度の３月３１日までに事務局長に提出しなけ

ればならない。 

２ 事務局長は、前項の規定により継続費繰越説明書の提出があったときは、管理者の決裁を受けなけれ

ばならない。 

３ 管理者は、前項の規定により継続費の逓欠繰越しの決定をしたときは、その旨を会計管理者及び予算

事務担当者に通知しなければならない。 

４ 予算事務担当者は、継続費の逓欠繰越しをしたときは、継続費繰越計算書を作成し、翌年度の 5 月２

０日までに事務局長に提出しなければならない。 

５ 事務局長は、前項の規定により提出があった継続費繰越計算書を管理者に提出しなければならない。 

（継続費の精算報告） 

第２０条 予算事務担当者は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を作成し、当
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該継続費の終了年度の翌年度の６月３０日までに事務局長に提出しなければならない。 

２ 前条第５条の規程は、前項の場合について準用する。 

第２１条 予算事務担当者は、令第１４６条第１項の規程により繰越明許費に係る繰越しをする必要があ

るときは、繰越明許費繰越説明書（様式第１８号）を作成し、３月３１日までに事務局長に提出しなけれ

ばならない。 

２ 第１９条第２項から第５項までの規程は、前項の場合について準用する。この場合において「継続費

繰越説明書」とあるのは「繰越明許費繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは「繰越明許費繰

越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。 

（事故繰越し） 

第２２条 予算事務担当者は、法第２２０条第 3 項の規定により事故繰越しをする必要があるときは、事

故繰越し繰越説明書（様式第１９号）を作成し、当該年度の 3 月３１日までに事務局長に提出しなければ

ならない。 

２ 第１９条第２項から第 5 項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、「継続

費繰越説明書」とあるのは「事故繰越し繰越説明書」と、「継続費繰越計算書」とあるのは、「事故繰越し

繰越計算書」とそれぞれ読み替えるものとする。 

 

第３章 収入 

第１節 調定及び収入の通知 

（調定の手続） 

第２３条 管理者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について令第１５４条第 1 項の規定によ

りこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目（以下「歳入科目」という。）

ごとに歳入調定票（事前調定分様式第２０号の１、事前調定で納入通知書有分様式第３０号（Ｂの１）収

入票に収入調定票と表示、事後調定で納入通知書領収書不要分様式第３０号（Ｂの２）事後調定で現金領

収帳等による収納分の集計用様式第３０号（Ｂの３）収入票に収入調定票と表示）により決定しなければ

ならない。 

２ 前項の場合において、歳入科目が同一でかつ同時に２人以上の納入義務者に係る調定をしようとする

ときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計金額をもって調定することができる。 

３ 管理者は、調定をしたときは、徴収簿（様式第２１号）を整理しなければならない。 

（調定の時期） 

第２４条 調定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める時期にしなければならない。 

（１） 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限３０日前まで 

（２） 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入にかかるもの 申告書の提出のあったとき 

（３） 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき 

（４） 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき 

２ 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期限

の２０日前までにその収入の金額についてしなければならない。 
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３ 第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる収入金の調定は、当該各号に定める時期にしなければ

ならない。 

（１） 歳出の誤払い又は過渡しとなって金額及び資金前渡し若しくは概算払いをし、又は私人に支出事

務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出

納閉鎖日の翌日 

（２） 令第１６５条の６第２項及び第 3 項の規定により歳入に組入れ又は納付される小切手支払未済金 

第１４４条の規定による小切手支払未済金組入調書の送付を受けたとき 

４ 前３項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付（以下「納入」という。）があっ

たときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることが

できる。 

（調定の変更等） 

第２５条 管理者は、調定した際において過誤その他の事由により当該調定の変更又は取消し（以下「調

定の変更」という。）の必要があるときは、直ちに収入調定票により調定変更等の手続をしなければなら

ない。 

（調定の通知） 

第２６条 管理者は、歳入の調定をしたときは、収入調定通知書（事前調定分様式第２０号の２、事後調

定納入通知書領収書有分様式第３０号（Ｂの１）収入票に収入調定通知票と表示、事後調定で納入通知書

領収書不要分様式第３０号（Ｂの２）事後調定で現金領収帳等による収納分の集計用様式第３０号（Ｂの

３）収入票に調定通知票と表示）により収入後に通知しなければならない。 

（納期限） 

第２７条 令第１５４条第３項に規定する収入金の納期限は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各

号に掲げる区分により指定しなければならない。 

第２８条 第２３条第１項の規定により歳入の調定をしたときは、法令その他別に定めがある場合を除く

ほか、当該歳入の納期限の前７日までに納入通知書（様式第３０号（Ａの１）様式第３０号（Ｂの１）収

入票に納入通知書兼領収書と表示）により納入義務者に通知するものとする。 

２ 前項の通知をしたのちにおいて、当該歳入の調定を変更したときは、直ちに納入額変更通知書（様式

第２２号）を納入義務者に送付するものとする。 

（納入通知書等の再発行） 

第２９条 納入通知書を再発行する場合は、微収簿及び納入通知書に再発行の旨を朱書するものとする。 

 

第２節 収納 

（現金領収帳収入票による収納等） 

第３０条 委任出納員等は、歳入金を収納し、又は当該収納金を指定金融機関に払い込むときは、現金領

収帳（様式第２３号）を用いなければならない。 

２ 管理者が別に定める歳入金については、委任出納員等は、前項の規定にかかわらず該当歳入金の収納

及び指定金融機関への払込みについては、納入通知書に附属する領収書及び納付済通知書を用いることが
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できる。 

（現金領収帳の取扱） 

第３１条 会計管理者は、委任出納員等が用いる現金領収帳を委任出納員に対しては直後、委任分任出納

員に対しては委任出納員を経て交付しなければならない。 

２ 委任出納員等は、前項の規定により交付を受けた現金領収帳は厳重に保管し。使用済となったとき又

は使用したくなったときは、委任出納員にあっては直接、委任分任出納員にあたっては委任出納員を経て

速やかに会計管理者に返納しなければならない。 

３ 会計管理者及び委任出納員は、前２項の規定により現金領収帳を交付し、又は返納を受けるときは、

会計年度別に現金領収帳受払簿（様式第２４号）にその旨を記載し、受払いの確認をしなければならない。 

（委任出納員等の収納及び払込み） 

第３２条 委任出納員等は、歳入金を収納したときは、現金領収帳の領収書（第３０条第２項に定める場

合にあっては、納入通知書に附属する領収書）に所定の収納印を押印し、納入者に交付しなければならな

い。ただし、同項に定める場合を除き、その性質上現金領収帳の領収書によりがたいものについては、管

理者が定める領収を証する書類をもってこれにかえることができる。 

２ 前項により収納した歳入金は、収納した翌日までに現金領収帳の払込書（第３０条第２項に定める場

合にあっては、納入通知書に附属する納付済通知書）により指定金融機関に払い込まなければならない。 

（委任出納員の検印） 

第３３条 委任分任出納員は、前条の規定による歳入金の収納及び払い込みをしたときは、直ちに現金領

収帳の原符（第３０条第２項に定める場合にあっては、収納印使用報告書（様式第２５号）を指定金融機

関に指示し、払込み確認印を受けた当該報告書）に委任出納員の検印を受けなければならない。 

（委任出納員等による証券の収納） 

第３４条 委任出納員等は、第３２条の規定により収納した歳入金が証券であったときは、現金領収帳の

領収書、払込書及び原符（第３０条第２項に定める場合にあっては、納入通知書に附属する領収書及び納

付済通知書）に当該証券の種類、記号、番号、発行年月日等必要事項を記載しなければならない。 

（小切手による納付） 

第３５条 指定金融機関及び委任出納員等は、令第１５６条第１項第１号に規定する小切手による納付が

ある場合においては、次の小切手は受領してはならない。 

（１） 支払地が田川市郡の区域外となっているもの 

（２） その他支払いを受けられないと認めるもの 

２ 会計管理者は、令第１５６条第１項第１号に規定する小切手による納付がある場合において、必要が

あると認めるときは、該小切手について支払人の支払保証を求めることができる。 

（利札による納付） 

第３６条 指定金融機関及び委任出納員等は、令第１５６条第１項第３号に規定する国債又は地方債の利

札による納付がある場合においては、当該利札に対する利子支払いの際課税される所得税相当額を控除し

た額を収納金額としなければならない。 

（不渡証券の取扱） 
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第３７条 指定金融機関は、法第２３１条の２第４項前段に規定する場合においては速やかに証券不渡調

書（様式第２６号）を作成して会計管理者に報告しなければならない。 

２ 会計管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに証券不渡報告書（様式第２７号）を

作成して、管理者に報告するとともに、証券不渡通知書（様式第２８号）により当該納付者に通知しなけ

ればならない。 

（収納後の手続） 

第３８条 会計管理者は、第１３６条第１項の規定により指定金融機関から現金出納日計表（様式第２９

号）に添えて公金収納済通知を受けたときは、直ちに公金収納済通知書の領収日付により収入票（事前調

定納入通知書有分様式第３０号（Ａの１）事前調定現金領収帳等による収納分の集計用分様式第３０号（Ａ

の２）、事後調定納入通知書有分様式第３０号（Ｂの１）事後調定納入通知書、領収書不要分様式第３０

号（Ｂの２）、事後調定現金領収帳等による収納分の集計用様式第３０号（Ｂの３）を作成し、関係帳簿

を整理するとともに、当該収入票に指定金融機関から送付を受けた公金収納済書を添えて管理者に送付し

なければならない。この場合において、証券で収納されたものに係る公金収納書通知書にあっては、当該

作成に係る収入票には「証券」と記載しなければならない。 

２ 前項の場合において、当該作成に係る収入票が、第６２条の規定に基づき繰替使用しているものに係

るものであるときは、当該収入票は、当該繰替使用した額を減額した額について作成し、及び繰替使用額

を注記しなければならない。 

３ 管理者は、第１項の規定により収入票及び公金収納済通知書の送付を受けたときは、これに基づき微

収簿を整理するとともに、当該整理が修了したのち遅滞なく当該公金収納済通知書を会計管理者に係るも

のにあっては、微収簿に「証券」と記載しておかなければならない。 

 

第３節 収入の過誤及び収入の整理等 

（過誤納還付） 

第３９条 管理者は、令第１６５条の７の規定により収入した歳入から戻出するときは、過誤納金還付決

定票（様式第３１号）によりその還付額について戻出の決定をし、微収簿を整理するとともに会計管理者

に戻出命令をしなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、還付の手続きについては、次章の規定の例による。 

この場合において、当該還付に係る小切手及び関係証書には「過誤納還付」と記載しなければならない。 

（収入更正） 

第４０条 管理者は、既に収入済の収入金について、会計、会計年度又は歳入科目に誤りがあうことを発

見したときは、直ちにこれを更正しなければなれない。 

２ 管理者は、前項の規定により収入の更正をするときは、歳入歳出更正伺兼命令票（様式第３２号）に

より更正の調定を行い、会計管理者に更正の通知をしなければならない。 

３ 会計管理者は、第２項の規定による更正の通知が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金

融期間に対し、公金振替通知票（様式第４１号公金振替支出決定票に公金振替通知票と表示）により更正

の通知をしなければならない。 
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（督 促） 

第４１条 管理者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入されないものがあるときは、法第２３

１条の３及び令第１７１条の規定により、納期限後２０日以内に督促状（様式第３３号）を発しなければ

ならない。 

２ 管理者は、前項の規定により督促をしたときは、その旨を微収簿等に記載しなければならない。 

（滞納処分） 

第４２条 管理者は、強制微収により微収できる債権について、債務者が督促状を発した日から起算して

１０日までに債務を履行しないときは、吏員を指定して滞納処分を行うものとする。 

（未収入金の繰越し） 

第４３条 管理者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなか

ったもの（次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。）があるときは、微収簿等に翌年度に

繰り越す旨を記載するとともに、収入未済金繰越内訳書（様式第３４号）を調製しなければならない。 

２ 管理者は、前年度から繰越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの（次条の

規定により不納不損として整理されたものを除く。）があるときは、微趣簿等に翌年度に繰り越す旨を記載する

とともに、収入未済金繰越内訳書（様式第３４号）を調製しなければならない。 

３ 前２号の規定により繰越された未収入金については、繰越された年度において、第１項の場合にあっ

ては６月１日に、前項の場合にあっては４月１日にそれぞれ調定の処理に準じて整理しなければならない。 

（歳入の不納欠損処分） 

第４４条 予算事務担当者は、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあると

きは、不納欠損処分調書（様式第３５号）を調製し、管理者の決裁を受け、歳入の不納欠損処分がされた

ときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨記載するとともに会計管理者に通知しなければならない。 

（歳入関係帳簿） 

第４５条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入簿を備え、所定の事項を記載して整理

しなければならない。 

（１） 収入月計票（様式第３６号） 

（２） 収入調定通知票（様式第２０号の２） 

（３） 収入票（歳入簿補助票）（様式第３０号） 

（４） 過誤納金還付決定票（過誤納金還付通知書兼請求書兼領収書）（様式第３１号） 

（５） 歳入更正伺票兼命令票（様式第３２号） 

（６） 公金振替支出決定票（公金振替収入票）（様式第４１号） 

２ 予算事務担当者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳入予算管理簿を備え、所定の次項を記載し

なければならない。 

（１） 歳入予算管理月計票（様式第３６号） 

（２） 収入調定票（予算管理簿用）（様式第２０号の１） 

（３） 収入票（様式第３０号） 

（４） 過誤納金還付決定票（様式第３１号） 
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（５） 歳入更正伺票兼命令票（様式第３２号） 

（６） 公金振替支出決定票（公金振替収入票Ｂ）（様式第４１号） 

 

第４章 支出 

第１節 支出負担行為 

（支出負担行為の原則） 

第４６条 支出負担行為は、歳出予算の配当を受けた範囲内においてのみ、これをすることができる。 

（支出負担行為の決議） 

第４７条 予算事務担当者が支出負担行為をなすには、次条の規定により支出負担行為の内容を示す書類

を添えて支出負担行為決定票（様式第３７号、工事関係外はＡ、工事専門はＢ。ただし、旅費については様式第３

８号）を起票し、同条に定める時期に決議しなければならない。 

２ 次の各号の掲げる経費については、支出命令の決議を受けたときをもって、支出負担行為の決議があ

ったものとみなす。 

（１） 条例又は規則等に基づき、毎月定日に支給する報酬、給料及び職員手当等 

（２） 組合の負担金として毎月定日に支払いをする共済費 

３ 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該

支出負担行為に関する決定票の余白に継続費又は債務負担行為の次項名を記載しなければならない。 

（支出負担行為として整理する時期等） 

第４８条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲内及び支出負担行為に必要な書類（次

項において、支出負担の整理区分という。）は、別表第３に定めるところによる。 

２ 前項の規定にかかわらず、別表第４に掲げる経費に係る支出負担行為の整理区分は、同表に定めると

ころによる。 

（支出負担行為の事前合議） 

第４９条 予算事務担当者は、支出負担行為の決裁を受けようとするときは、別表第３に定める会計管理

者に事前合議を要するものについては、あらかじめ支出負担行為決定票により会計管理者に合議しなけれ

ばならない。 

（支出負担行為の変更及び取消し） 

第５０条 予算事務担当者は、支出負担行為の決定が行われたのちにおいて、やむを得ない理由により、

当該支出負担行為を変更又は取り消す必要が生じた場合は、遅滞なく第４７条から前条までの規定に準じ

て支出負担行為の変更又は取消しの手続をしなければならない。 

（支出負担行為の確認） 

第５１条 予算事務担当者は、支出負担行為の確認を受けるため支出負担行為決定票に支出負担行為の内

容を示す書類を添付して会計管理者の確認を受けなければならない。 

２ 会計管理者は、前項に規定する支出負担行為の確認を行うときは、次の各号に揚げる次項について審

査しなければならない。 

（１） 支出負担行為が歳出予算の配当を受けた範囲内のものであること。 
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（２） 法令又は予算に違反しないこと。 

（３） 金額の算定に誤りがないこと。 

（４） 歳出予算の所属年度及び歳出科目の区分に誤りがないこと。 

３ 会計管理者は、前項の審査をするに当たり必要があるときは、予算事務担当者に対し、関係書類の呈

示を求めることができる。 

４ 会計管理者は、第２項の規定による審査の結果、支出負担行為の確認をすることができないと認める

ときは、理由を付し、関係書類を予算事務担当者に返付しなければならない。 

 

第２節 支出命令 

（支出命令） 

第５２条 支出の命令（以下「支出命令」という。）は、管理者が経費の種類によって、資金前渡、概算

払、前金払、繰替払、又は精算払のいずれかによるかを決定し支出命令票兼請求書兼領収書（様式第３９

号）にその旨を朱書し関係書類を添付して会計管理者に送付することによって行うものとする。 

２ 管理者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲

げる事項について審査しなければならない。 

（１） 金額が違算がないこと。 

（２） その経費に係る支出負担行為が適正になされているか。 

（３） 配当された予算の範囲内であるか。 

（４） 歳出予算の目的に反してないか。 

（５） 所属年度及び支出科目が適正であるか。 

（６） 金額の算定に誤りがないか。 

（７） 支出するべき時期が到来しているか。 

（８） 正当な債権者であるか。 

３ 予算事務担当者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出に関する決定票を当該支払

期日の５日前までに、その他の支出にあっては支払予定期日の３日前までに会計管理者に送付しなければ

ならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は当該支出命令のうち会計管理者が特に必要と認め

て指示するものにあっては、この限りでない。 

（支出命令の確認） 

第５３条 会計管理者は、前条第１項の規定により支出命令を受けたときは、同条第２項各号に定める次

項について、審査し、確認しなければならない。 

（請求書による原則） 

第５４条 支出命令は、債権者から債務の履行の請求を証する書面（以下「請求書」という。）の提出に

よりこれをしなければならない。 

２ 前項の請求書には、請求金額、請求の内容及び請求年月日が明示され、かつ債権者の住所氏名の記載

及び押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、そ

の資格及び権限の表示がなければならない。 
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３ 債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、その事実を証する書面を添えさせなければな

らない。 

４ 債権の譲渡又は承継があった債務に係る請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければなら

ない。 

（請求書による原則の例外） 

第５５条 前条の規定にかかわらず、別段の定めがある場合を除くほか次の各号に掲げる経費については、

請求書の提出を待たないで支出命令を発することができる。 

（１） 報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金その他の給与金 

（２） 組合債の元利償還金 

（３） 報償金及び償賜金 

（４） 扶助費のうち金銭でする給付 

（５） 官公署等の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費 

（６） 前各号に掲げるもののほか、組合が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定

している経費及びその性質上請求を要しない経費 

２ 前項の場合においては、同項第５号に規定する経費を除くほか、それぞれ当該経費の計算の基礎を明

らかにした内訳書等を添付しなければならない。この場合において、債権者に支払うべき経費から次の各

号に掲げるものを控除すべきときは、当該控除すべき金額及び債権者が現に受けるべき金額を明示しなけ

ればならない。 

（１） 所得税法（昭和２２年法律第２７号）に基づく源泉徴収に係る所得税 

（２） 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に基づく特別徴収に係る県民税及び市町村民税 

（３） 地方公務員等共済組合法（昭和３７年法律第１５２号）に基づく共済掛金及びその他の納入金 

（４） 健康保険法（大正１１年法律第７０号）、船員保険法（昭和１４年法律痔７３号）、厚生年金保険法（昭

和２９年法律第１１５号）、雇用保険法（昭和４９年法律第１１６号）及び日雇労働者健康保険法（昭和２８年法

律第２０７号）に基づく保険料 

（５） 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの 

 

第３節 支出の特例 

（資金前渡できる経費） 

第５６条 令第１６１条第１項第１４号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。 

（１）  法令の規定により設置された保護、補導、更正援護等のための施設に収容する者の護送に要

する経費 

（２） 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする費用弁

償 

（３） 手数料、委託料、借上料、運送料、通信料その他これに類するもので、即時支払いを要する経費 

（４） 交際費 

（５） 自動車損害賠償責任保険料 
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（資金前渡手続） 

第５７条 管理者は、令第１６１条第１項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、

当該現金の支払の事務に従事する職員（以下「資金前渡職員」という。）を指定し、当該職員を債権者と

して、前節の例により処理しなければならない。 

２ 前項に規定する指定は、支出内容及び支払時期を明らかにして、その都度行うものとする。ただし、

特に必要があると認められるときは、あらかじめ指定しておくことができる。 

（前渡資金の精算） 

第５８条 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について、資金前渡精算票兼戻入（伺）票（様式第

４０号Ａ、精算零の場合はＢ）を作成し、証拠書類を添え管理者に精算の報告をしなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定による報告を受けたときは、その内容を調査し、同項に規定する帳票類を会計

管理者に送付するとともに精算残額のあるときは、戻入の手続をしなければならない。 

（概算払） 

第５９条 令第１６２条第６号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 運賃又は保管料 

（２） 試験研究又は調査の委託者に支払う経費 

（３） 予納金又はこれに類する経費 

（４） 損害賠償として支払う経費 

２ 予算事務担当者は、概算払をした経費については、その目的達成後、概算払精算票兼戻入（伺）票（様

式第４０号Ａ、精算零の場合はＢ）によりすみやかに精算の手続をしなければならない。この場合において、

精算残額があるときは、直ちに戻入の手続をしなければならない。 

（前金払） 

第６０条 令第１６３条第８号の規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。 

（１） 使用料、保管料又は保険料 

（２） 土地又は家屋の買収代金 

（３） 渡切旅費 

２ 管理者は、管公署に対して支払いをする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合を除

き、契約金額の１００分の３０に相当する金額を超えて前金払いをしてはならない。 

３ 令附則第７条の規定により前金払を請求しようとするものは、同上に規定する保証事業会社が交付す

る前金払金保証書を組合に寄託しなければならない。 

（繰替払） 

第６１条 予算事務担当者は令第１６４条の規定により、その収納に係る現金を繰り替えて使用したとき

は、別に定める様式により報告書を会計管理者を経て管理者に提出しなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定により報告を受けたときは、公金振替支出決定票（様式第４１号）に、同項の

報告書を添付して会計管理者に送付し、振替命令を発するものとする。 

（出納閉鎖後の支出命令書） 

第６２条 収入役は、出納閉鎖期限までに支出命令書による支払を終わらなかったときは、当該支出命令
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票に無効の旨を表示し、支出命令票返送票（様式第４２号）を添付して管理者に返付しなければならない。 

（過年度支出） 

第６３条 予算事務担当者は、過年度支出にかかる支出を決定しようとするときは、あらかじめその金額

及び事由を記載した書面に債権者の請求書その他の関係書類を添えて管理者の決裁を受けなければなら

ない。 

 

第４節 支払の方法 

（支払の方法） 

第６４条 会計管理者は、支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人

とする小切手を振り出し、債権者に支払うものとする。 

（小切手の振出） 

第６５条 会計管理者の振り出す小切手は、記名式及び記名式参入払式とする。ただし、次の各号に掲げ

る経費については、記名式として指図禁止の旨を記載しなければならない。 

（１） 資金前渡による支払をする経費 

（２） 管公署に支払う経費 

（３） 指定金融機関に支払う経費 

２ 収入役が振り出す小切手には、振出期日、受取人の氏名、支払金額、会計年度、番号、支払地、支払

金融機関名その他必要事項を記載しなければならない。この場合において、金額の記載方法については、

チェックライターを用い、かつ、アラビア数字にようものとする。 

３ 前項の番号は、１年度間（出納整理期間を含む。）を通ずる連続番号としなければならない。 

４ 会計管理者は、小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出整理簿（様式第４３号）に記載し、指

定金融機関に対して小切手振出済通知書（様式第４４号）を送付しなければならない。 

（現金による支払） 

第６６条 会計管理者は、債権者から現金による支払の申出があったときは、支払通知書（様式第３９号

支出命令票兼請求書領収書に表示）を指定金融機関に送付して現金で支払をさせなければならない。 

（隔地払） 

第６７条 会計管理者は、送金の方法により支払をするときは、支払通知書の送金依頼票（様式第４５号）

を添えて指定金融機関に送付し、債権者には送金通知書（様式第４６号）を送付しなければならない。 

（口座振替払） 

第６８条 会計管理者は、指定金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替による支払の申出が

あったときは、口座振替通知書（様式第４７号、工事関係以外はＡ、工事専用はＢ）を指定金融機関に送付し

て口座振替の手続をさせなければならない。 

（経費の支払） 

第６９条 会計管理者は、経費の支払をしたときは、債権者から領収書を徴しなければならない。 

２ 債権者が領収書の用いる印は、請求書に用いた印と同一のものでなければならない。ただし、紛失、

盗難、摩減等の理由により改印したときは、この限りでない。 
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３ 前項ただし書の場合においては、債権者は、収入役の定めるところにより速やかにその旨を届けでな

ければならない。 

４ 債権者は、請求書を提出したのちにおいて、住所、氏名、会社名等債権者に係る事項について変更が

あったときは、収入役の定めるところにより速やかに旨を届け出なければならない。 

（公金振替） 

第７０条 会計管理者は、歳入、歳出相互間の振り替えをする場合は、指定金融機関に対して公金振替通

知票（様式第４１号。公金振替命令票に公金振替通知票と表示）を交付して公金を振り替えさせなければ

ならない。 

 

第５節 支出の整理及び帳票類 

 

（小切手支払未済繰越金の整理） 

第７１条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済調書（様式第４８号）の交付を受けたときは、

これを調査し、正確であると認めるときは指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払

未済繰越金として整理しなければならない。 

（支払を終わらせない資金の歳入への組入れ又は納付） 

第７２条 会計管理者は、指定金融機関から小切手支払未済金組入調書（様式第４９号）の送付を受けた

ときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組入れるた

めの手続をとるとともに、小切手支払未済組入調書を予算事務担当者に送付しなければならない。 

２ 予算事務担当者は、前項に規定する組入調書の送付を受けたときは、当該未払金の内容を調査し直ち

に第２３条の規定により調定の手続をしなければならない。 

（誤払金の戻入） 

第７３条 予算事務担当者は、令第１５９条の規定により誤払金の戻入の必要が生じたときは、速やかに

誤払等戻入（伺）票（様式第５０号）によりその返納額について戻入の決定をし、その事実を示す書類を

添付して会計管理者に戻入の通知をするとともに返納義務者に対し、戻入通知票兼領収書（様式第５１号）

を送付しなければならない。 

（歳出金の更正） 

第７４条 予算事務担当者は、支出をした経費について、会計、会計年度又は歳出科目に誤りがあること

を発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。 

２ 予算事務担当者は、前項の規定により更正をするときは、歳出更正伺兼命令票により更正の決定を行

い。直ちに会計管理者に対し、歳出更正伺兼命令を発しなければならない。 

３ 会計管理者は、第２項の規定による更正の命令が会計又は会計年度に係るものであるときは、支払金

融機関に対し、公金振替書により更正の通知をしなければならない。 

（歳出関係帳簿） 

第７５条 予算事務担当者はその所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があ

ったときは、歳出予算管理簿にこれを記録して整理しなければならない。 
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２ 前項に規定する記録及び整理は歳出予算管理簿として次の各号に掲げる帳票類を編綴し及び所定の

事項を記録整理することにより行うものとする。 

（１） 支出月計票（歳出予算管理月計票Ａ）（様式第５２号） 

（２） 支出負担行為決定票（様式第３７号） 

（３） 管外出張命令票（様式第３８号） 

（４） 歳出更正伺兼命令票（歳出更正票）（様式第３２号） 

（５） 資金前渡・概算払精算票兼戻入（伺）票（資金前渡・概算払精算票（控））（様式第４０号） 

（６） 公金振替支出決定票（様式第４１号） 

（７） 繰替払調書（繰替払済通知書）（様式第５３号） 

（８） 誤払等戻入（伺）票（様式第５０号） 

３ 予算事務担当者は、前項に定めるもののほか、その所掌に係る次の各号に掲げる予算について支出負

担行為の決議又は変更等があったときは、それぞれ当該各号に定める整理簿により、これを記載して整理

しなければならない。 

（１） 継続費 継続費関係予算管理簿（様式第５４号） 

（２） 債務負担行為 債務負担行為関係予算管理簿（様式第５５号） 

（３） 繰越明許費及び事故繰越 繰越予算関係管理簿（様式第５６号） 

第７６条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴した歳出簿を備え、所定の事項を記載して整理

しなければならない。 

（１） 支出月計票（歳出月計票）（様式第５２号） 

（２） 支出命令票兼請求書兼領収書（様式第３９号） 

（３） 歳出更正伺票兼命令票（様式第３２号） 

（４） 資金前渡・概算払精算票兼戻入（伺）票（戻入収納通知票）（様式痔４０号） 

（５） 公金振替支出決定票（公金振替命令票）（様式第４１号） 

（６） 繰替払調書（計算票・請求兼領収票）（様式第５３号） 

（７） 誤払等戻入（伺）票（戻入（収納）通知票）（様式第５１号） 

２ 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、それぞれ当該各号に定める事項を記載して整理しなけ

ればならない。 

（１） 現金出納簿（様式第５７号）第１９９条第３項の規定により保管する現金の経理 

（２） 資金前渡（概算払）管理簿（様式第５８号）令第１６１条の規定により前渡した資金の整理（た

だし、第６６条各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。） 

 

 

第５章 決算 

 

（決算調書等の提出） 

第７７条 予算事務担当者は、その所掌に係る毎会計年度の歳入歳出予算及びその事項別明細書に対する
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収支の状況を明らかにした歳入歳出決算に関する調書を作成し、当該会計年度の出納閉鎖後１５日以内に

収入役に提出しなければならない。 

２ 前項の歳入歳出決算に関する調書は、施行規則第１６条の２に定める歳入歳出決算事項別明細書に準

じて作成しなければならない。 

３ 予算事務担当者は、事務事業に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明す

る書類を作成し、翌年度の６月３０日までに局長を経て管理者に提出しなければならない。 

（翌年度歳入の繰上充用） 

第７８条 会計管理者は、令第１６６条の２の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、出

納閉鎖期日前１０日までにその理由を付してその旨を予算事務担当者に通知しなければならない。 

２ 予算事務担当者は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を

作成し、管理者に提出しなければならない。 

３ 予算事務担当者は翌年度の歳入歳出予算に基づき、翌年度の歳入の繰上充用をしようとするときは、

管理者の指示を受けて処理しなければならない。 

（歳計剰余金の処分） 

第７９条 予算事務担当者は、法第２３３条の２の規定により、歳計剰余金を翌年度の歳入又は資金に編

入しようとするときは、管理者の指示を受けて処理しなければならない。 

 

第６章 契約 

第１節 契約の方法 

第１款 一般競争入札 

（入札の公告） 

第８０条 管理者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日前１０日（ただし、急施を要する場

合にあっては、５日）（以下「公告期日」という。）までに、次の各号に掲げる事項を関係市町村の公報若

しくは新聞又は提示その他の方法により公告しなければならない。 

（１） 入札に付する事項 

（２） 入札に参加する者に必要な資格 

（３） 入札及び開札の場所並び日時 

（４） 契約事項、設計図書当を示す場所及び日時 

（５） 入札保証金に関する事項 

（６） 入札の無効に関する事項 

（７） 前各号に掲げるもののほか、一般競争入札に関し必要な事項 

２ 建設工事に係る一般競争入札の公告期日は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令（昭和３１年

政令第２７３号）第６条に規定する見積期間によらなければならない。 

（資格の確認等） 

第８１条 管理者は、一般競争入札に参加しようとする者が令第１６７条の４の規定による制限を受ける

者でないこと及び前条第１項第２号の規定による資格を有する者であることを一般競争入札参加承認申
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請書（様式第５９号）により申し出させて確認をしなければならない。 

２ 管理者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般

競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、一般競争入札参加資格者名簿（様式第６０

号）を作成しなければならない。 

（入札保証金の額） 

第８２条 一般競争入札に参加しようとする者の納付すべき入札保証金の額は、その者の見積る契約金額

の１００分の５以上とし、入札前に納付するものとする。ただし、次の各号に揚げる場合には、入札保証

金の全部又は一部の納付を免除することができる。 

（１） 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に本組合を被保険者とする入札保証保険

契約を締結したとき。 

（２） 一般競争入札に参加しようとする者が国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と過去２年の

間に当該契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって契約し、かつ、これらをすべて

誠実に履行しており、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 

（３） １件１００万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約

において定める期日までに確実に納入されるのとも認められるとき（当該契約の締結の日から１５日以内の日

を当該期日としている場合に限る。）。 

２ 入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において、

その価値は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 国 債                        額面金額 

（２） 鉄道債券その他の政府の保証のある債権         額面金額の１０分の８に相当する金額 

（３） 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手       小切手金額 

（４） 管理者が確実と認める社債               登録金額の１０分の８に相当する金額 

（５） 銀行又は管理者が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 

手形金額（その手形の満期の日が当該手形を提供した日の１月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日まで期

間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割引いた金額） 

（６） 銀行又は管理者が確実と認める金融期間に対する定期預金債権 

当該債権証書に記載された債権金額 

（７） 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証         その保証する金額 

３ 前項第３号に定める小切手を入札保証金に代わる担保として提供した場合において、当該小切手の提

示期間が経過することとなるときは、その取立てを会計管理者に連絡しなければならない。 

４ 前項の規定は、第２項第５号に定める手形を入札保証金に代わる担保として提供した場合において、

当該手形が満期になった場合に準用する。 

５ 第２項第６号に定める定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供するときは、当該債権に質

権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承

諾を証する確実日付のある書面を提供させなければならない。 

（入札保証金の還付等） 
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第８３条 入札保証金は、入札が終わったとき、又は組合により入札を中止にしたときに還付する。ただ

し、落札者が納付した入札保証金は、契約保証金に充当することがある。 

２ 入札保証金は、入札を延期し、又は停止したときは還付することがある。 

３ 落札者が納付した入札保証金は、第１項ただし書の規定により契約保証金に充当する場合を除き、契

約保証金を納付した後に還付する。 

（入札） 

第８４条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書（様式第６１号）に必要な事項を記入し、記名

押印のうえ封書にして所定の時間内に入札しなければならない。 

２ 代理人によって入札する場合は、委任状を提出しなければならない。 

（入札場所への立入り） 

第８５条 入札関係者以外の者は、入札執行の場所に立ち入ることができない。 

（入札拒絶） 

第８６条 管理者は、入札に際して当該入札を妨害し、又は不正の行為をするおそれがあると認められる

者の入札を拒絶するものとする。 

（入札の無効） 

第８７条 次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。 

（１） 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したもの 

（２） 入札書が所定の日時までに到着しないもの 

（３） 入札保証金が所定の額に達しないもの 

（４） 一の入札に同一の入札者から２通以上の入札書が出されたもの 

（５） 入札者の記名押印がなく、入札者が判明できないもの 

（６） 金額その他主要事項の記載が不明確なもの 

（７） 入札者が明らかに協定して入札し、その他入札に際し不正の行為があったと認められるもの 

（８） その他入札に関する条件に違反したもの 

（入札執行の延期、停止及び中止） 

第８８条 管理者は、不正入札があると認めるとき、又は天災事変その他の理由により入札を続行するこ

とが困難であると認めるときは、当該入札の執行を延期し、停止し、又は中止することがある。 

（設計付入札及び見本入札） 

第８９条 設計付入札においては設計及び入札金額により、見本による入札においては見本及び入札金額

により落札者を定める。 

（予定価格） 

第９０条 法第２３４条第３項に規定する予定価格は、当該入札に付する事項に関する仕様書、設計書等

によって決定し、その価格を記載した予定価格書（様式第６２号、工事関関係外はＡ、工事専用はＢ）封書に

し、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。 

２ 前項の予定価格書は、落札者となるべきものがないときは、開示することができない。 

（予定価格の決定方法） 
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第９１条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期

間継続して製造、修理、加工、売買、供給、使用及び貸付等に係る契約にあっては、単価について予定価

格を定めることができる。 

２ 予定価格は、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約の数量の多少及び履行期限の長短等を

考慮して適正に定めなければならない。 

（開札） 

第９２条 開札は、所定の日時及び場所において、入札者の面前でこれを行うものとし、入札者が立ち会

わないときは、契約者が指定した２人以上の組合職員を立ち会わせるものとする。 

（再度入札における入札保証金） 

第９３条 令第１６７条の８代３項に規定する再度入札の場合においては、第８８条第３号の規定を適用

しない。 

（落札者の決定通知） 

第９４条 落札者が、決定したときは、口頭又は書面で当該落札者に通知する。 

（契約保証金の納付） 

第９５条 落札者は、落札の通知を受けた日から７日以内に契約保証金を納付して契約を締結しなければ

ならない。 

２ 落札者が前項に規定する期間内に契約保証金を納付しないときは、その者は契約を締結しないものと

みなす。 

（最低制限価格） 

第９６条 一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合にお

いて、当該契約の内容に適合した履行を確保するため最低制限価格を設けようとするときは、予定価格を

構成する材料費、労務費、諸経費の割合その他の条件を考慮し、予定価格に１００分の７５から１００分

の９２までの割合を乗じて得た額の範囲において適正に定めなければならない。 

２ 最低制限価格に係る前項の規定にかかわらず、当該工事の内容その他必要に応じ、別に最低制限価格

を設けることがある。この場合においては、その旨を入札に参加しようとする者に、あらかじめ通知しな

ければならない。 

３ 第９１条及び第９２条の規定は、一般競争入札により工事又は製造その他についての請負の契約を締

結しようとする場合において、あらかじめ最低制限価格を定めるときに準用する。 

（最低価格の入札者を落札者としない場合の通知） 

第９７条 一般競争入札により行為又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合にお

いて（最低制限価格を設けたときを除く。）令第１６７条の１０第１項の規定により、最低価格の入札者以外

の者を落札者としたときは、最低価格で入札した者を落札者としない理由を速やかにその者に通知しなけ

ればならない。 

（入札経過の記録） 

第９８条 管理者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札経過書（様式第６３号）に記録し

なければならない。 
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第２款 指名競争入札 

（入札者の指名） 

第９９条 管理者は、指名競争入札に付するときは、入札に参加する者を管理者が特に必要と認める場合

を除くほか３人以上指名しなければならない。 

２ 前項の固定により指名するときは、次の各号に掲げる事項をその指名する者に入札指名通知書（様式

第６４号）により通知しなければならない。 

（１） 指名競争入札に付する事項 

（２） 入札及び開札の場所並びに日時 

（３） 契約条項・設計図書等を示す場所及び日時 

（４） 入札保証金に関する事項 

（５） 無効入札に関する事項 

（６） 前各号に掲げるもののほか、指名競争入札に関し必要な事項 

（入札者の変更） 

第１００条 管理者は、再度入札に付しても、落札者がない場合は、随意契約とするほか新たに入札に参

加する者を指名して、更に指名競争入札とすることができる。 

（指名競争入札に係る関係規定の準用） 

第１０１条 第８２条第１項及び第８３条から第９９条までの規定は、指名競争入札をする場合について

準用する。 

 

第３款 随意契約 

 

（随意契約の範囲） 

第１０２条 令第１６７条の２第１項第１号に基づき、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄

に定める額を超えない額の契約については、随意契約によることができる。 

契  約  の  種  類 予 定 価 格 

（１） 工事又は製造の請負 １３０万円 

（２） 財産の買入 ８０万円 

（３） 物件の借入 ４０万円 

（４） 財産の売払い ３０万円 

（５） 物件の貸付け ３０万円 

（６） 前各号に掲げるもの以外のもの ５０万円 

（準用規定） 

第１０３条 第９１条、第９２条、第９５条及び第９６条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

ただし、次条第１項ただし書及び第２項の規定に該当する場合においては、第９１条及び第９２条の規定

は、準用しない。 
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（見積書） 

第１０４条 随意契約による場合は、予定価格５万円未満のものを除きなるべく２人以上の者から見積書

を徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げるものの購入及びその他の契約で目的及び性質により

見積書を徴する必要がないと認めて管理者が別に定めるものについては見積書を徴さないことができる。 

（１） 新聞、定期刊行物、例規等の追録 

（２） 価格、送料等が表示されている書籍類 

（３） 同一の品質及び規格で販売店により価格が異ならない物品 

（４） 既にされた単価契約に基づいて購入する物品 

２ 前項の規定により見積書を徴する場合において、生産品、即売品又はせり売りにより購入した物品に

ついては、その取扱いをした職員の証明書、委託販売又は法令等に基づき供出したものについては、委託

者又は取扱団体が発した精算所、官公署との契約又は電気、ガス等の供給に係る契約については、その官

公署又は供給者が発した価格表示の書類、計算書等をもって見積書に代えることができる。 

第４款 せり売り 

（せり売り） 

第１０５条 第１款の規定は、第８５条並びに第８８条第２号及び第４号から第６号までの規定を除き、

せり売りの場合にこれを準用する。 

 

第２節 契約の締結 

（契約保証金） 

第１０６条 令第１６７条の１６第１項の規定により本組合と契約を締結する者の納付すべき契約保証

金の額は、当該契約金額の１００分の１０以上とし、契約の締結前に納付しなければならない。ただし、

次の各号に掲げる場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することがある。 

（１） 契約の相手が、保険会社との款に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

（２） 契約の相手から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。 

（３） 契約の相手方が、国（公社、公団を含む。）又は地方公共団体と過去２年の間に当該契約と種類

及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約

を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。ただし、建設工事に係るものにあっては、契約

金額３００万円未満のものに限る。 

（４） 公有財産の売払いの契約において、令第１６９条の４第２項の規定により誠実な担保を徴して売

払代金を延納の特約をしとき。た 

（５） 公有財産又は物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。 

（６） 随意契約を締結する場合において契約金額が５０万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を

履行しないこととなるおそれがないとき。 

（７） 国（公社、公団を含む。）若しくは他の地方公共団体と契約を締結するとき又は公共団体等と随

意契約（公益を目的としたものに限る。）を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこ

ととなるおそれがないとき。 
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（８） 前号に掲げる場合を除き、組合の事務に係る放送、公告、調査、研究、計算、鑑定、評価、訴訟

等を随意契約により委託する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと

き。 

（９） 資金を貸付する契約、預金契約、寄付に係る契約、運送契約及び雇用契約を締結する場合におい

て、その性質上必要がないと認められるとき。 

２ 契約保証金の納付は、次の各号に掲げる担保をもって代えることができる。この場合において、その

価値は当該各号に定めるところによる。 

（１） 第８３条第２項各号に掲げるもの。             当該各号に定めるところによる。 

（２） 公共工事の前払金保証金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条第４項に規定

する保証事業会社（以下「保証事業会社」という。）の保証    その保証する金額 

３ 第８３条第３項から第５項までの規定は、契約保証金について準用する。 

（契約保証金の還付又は組合帰属） 

第１０７条 契約保証金は、契約の履行後還付する。ただし、財産の売り払いの契約において、契約保証

金を買受代金に充当することにより買受代金が完納されることとなる場合においては、契約保証金を買受

代金に充当することがある。 

２ 契約保証金は、第１１７条第１項の規定により違約金を徴収する場合においては、その違約金に相当

する額はその違約金に充当し、違約金を超える部分は、組合に帰属する。 

（保証人） 

第１０８条 契約の相手方には、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、その者と同等以上の履行能

力を有し、かつ、管理者が誠実を求める２人以上の連帯保証人を立てさせるものとする。 

（１） 建設工事の契約を締結するとき。 

（２） 契約金額が５０万円未満の契約を締結するとき。 

（３） その他の管理者がその必要がないと認めるとき。 

２ 前項の保証人は、その契約から生ずる一切の債務の履行を保証しなければならない。 

（契約書の作成） 

第１０９条 契約を締結する場合は、次の各号に掲げる事項を記載した契約書（物品購入係るものにあって

は様式第６５号、建設工事に係るものにあっては様式第６６号設計業務委託に係るものにあっては様式第６７号による

ものとする。）及び契約に必要な書類を作成し、契約の相手方と共に記名押印のうえ、各１通を保持しなけ

ればならない。ただし、契約の性質又は目的により必要がないと認められる事項については、省略するこ

とができる。 

（１） 契約の目的 

（２） 契約金額 

（３） 契約履行期限又は期間 

（４） 契約履行の場所 

（５） 契約保証金 

（６） 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法 
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（７） 監督及び検査 

（８） 履行の遅滞その他債務の負履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金 

（９） 危険負担 

（10） かし負担責任 

（11） 交付材料の保管責任 

（12） 契約に関する紛争の解決方法 

（13） その他必要な事項 

２ 前項に規定するもののほか、法第９６条第１項第５号の規定により議会の議決に付さなければならな

い契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに契約が成立する旨を記載した仮契約書及び仮

契約に必要な書類を作成し、仮契約を締め結するものとする。 

３ 前項の規定により仮契約を締結したときは、これを次の議会に提出するものとする。 

（契約書作成の期限） 

第１１０条 前条第１項及び第２項に定める契約書又は仮契約書は、落札者の決定通知をした後７日以内

に作成しなければならない。ただし、特別の理由があると認められる場合においては、その期間を延長す

ることができる。 

（契約書作成の省略） 

第１１１条 第１１０条の第１項の規定にかかわらず次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作

成を省略することができる。 

（１） 契約金額が、５０万円を超えない指名競争入札による契約又は随意契約をするとき。 

（２） せり売りに付けるとき。 

（３） 物品を売払う場合において、買受人が代金を即納し、直ちにその物品を引き取るとき。 

２ 前各号に掲げる場合においても、不動産の売買又は貸借については契約書を省略することができない。 

３ 第１項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、請書（物品購入に係るものにあっては様

式第６８号、建設工事に係るものにあっては様式第６９号によるものとする。）を徴さなければならない。ただし、

随意契約の場合は、その設計書又は見積書等に契約金額、かし担保期間、時効期間及び契約年月日を記入

し、記名押印してこれを請書にかえることができる。 

（契約の変更） 

第１１２条 契約の相手方から、天災事変その他やむを得ない理由により、これを証明する書類を添えて

履行期限の延長の申出があったときは、その事実を審査し、契約を変更することがある。 

２ 管理者は、組合の都合により必要があると認めたときは、契約の相手方の同意を得て契約の内容及び

期間の変更並びに一時停止をすることがある。 

３ 前２項の規定により契約を変更した場合は、請書（第１項に係るものにあっては様式第７０号（Ａ）、第２

項に係るものにあっては様式第７０号（Ｂ）によるものとする。）を提出しなければならない。 

４ 第２項の規定により設計変更をした場合は、当初設計金額に対する契約金額の割合に応じて契約金額

を変更するものとする。ただし、１００円未満の端数は、切り捨てる。 

（契約の解除） 
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第１１３条 次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は契約の全部又は一部を解除することができ

る。 

（１） 契約を履行しないとき又は、契約期限内に履行の見込みがないと認められるとき。 

（２） 契約の履行の着手を遷延したとき。 

（３） 契約の締結後その入札に関し不正行為のあったことが判明したとき。 

（４） 契約の履行に当たって契約者若しくはその代理人又はその使用人が、契約事務の担当者若しくは

監督者の指示、監督に従わないとき。 

（５） 前各号のほか、契約不履行のおそれがあると認められたとき又はこの規則若しくは当該契約条項

等に違反し、その違反によって契約の目的を達すことができないとき。 

２ 前項の規定により契約を解除した場合において、契約の相手方に損失が生じても、管理者は、補償の

責を負わないものとする。ただし、その履行部分に対しては、相当と認める金額を支払うことがある。 

３ 管理者は、第１項の規定によるもののほか、組合の都合により必要を認める場合は、契約の相手方の

同意を得て契約の全部又は一部を解除することがある。 

４ 前項の規定により契約を解除した場合においては、その履行部分に対しては、相当と認める金額を支

払うものとする。 

（必要書類の提出） 

第１１４条 工事、製造その他の請負契約の相手方は、契約締結の日から５日以内に内訳明細書、工程表

その他必要書類を、工事に着手したときはその翌日までに工事着手届（様式第７１号）に管理者に提出し

なければならない。ただし、管理者が必要でないと認めたときは、この限りでない。 

（指示及び監督） 

第１１５条 契約の相手方は、契約上の義務の履行について管理者の指定する職員の指示及び監督に従わ

なければばらない。 

（違約金） 

第１１６条 契約の相手方の責に帰すべき理由により、管理者が契約を解除した場合においては、違約金

として契約金額の１００分の１０以上に相当する額を請求することができる。 

２ 前項に規定する違約金は、損害賠償の請求を妨げない。 

（遅滞損害金） 

第１１７条 契約の相手方の責に帰すべき理由により、契約の期限内に義務を履行できない場合において、

期限後に完了する見込みがあるときは、遅滞日数１日につき物品の購入に関するものについては未納部分

の代金の１，０００分の１以上に相当する金額、その他の契約にあっては契約金額の１，０００分の０．

２７以上に相当する金額を遅滞損害金として徴収する。ただし、天災事変その他特別の理由があると認め

るときは、その一部又は全部を免除することがある。 

２ 前項本文の場合において、契約期限内に第１３１条第２項の規定による目的物の部分引渡しを受けて

いるもの又は第１３２条の規定による部分使用をしているものがあるときは、その相当額を契約金額から

控除して遅滞損害金を徴収する。 

（損害金の徴収方法） 
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第１１８条 前２条に規定する違約金及び遅滞損害金の徴収については、契約の相手方又は保証人に対す

る契約代金その他の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは、別にこれを追

徴する。 

（前金払い） 

第１１９条 令第１６３条第３号の規定に該当するものとして前金払いをする場合は、契約の相手方は、

管理者が確実と認める連帯保証人を立てなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたと

きは、この限りでない。 

２ 令附則第７条の規定により前金払いをする場合は、契約金額が５００万円以上で、かつ、工期が６０

日以上の契約に限るものとする。 

３ 前項の前金払いを受けようとする者は、契約締結の日から３０日以内に、保証事業会社の保証書を添

えて請求しなければならない。 

４ 第２項の前金払いの額は、契約金額の３０パーセント以内とする。この場合において、前金払いの額

に１万円未満の端数があるとき、この端数金額を切り捨てるものとする。ただし、支払限度額は、５，０

００万円とする。 

５ 当該契約を解除し、又は保証事業会社が保証契約を解除したときは、直ちに前払金は返還しなければ

ならない。 

（部分払いの特約） 

第１２０条 管理者は、契約の履行完済前に代価の部分払いをすることがある。 

２ 前項に規定する部分払いの額は、次の各号に掲げるところにより算定するものとする。 

（１） 工事又は製造の請負については、その既済部分に対する代価に相当する額の１０分の８以内（第

１３１条第２項の規定による部分引渡しを受けた場合は、引渡しを受けた部分に対し、第１３２条の規定

により部分使用をした場合は、その使用部分に対し、その代価の全額まで）、物件の買入れについては、

その既納部分に対する代価を超えない額 

（２） 前条の規定により前金払いをしたときは、前号の規定により算出した額の契約金額に対する割合

を前払金の額に乗じて得た額を、同号の規定により算出した額から差引いた額 

３ 第１項の部分払いは、既済部分が全体の１０分の３を超えるものにつきこれを適用し、工事の請負に

あっては管理者が定めた保険金額及び期間によって、管理者を受取人とする火災保険等に加入しなければ

ならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 

４ 工事の請負については、既済部分に対する部分払いをする場合の支払い回数は、次の各号に掲げると

おりとする。 

（１） 契約金額１００万円以上１，０００万円まで             １回 

（２） 契約金額１，０００万円を超え５，０００万円まで          ２回以内 

（３） 契約金額５，０００万円を超え１億円まで              ３回以内 

（４） 契約金額１億円を超える場合は、５，０００万円又は５，０００万円以内の端数を増すごとに、

前号の回数に、１回を加えた回数以内 

５ 工事請負の場合における部分払いの請求は、出来高払請求書（様式第７２号）によるものとする。 
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（監督） 

第１２１条 管理者は、工事等その他の請負契約を締結したときは、自ら又は職員のうちから指定する者

（以下「監督員」という。）をして、当該契約の適正な履行を確保するため、立会い、工程の管理、使用

材料の試験又は検査その他の方法により監督をし、又は監督をさせ、契約の相手方に必要な指示をしなけ

ればならない。 

２ 管理者は、前項の規定により監督員を指定したときは、当該監督員の指名を契約の相手方に通知しな

ければならない。 

（完了の届出の義務） 

第１２２条 契約の相手方は、契約の履行を完了したときは、直ちにその旨を届け出（工事請負契約につ

いては、工事竣工届（様式第７３号）による。）なければならない。 

（検査員） 

第１２３条 法第２３４条の２第１項の検査は、管理者の命ずる検査員が行う。 

（検 査） 

第１２４条 前条の規定により管理者の命ずる検査員（以下「検査担当職員」という。）は、次の各号の

いずれかに該当するときにこれを行う。 

（１） 工事又は製造が完了したとき。 

（２） 工事又は製造の部分払いを必要とするとき。 

（３） 物品の納入が完了したとき。 

（４） その他必要と認めるとき。 

２ 前項の検査に合格しないときは、検査担当職員の指示又は管理者が提示する指示書（様式第７４号）

に従い契約の相手方は代品納入、補強若しくは取りこわし、取替え又は補修等を行わなければならない。

この場合において、これに要する費用は、当該契約の相手方の負担とする。 

３ 前項の規定により代品の納入等を指示に従い修了したときは、直ちに終了届（様式第７５号）を提出

しなければならない。 

４ 前項の終了届を受理したときは、７日以内に検査担当職員が再検査を行う。 

（監督又は検査の委託） 

第１２５条 管理者は、工事等の請負契約その他の契約について、特に専門的な知識又は技能を必要とす

ることその他の事由により監督又は検査を行うことが困難であり、又は適正でないと認めるときは、職員

以外の者に委託して当該監督又は検査を行わせることができる。 

２ 管理者は、前項の規定により職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせる時は、当該委託をする

者の住所氏名及び監督又は検査を委託した旨その他参考となる事項を記載した文書により契約の相手方

に通知しなければならない。 

３ 第１２２条及び前条第１項から第４項までの規定は、第１項の規定により監督又は検査の委託をした

場合における監督又は検査について準用する。 

（会計管理者への通知） 

第１２６条 検査を行う場合において、次の各号に掲げるものについては、管理者は、あらかじめ日時、
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場所その他必要な事項を会計管理者に通知するものとする。 

（１） 工事又は製造の請負若しくは修繕で、契約金額が５００万円以上のもの 

（２） 物品の購入で１契約１００万円以上のもの 

２ 会計管理者は、前項の規定により通知を受けたときは、当該支出負担行為に関する確認を行うため、

必要があるときは、検査に立ち会うことができる。 

（立会い） 

第１２７条 検査を行うときは、契約の相手方及び立会人の立ち会いによって行われなければならない。

ただし、契約の相手方が立ち会わないときは、欠席のまま検査するものとする。この場合においては、検

査の結果に対して異議を申し立てることができない。 

２ 立会人は、局長が所属職員の中から指名しなければならない。 

（検査の内容） 

第１２８条 第１２５条第１項の規定による検査は、令第１６７条の１５第２項の規定に基づいて、破壊

若しくは分解又は試験検査によってこれを行うものとする。これに要する費用は、当該契約の相手方の負

担とし、管理者の指示する期間内に原状に復さなければならない。 

２ 第１２５条第３項及び第４項の規定は、前項の規定により破壊等を行った部分の原状回復が終了した

ときに準用する。 

（完了承諾通知） 

第１２９条 検査担当職員は、前条の規定による検査を終了したときは、管理者に報告し、口頭又は完了承

認通知書（様式第７６号）により契約の相手方に通知するものとする。 

（目的物の受渡し） 

第１３０条 契約の目的物の受渡しは、検査終了後受渡書（様式第７７号）により管理者が指定した職員

がこれを行うものとする。 

２ 管理者は、契約の履行の完了前であっても、契約の目的がその性質上可分のもので特に必要があると

認める場合は、その一部分について検査を行い、合格と認めたときは、契約の相手方からその合格部分の

全部又は一部の引渡しを受けることができる。 

３ 工事以外の請負契約又は動産の買入れにあっては、契約の目的物に僅少の不備の点があっても使用上

支障がないと認めるときは、その相当額を減価して採用することがある。 

（部分使用） 

第１３１条 工事の一部が完成した場合において、必要と認めるときは、その部分の検査をして合格と認

めるときは、その合格部分の全部又は一部を契約の相手方の同意を得て使用することができる。 

 

第７章 指定金融機関等 

（指定金融機関） 

第１３２条 組合は、法第２３５条第２項及び第１６８条第２項の規定により、金融機関を指定して、組

合の公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるものとする。 

（派出所の設置） 
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第１３３条 指定金融機関の派出所を田川市役所本庁内に置く。 

２ 前項の指定金融機関の派出所における公金の出納取扱時間は、市役所の執務日の午前９時から午後３

時までとする。ただし、会計管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。 

 （収納代理金融機関） 

第１３４条 法第２３５条第２項及び令第１６８条第４項の規定により、指定金融機関の取り扱う収納事

務の一部を取り扱わせるために収納代理金融機関を置く。 

（公金の収納等） 

第１３５条 指定金融機関及び収納代理金融機関は、収入通知書により公金を収納したときは、領収書を

納入者に交付するとともに、公金収納済通知（様式第３０号収入票（Ａ－１）（Ｂ－１）（Ｂ－２）歳入簿補助票）

を会計管理者に送付しなければならない。 

２ 指定金融機関は、委任出納員等から公金の払い込みを受けたときは、前項の手続に準じて処理しなけ

ればならない。 

（証券収納） 

第１３６条 指定金融機関は、前項の規定により収納した公金が証券であったときは、領収書、領収済通

知書等に証券の種類、記号、番号、発行年月日等必要事項を記載しなければならない。 

（不渡証券の取扱） 

第１３７条 指定金融機関は、受領した証券が不渡りとなったときは、速やかに証券不渡調書を会計管理

者に送付しなければならない。 

（預金の振替） 

第１３８条 指定金融機関は、会計管理者から小切手振出済通知書の送付を受けたときは、そのつど公金

の普通預金口座から当座預金口座に振り替えなければならない。 

（小切手による支払） 

第１３９条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けたときは、次の各号に掲げる

事項を調査して現金の支払をしなければならない。 

（１） 小切手は、その要件を満たしているか。 

（２） 小切手は、その振出日付から１年を経過したものでないか。 

（３） 小切手を振り出した年度の出納閉鎖後に呈示された小切手であるときは、券面金額が、令第１６

５条の６第１項の規定により整理されているものであるか。 

２ 前項の小切手が、振出日付後１年を経過したものであるときは、その小切手の余白に支払期限経過の

旨を記入し、これを呈示した者に返付しなければならない。 

（支払完了通知） 

第１４０条 指定金融機関は、口座振替払等により支払が完了したときは、支払完了通知票（様式第７８

号工事関係外は（Ａ）、工事専用は（Ｂ）)により会計管理者に報告しなければならない。 

（公金振替） 

第１４１条 指定金融機関は、公金振替の手続をしたときは、公金振替済通知（様式第４１号公金振替収入

票（Ｂ）歳入簿補助票）を会計管理者に送付しなければならない。 
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（出納閉鎖期日までの未払金に対する処置） 

第１４２条 指定金融機関は、毎年度出納閉鎖期日までに支払を終わらせない小切手については、その金

額を小切手振出済通知書により算出し、未払繰越勘定に繰り替え、小切手支払未済調書を会計管理者に提

出しなければならない。 

２ 指定金融機関は、前項の手続きをしたのち、前年度所属に係る小切手の支払をする場合においては、

同項に規定する未払繰越勘定から払い出さなければならない。 

（未払繰越金の歳入組入れ） 

第１４３条 指定金融機関は、前項に規定する未払繰越金勘定のうち、小切手振出日付から１年を経過し

たものがあるときは、その金額を当該期間満了の日の属する年度の歳入に組み入れ、小切手支払未済金組

入調書により直ちに会計管理者に報告しなければならない。 

（送金の取消後の手続） 

第１４４条 指定金融機関は、令第１６５条の６第３項の規定により隔地払の送金を取り消したときはそ

の金額に相当する資金を速やかに歳入に入れ隔地払資金納付報告書（様式第７９号）により会計管理者に

報告しなければならない。 

（日計報告） 

第１４５条 指定金融機関は、毎日、現金出納日計表を作成し、収入支出証ひょう書を添えて、その翌日

会計管理者に提出しなければならない。 

（指定契約） 

第１４６条 指定金融機関及び収納代理金融機関の取り扱う事務については、この規則に定めるもののほ

か、契約により定める。 

第８章 財産 

第１節 通則 

（財産取得の措置） 

第１４７条 管理者は、財産を取得しようとするときは、あらかじめ、当該財産について所有権及び私権

の設定の有無、その他必要な事項の調査をしなければならない。 

２ 前項の調査の結果、当該財産に私権の設定その他特殊な義務の負担（以下「私権等」という。）があ

る場合は、その取得前に次の各号に掲げる区分による措置をしなければならない。 

（１） 行政財産にしようとする財産の取得にあっては、私権等の排除 

（２） 前号の財産以外の財産の取得にあっては、私権等の排除その他の適切な措置 

 （代金等の支払） 

第１４８条 財産を取得したときは、登記又は登録を要するものにあっては、その手続きを完了したのち、

その他のものにあっては、引渡を受けたのちでなければ買受代金又は交換差金の支払をしてはならない。

ただし、前金払いでなければ所得し難いもの、又は管理者が特に必要と認めたものは、この限りではない。 

（財産の取得等） 

第１４９条 管理者は、財産（物品を除く。以下本条において同じ。）の取得もしくは処分をしたときは、

財産の種類若しくは区分を変更したとき又は財産に係る権利の異動があったときは、直ちに収入役に財産
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異動通知書（様式第８０号）を送付するものとする。 

２ 会計管理者は、組合財産について、その種類及び区分に従い、財産台帳（様式第８１号）を備え、常

にその増減その他の状況を記録しておかなくてはならない。 

（有価証券等出納の通知） 

第１５０条 管理者は、財産に属する有価証券又は、現金の取得又は処分をしたときは、有価証券等出納

通知書（様式第８２号）を会計管理者に交付するものとする。 

 

第２節 公有財産 

（境界確定の協議等） 

第１５１条 公有財産の境界が明らかでないためその管理に支障がある場合は、隣接地の所有者に対し立

会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めるものとする。 

２ 公有財産との境界を確定するため、協議を求めようとする隣接地の所有者は、土地境界確定申請書（様

式第８３号）に関係地の字図、その他の関係書類を添え、管理者に申請しなければならない。 

３ 前２項による協議が整った場合においては、管理者及び隣接地の所有者は、土地境界確定書（様式第

８４号）により、確定された境界を明らかにするものとする。 

４ 第２項の申請により境界を確定するための協議をする場合において、当該協議に要する費用について

は、当該申請者に負担させることができる。 

（行政財産の使用許可） 

第１５２条 行政財産は、次の各号に掲げる場合、その使用を許可できるものとする。 

（１） 国、他の地方公共団体において、公用又は公共用に供するため特に必要と認められる場合 

（２） 災害その他の緊急事態発生のため、応急施設として臨時に使用させる場合 

（３） 当該行政財産を利用する者のため、厚生施設を設置する場合 

（４） 公共目的のために行われる講習会、研究会等の用に使用させる場合 

（５） 前各号に掲げる場合のほか、管理者が公益上特に必要と認める場合 

第１５３条 前条の許可をしようとするときは、強化を受けようとする者をして、行政財産使用許可申請

書（様式第８５号）を提出させるものとする。 

第１５４条 第１５２条の許可をする場合は、行政財産使用許可証（様式第８６号）を交付し、次の各号

に掲げる条件を付するものとする。 

（１） 使用者 

（２） 使用財産 

（３） 使用目的 

（４） 使用期間 

（５） 使用料 

（６） 使用上の制限 

（７） 使用許可の取消権又は変更権の留保 

（８） 使用財産の原状回復義務 
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（９） 財産使用上の賠償義務 

（１０） 遅延損害金 

２ 前項第４号の使用期間は、１年を超えることができないものとする。 

第１５５条 第１５２条の許可により使用させている財産について、現状変更をしようとする者があると

きは、その者に使用財産変更許可申請書（様式第８７号）を提出させるものとする。 

２ 使用期間が満了したとき、又は、使用を中止したときは、遅延なくその行政財産の引渡を受けるもの

とする。 

（普通財産の賃付） 

第１５６条 普通財産の賃付をしようとするときは、その相手方をして普通財産借受申請書（様式第８８

号）を提出させるものとする。 

２ 前項の賃付は、次の各号に掲げる期間を超えることができないものとする。 

（１） 植樹を目的とし、土地及び土地の定着物（建物を除く。以下本節において同じ。）を貸し付ける

場合は５０年。 

（２） 前号の場合を除くほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は２０年。 

（３） 建物その他の物件を貸し付ける場合は１０年。 

３ 前条の規定は、普通財産を貸し付ける場合に準用する。 

４ 普通財産の貸付契約は、第１５４条第１項各号に掲げる条件に準じた事項を内容とするものとする。 

第１５７条 普通財産の貸付の契約を締結する場合は、その相手方をして契約保証金を納付させ、あわせ

て２人以上の連帯保証人を立てさせるものとする。ただし、国又は他の地方公共団体その他公共団体に貸

し付ける場合又は管理者が特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。 

２ 前項の契約保証金の額は、貸付料の３ヶ月分に相当する額以上とする。ただし、貸付期間が３ヶ月に

満たない場合は、管理者が定める額とする。 

３ 第１項の連帯保証人は、次の各号に定める条件を備える者でなければならない。 

（１） 組合関係市町村内に住所又は事業所を有する者 

（２） 引き続き年額３０万円以上の所得を有し、又は公簿価格２０万円以上の固定資産を所有する者 

第１５８条 普通財産の貸付の契約を締結する場合において、当該契約に要する費用は、当該契約の相手

方に負担させるものとする。 

第１５９条 普通財産の貸付を受けた者は、 第５項の規定を除くほか、貸付料を納付しなければ

ならない。 

２ 前項の貸付料の額は、次の各号に掲げる区分による額とする。ただし、消費税法（昭和６３年法律第１

０８号）の規定による消費税及び地方税法（昭和２５年第２２６号）の規定による地方消費税が課されるも

のについては、当該貸付料の額に１００分の１０５を乗じた額を貸付料の額とする。この場合において、

その額に１０円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。 

（１） 土地 １月につき、時価の１，０００分の３以上 

（２） 建物 １月につき、時価の１，０００分の４以上 

（３） 前２号以外のもの 時価 
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３ 貸付期間が１月に満たない場合の貸付料の額は前項に定める月額を日割計算した額とする。 

４ 普通財産の貸付料は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める期限までに納付しなければなら

ない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りではない。 

（１） 年額により定めたもの  当該年の５月１５日 

（２） 月額により定めたもの  当該月の１５日 

（３） 日額により定めたもの  貸付契約締結のとき 

５ 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付け

ることができる。 

（１） 他の地方公共団体又は公共的団体において、公用もしくは公共用又は公益事業の用に供するとき。 

（２） 地震、火災、水害等の災害により、普通財産の貸付けを受けた者が当該財産を使用の目的の供し

がたいと認めるとき。 

（３） 地震、火災、水害の応急対策用として貸し付けるとき。 

（４） 公用又は公共用に供する公有財産のうち、寄付に係るものの用途を廃止した場合において、当該

用途の廃止によって生じた普通財産をその寄付者又は相続人その他の包括承継人に貸し付ける

とき。 

（５） 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたため、その用途を

廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、当該寄付者又はその継続人

その他の包括承継人に貸し付けるとき。 

（普通財産の売払等） 

第１６０条 令第１６９条の４第２項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金を延納させる場合

において徴すべき担保は、次の各号に掲げるものとし、付するべき利息は、年６分の５厘の率によって計

算した額とする。 

（１） 第８３条第２項各号に定める有価証券 

（２） 土 地 

（３） 建 物 

（４） 立木ニ関スル法律（明治４２年法律第２２号）に基づき登記された立木 

２ 前項第２号から第４号までに掲げるものについては、抵当権を設定しなければならない。 

第１６１条 第１５６条第１項及び第１５８条の規定は、普通財産を交換し、売り払い、譲与し若しくは

出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとするときに準用する。 

２ 第１５６条第２項の規定は、普通財産を貸付以外の方法により使用又は収益させる場合に準用する。 

 

第３節 物品 

 

（物品の種類） 

第１６２条 物品は、次の各号に掲げる種類に区分する。 

（１） 備 品 その性質又は形状を変えることなく長期間使用に堪える物品及びその性質は消耗品に属
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するものであっても形状の永続性のある標本又は陳列品として保管する物品 

（２） 消耗品その性質若しくは形状が使用することにより消費され若しくは損傷しやすい物品 

（３） 動物使役、教材又は品質の改良若しくは保存のために飼育する動物 

（物品の出納通知等） 

第１６３条 管理者は、物品を取得し、又は処分するとき（第１６８条第２項の場合は除く。）は、物品

出納通知書（様式第８９号）により会計管理者に通知するものとする。 

２ 会計管理者は、物品出納簿（様式第９０号）及び備品カード（様式第９１号）を備え、物品の出納及

び保管の状況を明らかにしておかなければならない。 

３ 次の各号に掲げる物品の出納については、前項の物品出納簿への記載を省略することができる。 

（１） 官報、新聞、雑誌その他これらに類するもの 

（２） 購入後直ちに消費する食糧品 

（３） 儀式、祭典等のため購入し、直ちに消費する物品 

（４） 贈与の目的で購入し、直ちに配布する物品 

（５） その他管理者が特に指定した指定した物品 

（物品の使用） 

第１６４条 物品（消耗品を除く。以下同じ。）を使用しようとする職員は、物品使用通知書（様式第９２

号）により管理者に願い出なければならない。 

２ 管理者は、前項の願出を適当と認めるときは、当該物品使用通知書により会計管理者に通知するもの

とする。 

（使用物品の出納及び保管状況の明示） 

第１６５条 物品を使用する職員は、物品出納簿（様式第９３号）及び使用備品カード（様式第９４号）を

備え、使用物品の出納及び保管の状況を明らかにしなければならない。 

（使用物品の返納） 

第１６６条 使用物品を返納しようとする職員は、物品返納通知書（様式９５号）により管理者に届け出

なければならない。 

２ 管理者は、前項の届出を受けたときは、返納物品を確認し、当該物品返納通知書により会計管理者に

通知するものとする。 

（物品の保管責任） 

第１６７条 会計管理者にあっては保管中の物品、法第１７１条第１項に定める出納員その他の会計職員

にあっては保管を命ぜられた物品、物品を使用する職員にあってはその使用する物品を保管しなければな

らない。この場合において、共同して使用する物品については、これらの職員の上席者が保管しなければ

ならない。 

（消耗品の払出） 

第１６８条 消耗品の払出しを受けようとする職員は、消耗品請求伝票（ 様式第９６号）により管理者に

請求しなければならない。 

２ 管理者は、前項の請求を適当と認めるときは、当該消耗品請求伝票により会計管理者に消耗品の払出
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しの通知をする。 

（物品の処分） 

第１６９条 管理者は、組合所有の物品が不用となり、又は破損して補修を加え難くなった場合は、物品

不用決定書（様式第９７号）により不用の決定をするものとする。 

２ 管理者は、前項の物品のうち、売り払うことが不利又は不適用であると認めるもの及び売り払うこと

ができないものについては、不用の決定の際、あわせて廃棄の決定をするものとする。 

（物品の貸付） 

第１７０条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付通知書（様式第９８号）により管理者に申請しな

ければならない。 

２ 管理者は、前項の申請を承認したときは、当該物品貸付通知書により会計管理者に物品の貸付けの通

知をするものとする。 

（物品の事故の報告） 

第１７１条 会計管理者又は物品を使用する職員は、保管又は使用中の物品について亡失、損傷その他の

事故が発生した場合においては、物品事故報告書（様式第９９号）を作成し、速やかに管理者に提出しな

ければならない。 

 （物品の出納報告） 

第１７２条 会計管理者は、毎年３月３１日現在をもって物品と関係帳票との照合をし、物品出納計算書

（様式第１００号）を作成して出納閉鎖後１５日以内に管理者に提出しなければならない。 

 

第４節 債権 

（督促） 

第１７３条 第４１条の規定は、次の各号に掲げる債権の督促をする場合について準用する。 

（１） 分担金、加入金、過料及び法律で定める使用料その他の収入 

（２） 手数料及び前号以外の使用料その他の収入 

（３） 物件の売払代金及び貸付金の私法上の収入金に係る債権並びに歳出金の誤払い又は過払いに基づ

く返還金に係る債権 

 （強制執行等） 

第１７４条 前条第２号及び第３号の債権について同条の規定による督促をした場合、その督促状の指定

期限を経過してもなお履行されないときは、令第１７１条の２各号の措置をとるものとする。 

（債権の申出） 

第１７５条 管理者は、債権について次の各号に掲げる理由が生じたことを知った場合においては、令第

１７１条の４第１項の措置をとるものとする。 

（１） 債務者が強制執行を受けたこと。 

（２） 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。 

（３） 債務者の財産について競売の開始があったこと。 

（４） 債務者が破産の宣告を受けたこと。 
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（５） 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。 

（６） 債務者である法人が解散したこと。 

（７） 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。 

（８） 第４号から前号までに定める場合のほか、債務者の総財産についての精算が開始されたこと。 

（債権の保全等） 

第１７６条 管理者は、債権を保全するため、必要があると認めるときは、次の各号に掲げる措置をとる

ものとする。 

（１） 債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは、

保証人の変更その他担保の変更を求めること。 

（２） 裁判所に対し、仮差押又は仮処分の手続をとることを求めること。 

（３） 法令の規定により組合が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に

代立して当該権利を行うこと。 

（４） 時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するための措置をとること。 

２ 管理者は、債権について担保が提供されたときは、遅滞なく、担保権の設定について、登記、登録そ

の他の第三者に抵抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。 

 （徴収停止の手続） 

第１７７条 管理者は、令第１７１条の５の規定による徴収停止をするときには、徴収停止整理簿（様式

第１０１号）に記載するものとする。 

２ 前項の徴収停止をしたのちにおいてその措置を取りやめたときは、徴収停止整理簿に「徴収停止取消」

の表示をするとともに、その内容を記載するものとする。 

（履行延期の特約等の手続） 

第１７８条 令第１７１条の６の規定による履行延期の特約等は、債務者から履行延期申請書（様式第１

０２号）を徴して行うものとする。 

２ 前項の申請者の内容を確認するため必要があるときは、法令又は契約に定める場合を除き、債務者は

保証人（保証人となるべき者を含む。）に対し、その承諾を得て、その業務又は資産の状況に関して帳簿

書類を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求める等、必要な調査を行うものとする。 

３ 履行延期の特約をする場合は、履行延期承認通知書（様式第１０３号）を作成して債務者に送付する

ものとする。 

 （延期担保の提供等） 

第１７９条 前条第１項の規定により履行延期の特約等をする場合には、必要な担保を提供させ、かつ、

利息を付するものとする。 

２ 前項の場合において、その履行延期の特約等をするときまでに債務者が担保を提供することが著しく

困難であると認めるときは、期限を指定して、履行期間の特約等をしたのちにおいて担保の提供をさせる

ものとする。 

 （免除の手続） 

第１８０条 債権の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付等を記載した書面を債務者に送付し
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なければならない。 

 

第５節 基金 

（基金の管理者） 

第１８１条 基金の管理に関する事務を所掌する者（以下「基金管理者」という。）は、当該基金の設置

の目的に従い特に必要があると認めて管理者が指定するものを除き、局長とする。 

 （基金の管理） 

第１８２条 基金管理者は、その管理に係る基金について基金台帳（様式第１０４号）を備え、その状況

を明らかにしておかなければならない。 

２ 基金管理者は、基金に属する現金を条例の定めるところにより有価証券に代えようとするときは、あ

らかじめ会計管理者に協議のうえ管理者の指示を受けなければならない。 

３ 基金管理者は、基金に属する現金を運用しようとするときは、管理者の決済を受けなければならない。 

 （手続の準用） 

第１８３条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産若しくは物品の管理及び処分、又

は債権の管理については、第３章、第４章、及び本章第１節から前節までの規定を準用する。 

（基金状況の報告） 

第１８４条 基金管理者は、その管理に係る基金の毎年３月３１日現在の状況については、基金現状報告

書（様式第１０５号）を翌年度の６月１０日までに会計管理者に提出しなければならない。 

 （基金運用状況調書） 

第１８５条 基金管理者はその管理に係る基金について毎会計年度基金運用状況調書（様式第１０６号）

を作成し、これを翌会計年度の６月３０日までに管理者に提出しなければならない。 

 

第９章 証ひょう書 

 （首標金額の表示） 

第１８６条 納入通知書、請求書、領収証、支払通知書等に用いる金額の数字は、アラビア数字とする。

この場合においては、頭初の「￥」の文字を付さなければならない。 

２ 請求書、支出証書、公金振替書等に前項の規定による金額の表示をするときは、所定のゴム印を用い

なければならない。 

３ 第１項の規定によりがたい場合には、漢字を用いることができる。ただし、この場合には、「一」、「二」、

「三」、「十」、等の数字はそれぞれ「壱」、「弐」、「参」、「拾」等の字体を用いなければならない。 

（証ひょう書の原本主義） 

第１８７条 収入、支出に関する証ひょう書は、原本でなければならない。ただし、原本によりがたいと

きは、管理者が証明した謄本をもってこれに代えることができる。 

 （収入に関する証ひょう書） 

第１８８条 収入に関する証ひょう書は、指定金融機関の領収済通知書その他収入の事実を証する書類と

する。 
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 （支出に関する証ひょう書） 

第１８９条 支出に関する証ひょう書は、債務者の請求書及び領収書又は支出証明その他支出の事実を証

する書類とする。 

 （給料等の証ひょう書） 

第１９０条 報酬、給料及び諸手当の支出に関する証ひょう書には所得税、住民税、共済組合掛金、失業

保険料被保険者負担金等の控除額及び現金受領額を記載しなければならない。 

 （契約の履行を証する書類の添付等） 

第１９１条 契約金額の支出に関する証ひょう書には、検査済の証明書若しくは契約履行の事実を証する

書類を添付し、又は検査をした職員若しくは契約履行わ確認した職員がその旨を記載し、押印しなければ

ならない。 

 （証ひょう書の編さん） 

第１９２条 証ひょう書は、年度別、歳入歳出別に編さんしなければならない。この場合においては、科

目ごとに色紙をそう入し、これに科目、金額を記入するものとする。 

 

第１０章 雑則 

 （収支の点検、現金出納簿の記載等） 

第１９３条 会計管理者は、指定金融機関から送付を受けた現金出納日計票（兼現金出納）及び証ひょう

書を点検しなければならない。 

 （収支月計報告） 

第１９４条 会計管理者は、毎月、収支月計票を作成し、現金と帳簿及び証ひょう書を照合のうえ、翌月、

速やかに管理者に提出しなければならない。 

 （未払繰越金歳入組入報告） 

第１９５条 会計管理者は、指定金融機関から未払繰越金組入報告書により小切手の支払に係る未払繰越

金の歳入への組入れについて報告を受けたときは、未払繰越金報告書により、速やかに管理者に報告しな

ければならない。 

 （隔地払資金納付報告） 

第１９６条 会計管理者は、指定金融機関から隔地払資金納付報告書により隔地払の送金取消に係る資金

の歳入への組入れについて報告を受けたときは、隔地払資金報告書により速やかに管理者に報告しなけれ

ばならない。 

 （帳簿の記載） 

第１９７条 帳簿の記載文字中に誤記を発見したときは、朱線（朱書のときは黒線）２線を引いて訂正し、

担当者が認印しなければならない。 

２ 帳簿中の金額の誤記を発見し、訂正のため累計、差引額等に異動が生じたときは、追次訂正をしない

で誤記の箇所にはその旨及び訂正した月日を的宣記入し、発見当日において差額を記載し、事由を詳記し

て累計、差引額等の訂正をしなければならない。 

３ 予算流用、予備費支出、戻入、戻出、誤びゅう訂正等による金額の記載をするときは、増を黒字、減
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は朱書しなければならない。 

 （歳計現金の保管） 

第１９８条 歳計現金は、会計管理者が組合名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは、管理者と協議して、

支払いのため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実か

つ有利な方法で保管することができる。 

３ 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第１項の規定にかかわらず５万円を

限度として歳計現金を保管しておくことができる。 

 （歳入歳出外の現金及び有価証券） 

第１９９条 会計管理者は、法第２３５条の４第２項及び第１６８条の７第１項の規定により保管する現

金及び有価証券の出納は、歳計外現金受入決定票（様式第１０７号）及び歳計外現金払出決定票（様式第１

０８号）によらなければならない。 

（一時借入金） 

第２００条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。 

２ 会計管理者は、一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入額を予算事務担当者に通

知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき、又は出納閉鎖期日において借入残額があ

るときもまた同様とする。 

３ 予算事務担当者は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借

入額、借入先、借入期間及び利率について収入役と協議のうえ、管理者の決裁をうけなければならない。

これを返済する場合もまた同様とする。 

４ 予算事務担当者は前項の規定により一時借入金の借入又は返済について決裁を受けたときは、直ちに

借入又は返済の手続をとるとともに、その旨を会計管理者に通知し、一時借入金経伺兼管理台帳（様式第

１０９号）を備え、一時借入金の状況を記録しなければならない。 

 

附 則 

 （施行期間） 

１ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 前項の規定にかかわらず、平成１２年度予算に係る出納事務については、なお従前の例による。 

附 則(平成１９年１２月２８日規則第５号) 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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別表第１ （第４条関係） 

 

 

歳 入 予 算 の 款 項 及 び 目 節 の 区 分 

 

 

款 項 目 節 

分 担 金 及 び 負 担 金 負   担   金 市 町 村 負 担 金 斎 場 組 合 負 担 金 

使 用 料 及 び 手 数 料 
使   用   料 

手   数   料 

衛 生 使 用 料 

総 務 手 数 料 

斎 場 使 用 料 

事 務 手 数 料 

財 産 収 入 財 産 運 用 収 入 利 子 及 び 配 当 金 利 子 及 び 配 当 金 

繰 入 金 基 金 繰 入 金 
財 政 調 整 基 金 

繰 入 金 

財 政 調 整 期 金 

繰 入 金 

繰 越 金 繰 越 金 繰 越 金 前 年 度 繰 越 金 

諸 収 入 

組 合 預 金 利 子 組 合 預 金 利 子 預 金 利 子 

雑 入 雑 入 雑 入 

 

 

備考 当該年度において、臨時的又は特殊の事由があるときは、管理者は、この表に定める款項及び目節

以外の款項及び目節を別に定めるものとする。 
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別表第２ （第４条関係） 

 

 

歳 出 予 算 の 款 項 及 び 目 の 区 分 

 

 

款 項 目 

議 会 費 議 会 費 議 会 費 

総 務 費 

総 務 管 理 費 

一 般 管 理 費 

霊 柩 車 運 行 費 

施 設 整 備 費 

監 査 委 員 費 監 査 委 員 費 

公 債 費 公 債 費 

元 金 

利 子 

予 備 費 予 備 費 予 備 費 

 

 

備考 当該年度において臨時的又は特殊の事由があるときは、管理者はこの表に定める款項及び目以外の

款項及び目を別に定めるものとする。 
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別表第３ （第２６条、第２７条関係） 

 

支出負担行為の整理区分並びに事前審査区分表 

 

区  分 

支 出 負 担 行 為 の 整 理 区 分 
会計管理者に

事前合議を要

するもの 

支出負担行為と

して整理する時

期 

支出負担行為

の範囲 

支出負担行為に必要

な書類 
備  考 

1 報酬 支出決定の 

とき 

支給しようと

する当該期間

の額又は支給

しようとする

額 

請求書   

2 給料 給与原簿 

計算書 

  

3 職員手当等 請求書 

勤務時間調書 

戸籍謄本・死亡届書 

その他各手当を支給

すべき事実の発生を

証明する書類 

  

4 共済費 支出決定のとき

（申告納付の分

については申告

するとき） 

支出しようと

する額 

給与原簿 

申告書控 

払込書 

請求書 

  

5 災害補償費  支出決定のとき 支出しようと

する額 

請求書 

戸籍謄本・ 

死亡届書 

その他支給すべき事

実の発生、給与額の算

定を明らかにする書

類 

  

7 報償費 支出決定のとき 支出しようと

する額 

請求書 

支出調書 

 １件の金額 

１００万円 

以上のもの 

8 旅費 

 

（旅行依頼をす

る者に対する旅

費） 

支出決定のとき 

（旅行依頼のと

き） 

支出しようと

する額 

（旅行の要す

る旅費の額） 

請求書 

出張命令簿 

（支出負担行為調書） 

(臨時講師、

議会等の関

係人の出頭

旅費等） 
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9 交際費 

 

（契約による場

合） 

支出決定のとき

（契約締結のと

き） 

支出しようと

する額 

（契約金額） 

請求書 

 

（契約書又は請求見

積書） 

  

10 需用費 

消耗品費 

燃料費 

食料費 

印刷製本費 

光熱水費 

修繕料 

賄材料費 

飼材費 

医薬材料費 

（継続的契約に

よる需用費 

契約締結のとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

（請求のあった

とき） 

契約金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（請求のあっ

た額） 

購入（修繕）伺書 

設計書（図面及び仕様

書を含む。） 

予定価格調書 

入札（見積）書又は請

書 

支出負担行為調書 

（請求書、計算書、納

入通知書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 光 熱 水

費、新聞代

等） 

電気、ガス及び

水道料並びに

定期刊行物の

代金を除き１

件の金額 100

万円以上のも

の 

12 役務費 

通信運搬費 

保管費 

広告料 

手数料 

筆耕翻訳料 

火災保険料 

自動車損害 

賠償保険料 

（継続的契約に

よる役務費） 

 

契約締結のとき 

 

 

 

 

 

 

 

（支出決定のと

き） 

契約金額 

 

 

 

 

 

 

 

 

（請求のあっ

た額又は納付

額） 

執行伺書入札（見積）

書 

契約書又は請書 

申込書 

支出負担行為調書 

 

 

（請求書、納付書及び

内訳書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（電話料、 

保管料、 

保険料、 

自動車損害

賠償保険料

等） 

郵便及び電信

電話料を除き

１件金額 100

万円以上のも

の 

12 委託料 契約締結のとき 

 

 

 

契約金額 

 

 

 

執行伺書 

契約書又は請書 

支出負担行為調書 

（請求書） 

（児童福祉

法及び老人

福祉法によ

る 措 置 費

児童福祉法及

び老人福祉法

による措置費

を除き 
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（請求のあった

とき） 

（請求のあっ

た額） 

等） １件 100 万円

以上のもの 

13 使用料及び

賃借料 

 

 

 

 

（継続的契約に

よる使用料及び

賃借料） 

契約締結のとき

又は申し込みを

するとき 

 

 

 

（請求のあった

とき） 

契約金額又は

支出しようと

する額 

 

 

 

（請求のあっ

た額） 

執行伺書 

見積書 

契約書又は請書 

申込書 

支出負担行為調書 

（請求書又は納付書） 

 

 

 

 

 

 

（下水道使

用料等） 

１件の金額 100

万円以上のも

の 

 

14 工事請負金 契約締結のとき 契約金額 起工伺書設計書（図面

及び仕様書を含む）予

定価格書 

入札（見積）書契約書

又は請書 

請求書 

支出負担行為調書 

 １件の金額 500

万円以上のも

の 

 

15 原材料費 契約締結のとき 契約金額 購入伺書入札（見積）

書 

契約書又は請書 

支出負担行為調書 

 １件の金額 100

万円以上のも

の 

 

16 公有財産 

購入費 

契約締結のとき 契約金額 購入伺書登記簿謄本

字図の写、実測図 

予定価格調書入札（見

積）書 

契約書又は請書 

支出負担行為調書 

 全額 

17 備品購入費 契約締結のとき 契約金額 購入伺書 

入札（見積）書契約書

又は請書 

支出負担行為調書 

 １件の金額 100

万円以上のも

の 

 

19 扶助費 支出決定のとき 支出しようと

する額 

請求書 

支出負担行為調書 

  

20 貸付金 貸付決定のとき 貸付を要する

額 

貸付申請書契約書こ

れに代わるもの 

 全額 
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支出負担行為調書 

21 補償、補填及

び賠償金 

支出決定のとき 支出しようと

する額 

請求書 

判決書謄本 

又は和解書 

支出負担行為調書 

 全額 

22 償還金、利子

及び割引料 

支出決定のとき 支出しようと

する額 

請求書 

借入書 

支出負担行為調書 

 全額 

23 投資及び出

資金 

出資又は払込み

決定のとき 

出資又は払込

みを要する額 

申請書 

申込書 

支出負担行為調書 

 全額 

24 積立金 支出決定のとき 支出しようと

する額 

計算書  全額 

25 寄附金 支出決定のとき 寄附しようと

する額 

申請書 

支出負担行為調書 

 全額 

26 公課費 支出決定のとき 支出しようと

する額 

公課令書 

関係書類 

 全額 

27 繰出金 繰出決定のとき 繰出しようと

する額 

納入通知書 

支出負担行為調書 

 全額 
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別表第４（第２６条関係） 

 

支 出 負 担 行 為 の 整 理 区 分 表 

 

 

区分 

支 出 負 担 行 為 の 整 理 区 分 

支出負担行為とし

て整理する時期 

支出負担行為の範

囲 

支出負担行為の必

要 な 書 類 
備 考 

１資金前渡 

（報酬、給料、職

員手当等に係るも

のを除く） 

資金前渡をすると

き 

資金前渡に要する

額 

資金前渡内訳書 

請求書 
 

２繰替金 
支出命令を発する

とき 

支出命令をしよう

とする額 

繰替払計算書 

請求書 

報告書 

 

３過年度支出 支出決定のとき 
過年度支出をしよ

うとする額 

請求書 

支出負担行為調書 
 

４繰越 

繰越しにかかる支

出負担行為をする

とき 

繰越した金額の範

囲内の額 
契約書  

５戻入金 
返納通知をすると

き 
返納を要する額 計算書  

６債務負担行為 
債務負担行為をす

るとき 
債務負担行為の額 

契約書その他関係

書類 
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様 式 目 次 

 

第２章 予 算 関 係 

 

様式第  １号 歳入歳出予算（補正）見積書                    第５条 

様式第  ２号 継続費（補正）見積書                       第５条 

様式第  ３号 繰越明許費（補正）見積書                     第５条 

様式第  ４号 債務負担行為（補正）見積書                    第５条 

様式第  ５号 歳入歳出予算                           第８条 

様式第  ６号 歳入歳出予算事項別明細書                     第８条 

様式第  ７号 給与費見積（明細）書                       第８条 

様式第  ８号 歳入歳出予算現計簿                        第９条 

様式第  ９号 収入計算書                           第１３条 

様式第 １０号 予算執行計画書                         第１３条 

様式第 １１号 資金計画書                           第１３条 

様式第 １２号 配当要求書                           第１４条 

様式第 １３号 予算配当書                           第１４条 

様式第 １４号 予算流用伺兼通知書                       第１６条 

様式第 １５号 予備費充当伺兼通知書                      第１７号 

様式第 １６号 配当予算増（減）流用伺兼決定票                 第１８条 

様式第 １７号 継続費繰越説明書                        第１９条 

様式第 １８号 繰越明許費繰越説明書                      第２１条 

様式第 １９号 事故繰越し繰越説明書                      第２２条 

 

 

第３章 収 入 関 係 

 

 

様式第 ２０号の１ 収入調定票                         第２３条 

様式第 ２０号の２ 収入調定通知書                       第２６条 

様式第 ２１号 徴収簿                             第２３条 

様式第 ２２号 納入額変更通知書                        第２８条 

様式第 ２３号 現金領収帳                           第３０条 

様式第 ２４号 現金領収帳受払簿                        第３１条 

様式第 ２５号 収納印使用報告書                        第３３条 

様式第 ２６号 証券不渡調書                          第３７条 

様式第 ２７号 証券不渡報告書                         第３７条 

様式第 ２８号 証券不渡通知書                         第３７条 

様式第 ２９号 現金出納日計表                         第３８条 

様式第 ３０号 収入票（Ａの１）（Ａの２）（Ｂの１）（Ｂの２）（Ｂの３）      第３８条 

様式第 ３１号 過誤納金還付決定票                       第３９条 

様式第 ３２号 歳入歳出更正伺票兼命令票                    第４０条 

様式第 ３３号 督促状                             第４１条 

様式第 ３４号 収入未済金繰越内訳書（滞納繰越簿）               第４３条 

様式第 ３５号 不納欠損処分調書                        第４４条 

様式第 ３６号 収入月計票（歳入予算管理月計票）                第４５条 

 

 

第４章 支 出 関 係 

 

 

様式第 ３７号 支出負担行為決定票（Ａ、Ｂ）（様式第３９、第４５号、 
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第４７号、第７８号と複写）     第４７条 

様式第 ３８号 管外出張命令票                         第４７条 

様式第 ３９号 支出命令票兼請求書兼領収書（Ａ、Ｂ）（様式第３７号、第４５号、 

第４７号、第７８号と複写） 第５２条 

様式第 ４０号 資金前渡精算票兼戻入（伺）票、（Ａ、Ｂ）             第５９条 

様式第 ４０号 概算払精算票兼戻入（伺）票（Ａ、Ｂ）              第６０条  

様式第 ４１号 公金振替支出決定票                       第６２条 

様式第 ４２号 支出命令票返送票                        第６３条 

様式第 ４３号 小切手振出整理簿                        第６６条 

様式第 ４４号 小切手振出済通知書                       第６６条 

様式第 ４５号 送金依頼票（Ａ、Ｂ）（様式第３７号、第３９号、       

第４７号、第７８号、と複写）        第６８条 

様式第 ４５号 口座振替依頼票（Ａ、Ｂ）（様式第３７号、第３９号、 

第４７号、第７８号、と複写）      第６９条 

様式第 ４６号 送金通知書                           第６８条 

様式第 ４７号 口座振替通知書（Ａ、Ｂ）（様式第３７号、第３９号、 

第４５号、第７８号、と複写）      第６９条 

様式第 ４８号 小切手支払未済調書                       第７２条 

様式第 ４９号 小切手支払未済金組入調書                    第７３条 

様式第 ５０号 誤払等戻入（伺）票（様式第５１号と複写）            第７４条 

様式第 ５１号 戻入通知票兼領収書（様式５０号と複写）             第７４条 

様式第 ５２号 支出月計票（歳出予算管理月計票Ａ、歳出月計票Ｂ）        第７６条 

様式第 ５３号 繰替払調書                           第７６条 

様式第 ５４号 継続費関係予算管理簿                      第７６条 

様式第 ５５号 債務負担行為関係予算管理簿                   第７６条 

様式第 ５６号 繰越予算関係管理簿                       第７６条 

様式第 ５７号 現金出納簿                           第７７条 

様式第 ５８号 資金前渡（概算払）管理簿                    第７７条 

 

 

第５章 契 約 関 係 

 

 

様式第 ５９号 一般競争入札参加承認申請書                   第８２条 

様式第 ６０号 一般競争入札参加資格者名簿                   第８２条 

様式第 ６１号 入札書                             第８５条 

様式第 ６２号 予定価格書（Ａ、Ｂ）                      第９１条 

様式第 ６３号 入札経過書                           第９９条 

様式第 ６４号 入札指名通知書                        第１００条 

様式第 ６５号 物品売買契約書                        第１１０条 

様式第 ６６号 工事請書契約書                        第１１０条 

様式第 ６７号 設計業務委託契約書                      第１１２条 

様式第 ６８号 物品供給請書                         第１１２条 

様式第 ６９号 工事請負請書                         第１１２条 

様式第 ７０号 請書（変更）（Ａ、Ｂ）                     第１１３条 

様式第 ７１号 工事着手届                          第１１５条 

様式第 ７２号 出来高払請求書                        第１２１条 

様式第 ７３号 工事竣工届                          第１２３条 

様式第 ７４号 指示書                            第１２５条 

様式第 ７５号 終了届                            第１２５条 

様式第 ７６号 完了承認通知書                        第１３０条 

様式第 ７７号 受渡書                            第１３１条 

 

 

第７章 指 定 金 融 機 関 関 係 
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様式第 ７８号 支払完了通知書（Ａ、Ｂ）（様式第３７号、第３９号第４５号、 

第４７号と複写）   第１４１条 

様式第 ７９号 隔地資金納付報告書                      第１４５条 

 

 

第８章 財 産 関 係 

 

 

様式第 ８０号 財産異動通知書                        第１５０条 

様式第 ８１号 財産台帳                           第１５０条 

様式第 ８２号 有価証券等出納通知書                     第１５１条 

様式第 ８３号 土地境界確定申請書                      第１５２条 

様式第 ８４号 土地境界確定書                        第１５２条 

様式第 ８５号 行政財産使用許可申請書                    第１５４条 

様式第 ８６号 行政財産使用許可証                      第１５５条 

様式第 ８７号 使用財産変更許可申請書                    第１５６条 

様式第 ８８号 普通財産借受申請書                      第１５７条 

様式第 ８９号 物品出納通知書                        第１６４条 

様式第 ９０号 物品出納簿                          第１６４条 

様式第 ９１号 備品カード                          第１６４条 

様式第 ９２号 物品使用通知書                        第１６５条 

様式第 ９３号 物品使用出納簿                        第１６６条 

様式第 ９４号 使用備品カード                        第１６６条 

様式第 ９５号 物品返納通知書                        第１６７条 

様式第 ９６号 消耗品請求伝票                        第１６８条 

様式第 ９７号 物品不用決定書                        第１７０条 

様式第 ９８号 物品貸付通知書                        第１７１条 

様式第 ９９号 物品事故報告書                        第１７２条 

様式第１００号 物品出納計算書                        第１７３条 

様式第１０１号 徴収停止整理簿                        第１７８条 

様式第１０２号 履行延期申請書                        第１７９条 

様式第１０３号 履行延期承認通知書                      第１７９条 

様式第１０４号 基金台帳                           第１８３条 

様式第１０５号 基金現状報告書                        第１８５条 

様式第１０６号 基金運用状況調書                       第１８６条 

様式第１０７号 歳計外現金受入決定票                     第２００条 

様式第１０８号 歳計外現金支出決定票                     第２００条 

様式第１０９号 一時借入金経伺兼管理台帳                   第２０１条 

 

 

 

様式 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


